


第１節 茨城型地域包括ケアシステムの構築
【国の「地域包括ケアシステム」】

○ 内 容

高齢者を対象に，医療，介護，介護予防，住まい及び生活支援が一体的に提供される社

会の仕組み。

○ 概念図（地域包括ケアシステム）

【本県の「茨城型地域包括ケアシステム」】

○ 内 容

高齢者のみならず，障害者，難病患者，こどもなど，地域のすべての住民を対象とし，

これまで取り組んできた茨城県独自の「地域ケアシステム」の「コーディネート機能」や，

「多職種協働による支援機能」といったノウハウを活用しながら，様々なサービスを提供

する社会の仕組み。

○ 意 義

（背景）

これまで日本の福祉制度は，基本的に高齢者，障害者，こどもなど対象者ごとに専門的

サービスの充実が図られてきました。

しかし，近年，少子・高齢化の急速な進展により，地域社会・家族の在り方が変化する

とともに，医療・福祉ニーズが多様化し，単独の機関・制度では，十分な対応ができない

ケースが生じております。
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このようなケースに対応するため，本県では，独自の施策として，高齢者や障害者など

支援を必要とするすべての人を対象に，市町村が実施主体となり，保健・医療・福祉等の

関係者が一体となってサービスを提供する「地域ケアシステム」を，平成６（１９９４）年度

に創設しました。

（現状）

現在は，従来の取組みを継続しつつ，さらに発展させ，国の地域包括ケアシステムが対

象とする高齢者だけでなく，すべての要援護者を対象とする本県独自の「茨城型地域包括

ケアシステム」として推進しています。

また，高齢者や障害者等が地域で適切なリハビリテーションを受けることができるよう，

平成１１（１９９９）年度から県が指定する医療機関等を拠点に，地元の病院や診療所，訪問看

護ステーション，介護老人保健施設等との連携協力体制（地域リハビリテーションネット

ワーク）を構築しています。

さらに，在宅医療の需要の増大に対応するため，地域の医師，歯科医師，薬剤師，看護

職員，介護支援専門員（ケアマネジャー）など多職種協働による在宅医療の支援体制の構

築に取り組んでいます。

（今後の方向性）

茨城型地域包括ケアシステムの構築に当たっては，これらのネットワークを活用し，高

齢者・障害者・難病患者等を包含して支援するシステム構築を推進してまいります。また，

多くの機関や関係者の連携が必要となる医療的ケア児への支援体制についても，茨城型地

域包括ケアシステムや地域リハビリテーションの考え方に基づき，強化を図ってまいりま

す。
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第２節 予防医学の知識の普及と健康づくりの推進
１ 健康づくりの推進
【現状】

健康寿命は，健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間で，本県の男

性は７２�５０年（全国第９位），女性は７５�５２年（全国第８位）となっています。
一方，生活習慣病は国民医療費（一般診療医療費）の約３割，死亡者数の約６割を占めて

います。また，支援や介護が必要となる主な原因についても，脳血管疾患をはじめとする生

活習慣病が約３割を占めている状況です。

【課題】

高齢化の進展により医療や介護に係る負担は一層増すと予想されており，活力ある社会を

実現するためには，生活習慣病を予防し，社会生活を営むために必要な機能をできる限り維

持・向上させる等の健康づくりを推進していくことが重要です。

生活習慣病は，禁煙や減塩，適正飲酒，運動，適正体重の維持など，日常の生活習慣の改

善によって発症や重症化を予防できるため，県民一人ひとりが，日々の生活習慣と健康に対

する関心を持ち，常日頃から健康状態をチェックして生活習慣の改善に努めるなど，日常の

中で健康づくりに取り組むよう，働きかけることが必要です。

【対策】

「第３次健康いばらき２１プラン」及び「茨城県食育推進計画（第３次）」に基づき，健康

増進の基本要素となる，栄養・食生活，身体活動・運動，休養，飲酒，喫煙などの生活習慣

改善と健康管理の重要性に関する啓発を積極的に展開し，県民総ぐるみの健康づくりを推進

します。

� 生活習慣の改善

� 栄養・食生活

食育に関する取組を通じ，乳幼児期から高齢期までのそれぞれのライフステージに応

じた望ましい食習慣を定着させるための普及啓発とともに，食塩や野菜・果物の摂取量

など，生活習慣病の予防につながる食を通じた健康づくりを推進します。

高校生から２０歳代を中心とした若い世代において，食の乱れが課題となっていること

から，食育教材を活用し，望ましい食生活の実践を促します。

県民に対し，広く，ロコモティブシンドローム（注１）やフレイル（注２）の認知度向上，運動

不足や低栄養等を防止するための生活習慣の実践について，普及啓発を行います。

（注１）ロコモティブシンドローム 運動器の障害のために自立度が低下し，介護が必要となる危険性の高い状態
（注２）フレイル 加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し，複数の慢性疾患の併存などの影響もあり，

生活機能が障害され，心身の脆弱性が出現した状態であるが，一方で適切な介入・支援により，生活機能の維持向
上が可能な状態像
（厚生労働省研究班報告書）
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また，給食施設指導を通じ，保育所（園）や社員食堂等で提供される食事の質（特に

適塩及び野菜使用量）の改善を図るとともに，健康に配慮した食事の提供や，栄養成分

表示，健康情報の発信等に取り組む飲食店やスーパーマーケット等を登録する「いばら

き健康づくり支援店」制度の推進により，食生活の面から県民の健康づくりを支援しま

す。

更に，栄養士会や食生活改善推進員協議会等の関係団体と連携し，イベントやキャン

ペーン，健康教室等の機会を捉えて，望ましい食生活の定着に向け，特に適塩及び野菜

や果物の適正な量の摂取の普及・啓発を行います。

� 身体活動・運動

日常生活の中で，自分に適した運動を習慣的に行う県民を増やすため，運動等の意義

や重要性に関する普及啓発とともに，具体的な取組事例や実践方法などを幅広く情報提

供します。

また，誰もが身近で手軽にできるウォーキングの定着に向け，安全性など一定の要件

を満たしている道を「ヘルスロード」として指定するとともに，「いばらき元気ウォー

クの日」（毎月第一日曜日）を中心に県民がウォーキングに親しむ機会の増加を図りま

す。

更に，身体機能が低下しつつある高齢者に対しては，介護予防に有効な「シルバーリ

ハビリ体操」を一層浸透させていきます。

� 飲酒

県民がアルコールと健康の問題について適切な判断ができ，より健康的な行動に結び

つくよう，飲酒に伴う健康への影響や「節度ある適度な量の飲酒」など，適正な飲酒に

関する普及啓発に努めます。

また，未成年者や妊産婦の飲酒の防止に向けた教育を推進します。

� 喫煙

がん，循環器疾患，糖尿病，ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患），歯周病などの疾患と喫

煙との関係や，受動喫煙が及ぼす健康影響についての普及啓発に努めるとともに，喫煙

者の禁煙への取組を支援します。

また，「茨城県禁煙認証制度」の普及による，施設内における受動喫煙防止対策の

取組や，未成年者や妊産婦に対する喫煙防止教育を推進します。

� 休養・こころの健康

心身の疲労回復や充実した人生を目指すための「休養」がこころの健康の重要な要素

であり，日常生活の中で休養を適切に取り入れることや，十分な量と質の睡眠を確保す

ることを県民に働きかけます。

また，学校，市町村，事業所，医療保険者などを通じて，ストレスと上手につきあう

ための正しい知識の普及啓発と，メンタルヘルスケアの取組を推進します。
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� 歯科口腔保健

「茨城県歯と口腔の健康づくり８０２０・６４２４運動推進条例」に基づき，「茨城県口腔保

健支援センター」を中心に，関係団体と連携しながら，県民の歯科口腔保健を推進しま

す。（第４節 歯科口腔保健の推進参照）

� 生活習慣病の発症予防・重症化予防

� 健康管理

生活習慣病の発症や重症化につながるリスクを低減させていくためには，できるだけ

若い世代から，或いは発症のリスクが高まった初期段階での保健指導等が重要であるこ

とから，地域や職域の各保険者と連携して，働く世代の健診や保健指導の実施率向上に

努めます。

また，働く世代の健康づくりを推進するため，職場の健康経営を推進します。

さらに，健診後の保健指導を活用して，生活習慣の改善や医療機関への受診勧奨のほ

か，対象者が必要な治療を継続する働きかけなど，各保険者と医療機関等との連携を図

るとともに，健康に関する正しい知識の普及や健康意識の啓発等を目的として市町村が

実施する，健康教育・健康相談等の事業を支援します。

� 循環器疾患

循環器疾患予防月間（９月）を中心に，肥満や過度の食塩摂取，運動不足，喫煙など

の生活習慣が及ぼす影響等についての普及啓発を県内各地で展開します。

また，動脈硬化性疾患の危険因子となる高血圧，脂質異常症，糖尿病，睡眠時無呼吸

症候群（ＳＡＳ）等に関する情報の提供に努めるほか，発症リスクが簡易に判断でき，

生活習慣改善のきっかけづくりに役立つ「脳卒中・心筋梗塞危険度予測シート」などを

保健指導等で，利活用を促進します。

� 糖尿病

肥満や運動不足，睡眠の質の低下など，生活習慣が及ぼす影響や合併症（腎症，網膜

症，神経障害，歯周病など）についての正しい知識の普及啓発とともに，生活習慣のチ

ェックと発症リスクが簡易に判断できる「糖尿病危険度予測シート」の保健指導等での

利活用を促進します。

また，糖尿病の重症化を予防するため，対象者が必要な治療を継続して受けられるよ

う，各保険者と医療機関等との連携を強化します。

� がん

がんに関する様々な情報提供や検診の受診勧奨などを行う「がん検診推進サポーター」

や「がん予防推進員」を養成し，職域や地域での普及啓発活動を推進するとともに，が

ん検診の受診率向上を図ります。

また，県民が目的に応じて，がんの情報にスムーズにアクセスできる環境の整備に努

めます。
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� ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

県民に対し，ＣＯＰＤに関する情報提供を行い，普及啓発を推進します。

また，ＣＯＰＤの主な原因が，長期にわたる喫煙習慣であることから，禁煙対策の取

組を推進します。

【目標】

指 標 項 目 現況値 目標値

健康寿命の延伸
（日常生活に制限のない期間の平均）

男性７２�５０年（Ｈ２８）
女性７５�５２年（Ｈ２８）

男性７３�３２年
女性７６�６２年

特定健康診査の実施率（４０～７４歳）（全保険者）
※再掲 ４９�８％（Ｈ２７年） ７０％

特定保健指導の実施率（４０～７４歳）
※再掲 １６�７％（Ｈ２７年） ４５％

メタボリックシンドローム該当者及
び予備群の割合（特定保健指導対象
者の割合）（４０～７４歳）

※再掲

男 性 ２５�３％（Ｈ２７）
現況の１０％減

女 性 ９�７％（Ｈ２７）
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２ 健康を支え，守るための環境の整備
【現状】

健康寿命の延伸のためには，適度な運動や食育が重要であることから，県独自のシルバー

リハビリ体操を推進し，体操や介護予防知識の普及や，食生活改善推進員が開催する料理教

室などで，望ましい食習慣の普及啓発を図るなどの取組を進めています。

【課題】

個人の健康は社会環境の影響を受けることから，社会全体として個人の健康を支え，守る

ことのできる環境づくりに努めていくことが重要です。県民の健康づくりを支援する企業や

民間団体等と連携し，県民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援する体制が求め

られています。

また，時間や精神的にゆとりのある生活を確保できない人，健康に関心のない人なども含

めて，地域や職域での健康づくりの取組を進めることが必要です。

【対策】

県民が，身近なところで健康づくりに取り組む機会や情報，支援が得られるよう，人材の

育成や社会資源の確保に努めます。

健康づくりの中核施設として設置している茨城県立健康プラザにおいては，県民や市町村

の取組支援のため，科学的根拠に基づいた健康情報や地域別の健康指標の提供，シルバーリ

ハビリ体操指導士などのボランティア養成，地域の健康づくり指導者の育成などを推進しま

す。

また，民間企業や保健・医療関係団体等との連携を進め，県民運動として健康づくりや食

育を展開します。

� 健康づくりの支援

各地域で，健康づくりや食育等の取組が一層推進されるよう，県内全市町村での健康増

進計画及び食育推進計画に基づいた事業の実施を推進します。

また，食生活改善推進員やシルバーリハビリ体操指導士などのボランティアの育成・養

成等を通じ，地域での健康づくりに関する自助・共助の体制づくりを支援します。

さらに，民間企業や保健・医療関係団体等と連携した事業の実施などにより，健康づく

りに取り組む主体の多様化を図ります。

� 健康管理支援

保健師や管理栄養士などの人材育成に努め，地域保健活動の活発化とともに，医療保険

者や健診機関等を対象とした研修会などにより，特定健康診査・特定保健指導をはじめと

する各種保健サービスの質の向上を図ります。

また，日頃から個人の体質や病歴，健康状態を把握し，相談に応じる「かかりつけ医」

や「かかりつけ薬局」等の普及定着を図ります。

さらに，県民の健康づくりの身近な相談相手となる健康サポート薬局（第１章７節図１

参照）の普及に努めます。
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【目標】

指 標 項 目 現況値 目標値

食生活改善推進員数 ４�５１７人（Ｈ２８） ５�０００人

シルバーリハビリ体操指導士の養成数 ７�８０３人（Ｈ２８） １１�０００人 第
２
節
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第３節 母子保健の推進
１ 妊娠・出産にかかる支援
【現状】

母子保健の国民運動計画である「健やか親子２１（第２次）」において，切れ目のない妊産

婦・乳幼児への保健対策，学童期・思春期から成人期に向けた保健対策，子どもの健やかな

成長を見守り育む地域づくりといった今後，取り組むべき課題が明らかにされました。

予期せぬ妊娠や未婚の妊娠は，身近な人には相談しにくく，一人で悩んでいる間に時間が

経過してしまい，妊婦健康診査を受けないまま出産につながってしまうケースがあります。

不妊のカップルの割合は，１０組に１組といわれており，本県における不妊治療費助成件数

は，この１０年間で約７倍になるなど，結婚・出産年齢の上昇に伴って不妊治療ニーズが増大

しています。

【課題】

「健やか親子２１（第２次）」で示された課題に対応するため，県は，市町村や関係団体等

との連携を図りながら母子保健体制の一層の充実を図っていく必要があります。

健やかに妊娠・出産が迎えられるよう，妊娠に伴う様々な不安や悩みを相談できる体制整

備，妊娠初期からの保健指導・健康管理を充実させる必要があるとともに，市町村において

は，地域の特性に応じた支援を提供する子育て世代包括支援センターの設置が努力義務とさ

れました。

体外受精をはじめとする不妊治療を受ける方が増加しており，安心して相談できる体制の

充実を図るとともに，高額な治療費に対する経済的負担の軽減を図ることが必要です。

【対策】

� 妊娠に関する専門相談窓口の充実

� 妊娠中からの支援を進めるため，妊娠の届出や母子健康手帳の交付時にアンケートや

面接の実施による情報収集に努めます。また，「妊娠等専門相談窓口事業（すこやか妊

娠ほっとライン）」の周知を図り，妊娠に関する様々な不安の早期解消が図れるよう支

援します。

� 妊婦の保健指導の充実

� 妊婦の健康診査の受診，禁煙指導やメンタルヘルスの指導に努めます。

� 就労妊婦の健康管理の充実

� 「母性健康管理指導事項連絡カード」の普及啓発を図り，就労している妊婦の健康管

理を支援します。

� 産婦及び乳幼児の保健指導の充実

� 「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」，「養育支援訪問事業」の取り

組みを支援します。また，乳幼児健康診査は児の発育発達面を観察し，養育環境を把握
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する上で重要な機会であることから，受診状況の把握や，確実な受診の働きかけに努め

ます。

� 産婦健診や産後ケアの取組を支援します。

� 子育て世代包括支援センターの設置

� 市町村において設置が努力義務となった「子育て世代包括支援センター」の設置につ

いて支援します。

� 不妊に関する相談の充実

� 不妊専門相談センターにおいて，不妊や不育症に悩む夫婦等に対し，カウンセリング・

グループミーティング・情報提供等の充実を図ります。

� 特定不妊治療（体外受精，顕微授精）における経済的負担の軽減

� 不妊治療費助成事業により，特定不妊治療における経済的負担の軽減を図ります。

【目標】

（注１）母子保健事業実施状況調査（少子化対策課）

（注２）厚生労働省母子保健課調査

番号 目 標 項 目 現状 目標値

１ 妊娠満１１週以下の妊娠届出率 ９３�１％（注１） ９４�２％

２ 子育て世代包括支援センター設置市町村数 １３市町村 ４４市町村

番号 目 標 項 目 現状 目標値

１ 妊娠中，仕事を続けることに対して職場から
配慮されたと思う就労妊婦の割合 ９０�０％（注２） ９３�０％
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２ 虐待防止
【現状】

児童虐待への対応については，平成１２（２０００）年１１月に「児童虐待の防止等に関する法律」

が施行され，それ以降，制度改正や関係機関の体制強化などにより充実が図られてきました

が，深刻な児童虐待事件が後を絶たず，児童相談所における児童虐待相談対応件数も増加を

続けており，依然として社会全体で取り組むべき重要な課題となっています。

全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数は，平成２７（２０１５）年度に初めて１０万件

を突破し，平成２８（２０１６）年度は１２２�５７８件（速報値）となり，本県においても２�０３８件と過
去最多となっています。

【課題】

児童虐待から地域社会全体で子どもを守るため，県民への意識啓発を進めるとともに，複

雑化・多様化する要保護児童に関する問題に適切に対応していくため，保健・医療，教育，

警察などの関係機関等との連携強化により，児童虐待の発生予防から発生時の迅速・的確な

対応，自立支援まで一連の対策をさらに強化していく必要があります。

【対策】

� 児童虐待防止の普及啓発

児童相談所全国共通ダイヤル「１８９（いちはやく）」を広く県民に周知するなど，児童虐

待防止の啓発活動を推進するとともに，警察や教育機関と情報を共有して緊密に連携する

ことにより，児童虐待の未然防止・早期発見に努めます。

� 関係機関の連携強化

平成２３（２０１１）年度に設置した「茨城県要保護児童対策地域協議会」を中心に，児童虐

待をはじめとする困難事例への対応を行う関係機関の円滑な連携を図り，要保護児童の適

切な保護並びに要支援児童への適切な支援を行います。

■児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数 （単位：件）

資料：（児童相談所における児童虐待相談対応件数（厚生労働省））

年 度 県 内 全 国

平 成２４年 度 ８６４ ６６�７０１

平 成２５年 度 １�２５５ ７３�８０２

平 成２６年 度 １�２５８ ８８�９３１

平 成２７年 度 １�２６０ １０３�２８６

平 成２８年 度 ２�０３８ １２２�５７８
（速報値）
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� 児童虐待予防対策の強化

児童虐待予防として，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う体制を整え

るほか，子どもの対応に苦慮している親に対し，ペアレントトレーニングの手法を用いた

プログラムを実施し，きめ細やかな養育支援を行うとともに，児童虐待の再発防止，親子

関係の改善，家族の再統合を図ることを目的に，精神科医等によるカウンセリングを実施

します。

� 児童相談所及び市町村の体制強化

児童相談所の児童福祉司及び児童心理司を増員するとともに，弁護士（嘱託）を配置す

るなど，児童相談所の体制強化を図ります。

また，市町村における「子ども家庭総合支援拠点」の設置について支援します。

【目標】

地域社会全体で子どもを守る支援体制を構築するため，地域住民への児童虐待防止の普及

啓発に努めるとともに，児童相談所や市町村におけるペアレントトレーニングの普及により，

親支援の充実を図るなど，児童虐待防止を推進します。
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３ 疾病・障害の早期発見・早期支援
【現状】

疾病・障害を早期に発見し早期治療に結びつけることで，障害の発生が予防され児の心身

の健全な発達を促すとともに，保護者の不安を軽減することができます。

【課題】

新生児マス・スクリーニングにより疾病を早期に発見し�早期治療に結びつけることで，
障害の発生が予防されるとともに，新生児聴覚スクリーニングによって発見された聴覚障害

のある児に対し，精密検査や療育指導を受けられる体制の充実を図ることが必要です。

また，小児慢性特定疾病児童等長期療養児に対し，医療費に係る経済的負担の軽減，不安

の軽減や相談体制の充実を図るとともに，小児期から成人期への移行期にある患者に対して，

現状では適切な医療を必ずしも提供できていないことから移行期医療支援を推進することが

必要です。

さらに，乳幼児健康診査や，保育所・幼稚園等の集団生活の中で発育・発達等が気になる

児童の相談に対し，保護者への支援とともに療育指導が必要な乳幼児に対する療育の充実を

図ることが必要です。

【対策】

� 新生児マス・スクリーニングにより，疾病の早期発見・早期治療に努めます。

� 産科医療機関における新生児聴覚スクリーニングの一層の普及促進を図るとともに，乳

幼児視聴覚療育支援事業における聴覚の精密検査・療育指導の充実に努めます。

� 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費支給事業による医療費の公費負担を行

い�経済的負担の軽減を図ります。また，小児慢性特定疾病児童等及びその保護者からの
相談に応じるとともに，講演会や家族会の開催，ピア相談の更なる活用を図ります。さら

に，関係医療機関の調整や患者自立支援など，移行期医療を総合的に支援する機能の確保

を図ります。

� 発達障害児の早期発見・早期支援を図るため，発達障害児スクリーニングマニュアル（３

歳児用，保育所・幼稚園用）の活用を図ります。また，発達障害等の二次スクリーニング

機関である保健所・母子保健センターが実施する発達相談の充実と療育支援を促進します。

また，５歳児健診の市町村への普及を図ります。

【目標】

� 新生児マス・スクリーニング事業において，すべての赤ちゃんに検査を実施し，検査の

結果，精密検査該当児及び治療が必要な児の状況を把握し，障害発生の予防に役立つよう

な医療の継続と療育支援を実施します。

� 新生児における聴覚障害の早期発見のため，「茨城県新生児聴覚検査・療育マニュアル」

に基づく体制の周知徹底を図るとともに，視聴覚の療育を必要とする児に確実な支援が行

き渡るよう療育支援事業を実施します。

� 小児慢性特定疾病医療費の一部助成を行うとともに，災害時支援を視野に入れた支援体

制の整備，小児慢性特定疾病児童等及びその保護者からの相談に応じ，必要な情報の提供
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や助言を行うとともに，療養上・日常生活上必要な支援を行う等小児慢性特定疾病児童等

自立支援事業の充実を図ります。また，移行期医療支援を推進することで，小児慢性特定

疾患の患者の成人期医療への適切な移行を図ります。

� 発達障害児の早期発見及び早期支援を図るため，すべての市町村や保育所，幼稚園にお

いて発達スクリーニングマニュアル（３歳児用，保育所・幼稚園用）が活用されるよう普

及啓発事業を実施するとともに，５歳児健診の普及を図ります。
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第４節 学校保健の推進
【現状】

学校保健は，児童生徒等自らが生涯にわたって心身ともに健康な生活を送るための知識の

習得と実践力を育成する保健教育と，健康診断や健康相談等の活動を通して児童生徒及び教

職員の健康の保持増進を図ることを目指す保健管理からなっています。

近年の都市化，少子高齢化，情報化，国際化などによる社会環境や生活環境の急激な変化

は，子どもの心身の健康にも大きな影響を与えています。

また，学校生活においても，生活習慣の乱れ，いじめ，不登校，児童虐待などの心の健康

問題，アレルギー疾患，性に関する問題や薬物乱用，感染症など新たな課題が顕在化してい

ます。

【課題】

学校における保健教育と保健管理が有機的に関連付けられ，その成果を上げるには組織的

な活動により校内における教職員の協力体制を確立することが必要です。

また，学校保健に関する組織活動が機能の効果を高めるためには，家庭や地域社会との連

携が大切です。

学校と家庭，地域社会が一体となって児童生徒の健康についての指導体制を一層充実させ，

児童生徒が望ましい生活習慣を身に付け，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善して

いく資質や能力，すなわち実践力を育成することが必要です。

【対策】

学校においては，児童生徒が生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を

培い，自らの健康の管理や生活行動及び環境の改善を適切に実践できる資質や能力の育成に

努めます。

� 保健教育の充実

学校教育活動全体を通して，心の健康に関する教育や性に関する指導等の保健教育を実

施するため，学校における指導計画の改善や指導体制の整備及び教員の資質向上と指導方

法の改善・充実を図ります。

� 保健管理の充実

日常の健康観察及び運動器検診を含む健康診断等により児童生徒等の健康状態を把握す

るとともに学校，家庭，学校三師（学校医，学校歯科医，学校薬剤師）及び関係機関と連

携し，健康相談及び健康診断の事後措置の徹底，感染症予防対策及び学校環境衛生管理な

ど保健管理の充実に努めます。

� 組織活動の充実

学校は，家庭，地域の保健関係機関等と連携して，学校保健委員会の活動を推進すると

ともに，その活性化を図り，学校保健組織活動の充実に努めます。
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【目標】

（注） 学校保健委員会とは，学校における健康の問題を研究協議し，健康つくりを推進する組織です。様々な健康問題に適
切に対処するため，家庭，地域社会等の教育力を充実する観点から，学校と家庭，地域社会を結ぶ組織として学校保健
委員会を機能させることが求められています。

目 標 項 目 現 状 目 標

学校保健委員会の開催
１回以上開催した公立学校
（小・中・高・特別支援学校計９０４校）

９６�３％
（Ｈ２８年度） １００�０％
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第５節 歯科口腔保健の推進
県では「茨城県歯と口腔の健康づくり８０２０・６４２４運動推進条例」及び「第３次健康いばらき

２１プラン」に基づき，平成２７（２０１５）年４月に設置した「茨城県口腔保健支援センター」を中

心に，関係団体と連携しながら，県民の歯科口腔保健を推進しています。

【現状】

県内の３歳児でむし歯のない者は８１�５％（平成２７年度），１２歳児でむし歯のない者は６０�１％
（平成２８（２０１６）年度）と年々増加していますが，全国平均よりも低い状況です。

また，過去１年間に歯科検診を受診した者は５３�５％で，かかりつけ歯科医がある者は７４�２％
（平成２７（２０１５）年度）です。

生涯にわたり健康で質の高い生活を営むためには，歯と口の健康を保つことが重要です。

また，歯や口の健康と全身の健康が相互に関連することも明らかになってきました。

■３歳児でむし歯のない者の推移

■１２歳児でむし歯のない者の推移

資料：茨城県子ども家庭課「母子保健事業実施状況調査」（平成２５年まで）
茨城県厚生総務課「地域・健康増進事業報告」（平成２６年以降）

資料：茨城県教育庁保健体育課「学校保健統計調査」
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【課題】

むし歯に加えて，歯周病と喫煙，糖尿病，早産との関連が指摘されているとともに，進行

した歯周炎の者は年齢が上がるにつれ増加しており，歯周病は成人期における重要な健康課

題です。

乳幼児期・学齢期では，歯と口の発達状況に応じた適切な口腔機能を獲得することの重要

性や，よく噛むことが，生活習慣病の予防等につながることを普及する必要があります。

また，定期的な歯科健診等を受けることが困難な者への歯科口腔保健においては，適切な

口腔管理が誤嚥性肺炎の発症予防につながることなどの知識を普及させる必要があります。

さらに，歯や口の健康と全身の健康が相互に関連することなどから，歯科口腔保健の更な

る推進のため，医科をはじめとした多職種と連携する必要があります。

【対策】

� 歯科疾患の予防

むし歯予防のためには，歯みがき・歯間部清掃用具の使用，甘味の適正摂取とあわせて，

科学的根拠のあるむし歯予防法であるフッ化物応用（フッ化物配合歯磨剤の使用，フッ化

物洗口など）が有効であることの普及啓発を行います。

また，関係団体と連携し，フッ化物洗口の実施を希望する施設への技術的支援等を行い

ます。

歯周病予防のためには，歯科医院等での歯みがき・歯間部清掃用具の指導，専門的歯面

清掃が有効であることや，歯周病と喫煙・糖尿病・早産等との関連についての普及啓発を

行います。

� 口腔機能の維持・向上

関係団体と連携して，歯と口の発達状況に応じた適切な口腔機能を獲得することの普及

を図るとともに，歯並び等に影響する口呼吸や吸指癖などの改善に向けた保健指導を支援

します。

また，ひとくち３０回以上噛むことを目標とした「噛ミング３０（カミングサンマル）（注１）」

や，ゆっくりよく噛んで食べることが生活習慣病の予防等につながることを普及させます。

特に高齢期では，口腔機能の維持の支援とともに，口腔機能の減衰による誤嚥・窒息の

防止を始めとする，安全な食べ方の支援の取り組みを推進するとともに，オーラルフレイ

ル（注２）について普及します。

（注１）噛ミング３０（カミングサンマル） ひとくち３０回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズ。平成２１年７月１３日
付「歯科保健と食育の在り方に関する検討会報告書」（厚生労働省）において，歯科保健分野からの食育推進のため
に提言されたもの。

（注２）オーラルフレイル 高齢になって口腔の筋肉や活力が衰え、歯・口の機能が虚弱になること。
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� 定期的な歯科健診等を受けることが困難な者への歯科口腔保健

障害（児）者入所施設，介護老人福祉施設などの職員等に対して，定期的な歯科検診の

必要性を啓発するとともに，口腔管理の方法を普及します。

また，関係団体と連携し，障害者（児）入所施設，介護老人福祉施設・介護老人保健施

設等で歯科検診が行えるよう働きかけます。

� 社会環境の整備

茨城県口腔保健支援センターや，８０２０・６４２４（注１）情報センターを中心に，科学的根拠に

基づいた，歯と口腔の健康に関する情報を提供し，歯科口腔保健を担う者の連携を支援し

ます。特に，歯と口の健康週間や８０２０・６４２４運動推進期間では，関係団体と連携した普及

啓発活動を推進するとともに，県民が，かかりつけ歯科医を持ち，定期的に歯科検診を受

けるよう啓発を進めます。

さらに，歯と口腔の健康と全身の健康が相互に関連することなどから，医科とはじめと

した多職種との連携を推進します。

【目標】

（注１）８０２０・６４２４運動 ８０歳で２０本以上の自分の歯を保つこと及び，６４歳で２４本以上の自分の歯を保つことを目的とした
県民運動

目 標 項 目 現 状 目 標

３歳児でむし歯のない者の割合 ８１�５％ ８５％

１２歳児でむし歯のない者の割合 ６０�１％ ６５％

６４歳で２４本以上の自分の歯を持つ者の割合 ５６�４％ ６５％

８０歳で２０本以上の自分の歯を持つ者の割合 ４１�０％ ５０％

過去１年間に歯科検診を受診した者の割合 ５３�５％ ６５％
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第６節 高齢者保健福祉対策の推進
１ 介護保険の推進
【現状】

本県の６５歳以上の人口は，平成２９（２０１７）年１０月１日現在８１０�１１０人となっており，その
割合（高齢化率（注１））は２８�３％で全国平均の２７�７％を０�６ポイント上回っています。本県の高
齢化率の推移を見ますと，昭和５５（１９８０）年（９�２％）から昭和６０（１９８５）年（１０�２％）の
５年間ではわずか１ポイントの伸びでしたが，平成１７（２００５）年（１９�４％）から平成２２（２０１０）
年（２２�５％）の５年間では３�１ポイントの伸びとなっており，近年急速に高齢化が進んでき
ている状況にあります。この傾向は今後も続き，２０２０年には高齢化率は２９％を超え，さらに

５年後の２０２５年には３割（３１�２％）を超えると予測されています。
このような超高齢社会にあっては，高齢者が社会を支える重要な一員として健康で元気に

活躍できる環境づくりを進めるとともに，介護が必要となってもできる限り住み慣れた地域

の中で，高齢者が尊厳を保持して暮らし続けることができる環境を整備していくことが求め

られます。

【課題】

平成１２（２０００）年４月から導入された介護保険制度は，高齢者の介護を支える基幹的なシ

ステムとして定着しておりますが，今後もニーズに応じたサービス基盤の整備や介護に関わ

る専門的な人材の養成・確保，サービスの質の向上に努めるとともに，制度の持続性を確保

していくことも重要な課題となっています。

本県の介護サービスの現況を見ると，要介護認定率（注２）は平成２９（２０１７）年１０月末現在で

１５�０％となっており，全国で２番目に低い状況となっていますが，平成１２（２０００）年１０月の
８�１％からは６�９ポイント増加しています。
介護保険制度の見直しにより，平成１８（２００６）年度に地域支援事業や予防給付が創設され，

予防重視型システムへの転換が図られました。予防給付の介護予防訪問介護，介護予防通所

介護は，平成２７（２０１５）年度から市町村の地域支援事業に移行し，地域に根ざした事業・サー

ビスの提供が行われているところであり，これらの一層の充実が求められています。

さらに，平成２９（２０１７）年の介護保険法等の改正により，市町村による高齢者の自立支援・

重度化防止の取組がより重視されているところです。

（注１）高齢化率：６５歳以上の人口が総人口に占める割合。
（注２）要介護認定率：第１号被保険者に占める要支援・要介護認定者の割合。
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【対策】

� 介護予防と重度化防止対策の推進

高齢者が要介護状態になったり要介護状態が悪化したりしないようにする「介護予防」

の取組を積極的に進めるため，市町村が要支援・要介護状態になる前段階の者を対象とし

て実施する地域支援事業の推進，要支援者に対する介護予防サービスの基盤整備，介護予

防推進県民運動の展開などに取り組みます。

また，要介護認定者に対するケアプランについて，介護支援専門員が適切なアセスメン

トを行えるよう支援するとともに，人工知能（ＡＩ）の活用などにより，最適なプランの

作成を推進することで，重度化の防止に取り組みます。

� 介護サービス基盤づくり

「いばらき高齢者プラン２１～第７期～」に基づき，重度者をはじめとした医療ニーズの

高い要介護高齢者の在宅生活を支えるため，日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密

接に連携してサービスを提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や，小規模多機

能型居宅介護と訪問看護のサービスを組合せて提供する「看護小規模多機能型居宅介護」

等の地域密着型サービス及び居宅サービスの充実を図ります。

また，利用ニーズの高い特別養護老人ホームをはじめ介護老人保健施設等について計画

的な整備促進を図るとともに，できる限り在宅に近い居住環境のもとで，一人ひとりの生

活のリズムを大切にしたケアが提供できるよう，施設の個室・ユニット化による居住環境

の改善を進めます。

� サービスの質の確保等

介護サービスの質の維持・向上を図るため，人材養成・研修体制の整備，第三者評価の

推進，介護サービス情報の公表及び指導・監査体制の充実などに努めます。

また，高齢者の権利や尊厳を守るため，高齢者虐待の問題等に関する有識者委員会の設

置などにより，市町村等における高齢者虐待対応をサポートするとともに，県民に対する

啓発や，家庭内及び養介護施設内における高齢者虐待防止のための総合的な取組を推進し

てまいります。

【目標】

目 標 項 目 施策を展開しない場合の
２０２０年の自然体推計値 ２０２０年の目標値

２０２０年の要介護度４以上の高齢者数 ３２�０００人 ３１�０００人
（１�０００人減）
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２ 認知症高齢者への支援（認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供）
【現状】

平成２５（２０１３）年６月に公表された厚生労働科学研究報告書によれば，全国の高齢者の認

知症有病率は１５％と推計され，平成２４（２０１２）年時点では高齢者の約７人に１人に当たる約

４６２万人，さらに認知症を発症する前段階である「軽度認知障害」の人は約４００万人とされて

います。

また，平成２７（２０１５）年１月の厚生労働省研究班の推計では，団塊の世代が７５歳以上にな

る２０２５年には，認知症の人は，高齢者の約５人に１人に当たる約７００万人前後に達する見込

みとの結果が明らかになっています。

本県について平成２５（２０１３）年６月の厚生労働省の推計をもとに算出すると，平成２９（２０１７）

年１０月１日現在，県内の認知症高齢者数は約１２万２千人（高齢者の１５�０％），さらに軽度認
知障害の人（約１０万５千人）を加えると約２２万７千人となります。

また，平成２７（２０１５）年１月に明らかにされた厚生労働省の新たな推計から算出すると，

団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年には，県内の認知症高齢者数が，約１６万４千人～１７万８

千人（高齢者の約１９�０～２０�６％）に達すると推計されます。

【課題】

認知症の早期診断・早期対応を軸とし，行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見

られた場合にも，医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように，退院・退所後も

そのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供できるよう循環型の仕組

みを構築することが重要となっています。併せて，医療提供体制の充実を図り，認知症疾患

医療センターの機能強化を図るとともに，地域における医療連携強化を図る必要があります。

【対策】

� かかりつけ医等の認知症対応力向上や認知症サポート医の養成と活用等

２０２５年を目指して，早期診断・早期対応を軸とする巡回型の仕組みを構築することで，

本人主体の医療・介護等を基本に捉えて医療・介護等が有機的に連携し，発症予防段階→

発症初期→急性増悪時→中期→人生の最終段階という認知症の容態の変化に応じた適時・

適切に切れ目なく，そのときの容態にもっともふさわしい場所で提供される仕組みを実現

してまいります

① 認知症の症状や発症予防，軽度認知障害（ＭＣＩ）に関する知識の普及啓発の推進

② かかりつけ医による早期発見体制の充実

③ 認知症サポート医の養成と活用による医療連携の推進

④ 歯科医師・薬剤師による認知症の早期発見と適切な対応

⑤ 地域包括支援センターにおける早期発見と適切な対応

� 認知症疾患医療センター等の充実・強化

地域における認知症患者の医療・福祉の充実を図るため，かかりつけ医等が専門医，認

知症サポート医等の支援を受けながら，必要に応じて認知症疾患医療センター等の専門医

療機関に紹介の上，速やかに鑑別診断が行われる必要があります。
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認知症疾患医療センターについては，これまでの地域の拠点機能を担う「地域型セン

ター」と県域全体の拠点機能を担う「基幹型センター」の二層構造を基本に，認知症疾患

医療センター以外の鑑別診断が可能となる医療機関との地域バランスを考慮しながら指定

してまいります。

また，個々の認知症疾患医療センターの機能評価も併せて行うことで，ＰＤＣＡサイク

ルにより認知症疾患医療センターの機能を充実・強化してまいります。

� 認知症初期集中支援チームの設置等

認知症になっても本人の意思が尊重され，できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮ら

し続けるために，認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を

配置し，早期診断・早期対応に向けた個別訪問支援体制を構築します。

① 市町村における認知症初期集中支援チームの設置

② 認知症初期集中支援体制の強化

③ 早期診断後の適切な対応体制の整備

� 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応

認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも，医療機

関・介護施設等で適切な治療やリハビリテーションが実施されるとともに，当該医療機関・

介護施設等で対応を固定化するのではなく，退院・退所後もそのときの容態にもっともふ

さわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築します。

また，認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では，身体合併症への早

期対応と認知症への適切な対応のバランスのとれた対応が求められています。このため，

身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の向上を図る観点から，関係団体

による研修も積極的に活用しながら，一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向

上研修の受講を進めます。
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① 地域における循環型の仕組みの構築（地域における退院支援・地域連携クリティカル

パスの作成）

② 身体合併症等への適切な対応

ア 一般病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修の開催

イ 看護職員の認知症対応力向上研修の開催

③ 適切な認知症リハビリテーションの推進

� 認知症の人の生活を支える良質な介護を担う人材の確保

認知症の人への介護に当たっては，認知症のことをよく理解し，本人主体の介護を行う

ことで，できる限り認知症の進行を緩徐化させ，行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防でき

るような形でサービスを提供するといった，良質な介護を担うことができる人材を質・量

ともに確保していきます。

① 認知症介護等研修の実施

② 指導者の養成とスキルアップ

� 医療・介護等の有機的な連携の推進

地域ごとに医療・介護等が適切に連携することを確保するため，市町村において認知症

ケアパスの作成・見直し等が積極的に取り組めるよう県が会議・研修会等を開催し�支援
を行います。

また，市町村において医療機関・介護保険サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ

コーディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員を配置し，当該推進員を中心

として，医療と介護の連携強化や地域における相談支援体制の構築を図ります。

① 認知症ケアパス作成支援に係る会議・研修会等の開催

② 認知症ケアパスの活用及び普及啓発

③ 医療・介護関係者等の間の情報共有の推進

④ 認知症地域支援推進員の配置

⑤ 地域包括支援センターと認知症疾患医療センターとの連携の推進

⑥ 人生の最終段階を支える医療・介護等の連携

� 認知症予防の推進

認知症は未だその病態解明が不十分であり，根本的治療薬や予防法は十分に確立されて

いませんが，認知症の約２割を占める脳血管性認知症の予防には，高血圧や高脂血症，肥

満などの対策（生活習慣病対策）が有効と言われています。

このため，認知症の発症を完全に防ぐことは困難ですが，生活習慣（運動や食事）に気

を配ることで，発症や進行を遅らせることが期待されています。

本県においては，国立大学病院で全国初の取組である軽度認知障害を対象にした筑波大

学附属病院の認知力アップデイケアのノウハウを，認知症の人と接する機会の多い医療・

介護従事者等が学ぶ研修の開催や，プログラム教材作成，評価事業を実施しています。

① 認知力アップ事業の推進

② 生活習慣病予防対策の推進
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③ 生きがいづくり活動の推進

④ 認知症予防等に係る情報提供

【目標】

目 標 項 目 現状（Ｈ２８（２０１６）年度） 目標（２０２０年度）

認知症サポート医養成人数（累計）
※再掲 ６４人 １７６人

かかりつけ医認知症対応力向上研修受講者数
（累計） ※再掲 ８０４人 １�０００人

歯科医師認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施 ５００人

薬剤師認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲

－
※Ｈ２９（２０１７）年度から実施 ９００人

看護職員認知症対応力向上研修受講者数（累計）
※再掲 １８６人 ９９０人

一般病院勤務の医療従事者認知症対応力向上
研修受講者数（累計）

※再掲
９４７人 ３�６００人
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第７節 精神保健対策及び障害者支援の推進
１ こころの健康づくりの推進
【現状】

現代社会の特徴の一つとして，年齢などに関係なく疲労や様々なストレスの増大が指摘さ

れており，こころとからだのアンバランスから身体疾患を誘発する心身症やうつ病などの気

分障害が増加しています。

また，児童・思春期のこころの問題，アルコールや薬物等の使用による精神及び行動の障

害，産後うつ病なども増加しています。

精神障害は誰もが罹患する可能性がありますが，早期に発見し治療を行うことにより，重

症化予防や病状の安定化を図ることができます。

【課題】

� こころの健康に関する正しい知識の普及・啓発

こころの健康づくりにおいても，生活習慣病の予防同様，食事と運動，休養によるスト

レス管理等が重要であることや，多様な精神障害に関する正しい知識について普及啓発を

図ることが必要です。

� こころの健康に関する相談体制の充実・強化

誰もが身近なところで気軽に相談できる相談窓口や電話相談等の充実・強化，及び相談

窓口の周知を図ることが必要です。

■気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者の割合

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）
（※２０歳以上でこころの状態に関する６項目の質問の合計点２４点中１０点以上の者の割合）
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� かかりつけ医の診療技術の向上等

うつ病等においては，不眠・食欲不振・疲労等の身体症状から，身体科や産業医などの

かかりつけ医を受診することも多いため，かかりつけ医の精神障害に係る診療技術の向上

や精神科医との連携を図ることが必要です。

また，睡眠呼吸障害がうつ病等の隠れた発症・悪化要因となっている場合があるため，

必要に応じて専門医につなげられるよう連携を図ることが必要です。

【対策】

� こころの健康に関する正しい知識の普及・啓発等

ホームページや広報紙・リーフレット等の様々な手段により，こころの健康づくりや精

神障害に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに，相談内容に応じた各種相談窓口の

周知に努めます。

� こころの健康に関する相談体制の充実・強化

県民ができるだけ早期に身近なところで気軽に相談ができるよう，学校・職域・地域に

おける相談体制の充実・強化を図ります。

また，精神保健福祉センターが行う面接相談・電話カウンセリング（「いばらきこころ

のホットライン」）や各保健所が行う「こころの健康相談」の充実・強化を図ります。

� 「いのちの電話」の周知・活動支援

精神的危機に直面している人の相談に応じる「いのちの電話」について広く県民に周知

を図るとともに，社会福祉法人茨城いのちの電話が行う電話相談活動を支援します。

� 児童・思春期のこころの問題に関する相談・支援

児童・思春期に発症する精神障害が多いことから，多様な精神障害に関する正しい知識

について普及啓発を図ります。

また，こころの問題・不調を訴える児童等や，精神障害のある児童等に対する相談・支

援を適切に行えるよう，学校，市町村，児童相談所，精神保健福祉センター，保健所，民

間団体の相談・支援体制の充実を図るとともに，各関係機関相互の連携強化に努めます。

� アルコール依存症等の相談・支援

アルコール依存症，薬物依存症，ギャンブル等依存症に関する正しい知識の普及啓発に

努めます。

また，アルコール依存症等の予防や相談・治療・回復支援に対応するため，精神保健福

祉センターを中心に関係機関のほか，家族会や自助グループなどの団体が相互に連携し，

相談援助の体制の充実を図ります。

� 周産期メンタルヘルスの推進

妊産婦やその家族等に対し，産後うつ等の周産期のメンタルヘルスに関する正しい知識

の普及啓発に努めます。
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また，精神障害を持つ妊産婦やメンタルヘルスの不調を抱えた妊産婦を適切に支援でき

るよう，産婦人科と精神科の医療機関や保健所・市町村（母子保健部門と精神保健部門）

等の連携体制づくりを進めます。

� かかりつけ医の精神疾患に係る対応力向上の推進

精神科以外のかかりつけ医に対し，精神疾患に関する研修会を実施し，うつ病等の精神

障害に係る診療知識・技術の向上を図るとともに，精神科医との連携強化を図ります。

� 睡眠医療に係る診療連携の推進

睡眠呼吸障害が，うつ病等の隠れた発症・重症化要因となっていることがあるため，早

期発見・早期治療につながるよう，睡眠医療に係る診療連携を推進します。

� 市町村や関係機関，関係団体（県医師会，県薬剤師会等）との連携・協働

悩みを抱えた方々が，速やかに適切な相談窓口へ辿り着けるようにするため，市町村や

関係機関，関係団体などの相談機関が相互に相談事業の情報共有を図るなど，連携強化に

努めます。

【目標】

※健康日本２１（第２次）の推進に関する参考資料に掲げられた目標：２０２２年度までに平成２２（２０１０）年度の数値から１０％以
上減少させる。第三次健康いばらき２１プランの計画期間が平成３０（２０１８）年度～２０２３年度のため，目標年度を２０２３年度に
した。

目 標 項 目 現状 目標

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を
感じている者の割合の減少

１０�９％
（平成２８（２０１６）年度）

１０�１％以下
（２０２３年度）
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２ ひきこもり対策の推進
【現状】

ひきこもりとは，一般に，仕事や学校に行かず長期間（概ね６か月以上）自宅に閉じこも

り，家族以外と親密な人間関係がない状態と定義され，ひきこもりの者は県内に約１２�０００人
いると推計されます（注１）。

ひきこもりとなった原因は，いじめ，不登校，障害など様々ですが，ひきこもり者の状況

に応じ，社会参加に向けてきめ細かく継続的に支援していく必要があります。

県では，平成２３（２０１１）年６月にひきこもり対策の中核機関として設置した「ひきこもり

相談支援センター」を中心に，「知識の普及・啓発」，「相談体制の充実・強化」，「社会参加

の促進」，「関係機関との連携強化」の四つを柱に，ひきこもり対策を推進しています。

■ひきこもり相談件数 （単位：件）

【課題】

① ひきこもり推計者数に対して相談件数が極めて少ない状況です。

② 就労関係や人間関係でのつまづきのために，ひきこもりの状態にある者が多く見られ

ることから，これらに対する適切な支援・再チャレンジできる場の提供が必要です。

【対策】

� ひきこもりに関する知識の普及・啓発

ホームページや広報紙・リーフレットの配布，研修会や講演会の開催等により，一般県民

に対してひきこもりの理解促進や知識の普及，ひきこもり者へ相談窓口の周知を行います。

併せて，相談に至っていないひきこもり者の減少を図ってまいります。

� 相談体制の充実・強化

ア ひきこもりに関する相談・訪問指導等

本人やその家族等に対し必要な支援を行うため，ひきこもり相談支援センター（精

神保健福祉センター）及び保健所において，電話相談，面接相談や訪問指導等を行い

ます。

（注１）ひきこもり者の推計値（茨城県の推計値は国の算出方法に基づき人口割合から推計）
平成２８年度「若者の意識に関する調査」（内閣府）
広義ひきこもり：全国５４�１万人 ＊茨城県の推計値→１�２万人

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

ひきこもり相談
支援センター

実 ９７ １８２ １８７ ２２８

延 １３２ ３０５ ３５２ ４１０

保健所 延 １�１５３ ９３６ ８１９ ７３２
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イ 専門相談

精神障害者又は精神障害が疑われる場合には，必要に応じて精神科医師等による相

談を実施します。

ウ 家族教室

ひきこもりに対する理解を深めるとともに，それぞれの状況にあった解決方法を探

るため，当事者家族によるグループ・ミーティングやフリートークを行います。

エ 研修会

市町村や民間支援団体の担当者等を対象とした研修を行い，相談対応力の向上を図

ります。

� ひきこもり者の社会参加の促進

社会参加のきっかけづくりや対人関係・その他の社会的スキルの学びの場等として，ひ

きこもり者の「居場所づくり」や「活躍の場づくり」を推進します。

� 関係機関との連携強化

保健所において地域連携会議等を開催することにより，市町村や学校，民間支援団体の

連携を強化し，地域におけるひきこもり者や家族等の支援体制の充実・強化を図ります。

【目標】

ひきこもり施策のプラットフォーム（注１）を４４カ所に設置します。

（注１）プラットフォームとは，相談窓口や居場所などひきこもり支援の拠点

第
７
節

各 論
第２章

２９１



３ 障害者の特性に対応可能な医療機関の確保
【現状】

特に高齢や重度の障害者及び強度行動障害（注１）を伴う障害者については，外来や入院治療

及び歯科診療を受けられる医療機関が限られ，身近な地域で十分な医療を受けることが困難

な現状があります。

県では，平成２７（２０１５）年度から障害福祉サービス事業所の職員を対象とし，強度行動障

害者への対応と医療機関との連携等について強度行動障害支援養成研修を実施しています。

【課題】

医療機関等において，高齢や重度の障害者及び強度行動障害を伴う障害者の特性に応じて

適切に診療や対応ができるよう，障害者への理解と対応力の向上を図ることが必要です。

【対策】

� 障害者の医療に関する正しい知識の普及・啓発等

高齢や重度の障害者及び強度行動障害を伴う障害者について，一般（身体）科及び歯科

の医療従事者が正しくその障害等の特性を理解し適切に診療や対応ができるよう，県ホー

ムページ等を通じた知識の普及啓発や，関係団体等と連携した対応力向上のための取組み

を進めてまいります。

� 自立支援協議会等における検討

自立支援協議会等において，高齢や重度の障害者及び強度行動障害を伴う障害者に対す

る医療の確保策等について検討してまいります。

� 障害者等への歯科口腔保健

障害者等の歯と口腔の健康を保つため，県歯科医師会等と連携し，適切な歯科診療の機

会の確保に努めてまいります。

（注１） 強度行動障害は「直接的他害（噛みつき，頭つき，など）や間接的他害（睡眠の乱れ，同一性の保持），自傷行
為などが，通常考えられない頻度と形式で出現し，その養育環境では著しく処遇の困難なものをいう」と定義され
ています。
強度行動障害者の人数は正確な全国調査は行われていませんが，鳥取県の調査で療育手帳交付者の約１％が強度
行動障害であったと報告されており，本県にあてはめると約２００人が強度行動障害であると考えられます。
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４ 権利擁護の推進
� 障害者差別解消

【現状】

障害を理由とする差別を解消し，誰もが分け隔てなく共生する社会の実現を目的として「障

害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例（平成２７年４月）」，「障

害者差別解消法（平成２８（２０１６）年４月）」が施行されました。

■「障害者差別相談室」に寄せられた相談件数（単位：件）

【課題】

この法律・条例により，障害を理由とする不当な差別的取り扱いは禁止されています。ま

た，障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に，負担になりすぎな

い範囲で，日常生活や社会生活を送る上でのバリア（障壁）を取り除くため，合理的な配慮

を行わねばならないとされており，社会全体での取り組みが求められています。

【対策】

� 障害者差別相談室の運営

障害者差別相談室（県総合福祉会館）に専門相談員を配置し，障害者差別の相談対応や，

必要な助言・情報提供，関係者間の調整などを実施します。なお，相談員だけでは対応不

可能な案件については，弁護士に相談のうえ解決を図ります。

� 差別解消に関する周知・啓発活動

差別問題について多くの方々に幅広く関心を持ってもらうため，パンフレットや相談事

例集を印刷・配布しています。また，新聞や県内広報紙を活用した周知啓発活動や，県政

出前講座を実施します。

� 助言・あっせんの求めに対する体制整備

条例に基づく協議会を開催し，差別解消施策の取組を推進します。また，協議会に部会

を設置し，障害者差別について具体的事例を審議する体制を整備します。

� 関係機関の連携強化

市町村，社会福祉団体，医療機関，教育委員会等との連携を強化し，相談対応能力の向

上を図ります。また，各市町村の相談員等を対象とした研修会を開催します。

平成２７年度 平成２８年度

１４１ １７３
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� 虐待防止

【現状】

平成２３（２０１１）年６月に障害者虐待防止法が成立し，平成２４（２０１２）年１０月から施行され

ました。「何人も障害者を虐待してはならない」という法の趣旨を実現し，障害者が安心し

て生活できる地域社会づくりを進める必要があります。

■本県の障害者虐待件数（※平成２４年度は１０月からの半年間）

【課題】

障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり，虐待を防止することが障害者の

自立及び社会参加にとって極めて重要であることから，障害者虐待の防止，養護者に対する

支援等に関する施策を推進し，障害者の権利利益の擁護に努めることが重要です。

【対策】

� 通報・相談窓口及び普及啓発の充実

「障害者虐待防止法」に基づき設置した通報・相談窓口や普及啓発の拠点となる「市町

村障害者虐待防止センター」，「茨城県障害者権利擁護センター」の機能の充実を図り，市

町村職員向けの研修等を実施することにより，虐待の防止のための普及啓発や早期発見，

迅速な対応及びその後の適切な支援等に努めます。

また，障害福祉サービス事業者が，職員に対し虐待の未然防止のための研修機会を確保

し，不適切な行為もしくは虐待行為の発生防止に努めるよう指導します。

� 虐待事例への対応

虐待の事実が認められた場合は，立入調査や虐待を受けた障害者の一時保護，事業所に

対する監督権限等の適切な行使等により対応します。

� 関係機関の連携強化

警察，労働局及び福祉団体等との連絡会議を開催し，ネットワークの構築を図ります。

また，これら関連機関の連携のもと事例の検証を行うなどにより，再発防止に努めます。

年 度 平成２４年度※ 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

通報件数 ６５件 ８５件 ９２件 ７９件

虐待認定件数 １２件 ２２件 ３４件 １５件

うち施設内 ２件 １件 ３件 ２件
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第８節 難病等対策の推進
１ 難病等対策
【現状】

原因が不明で治療方法が確立されていない難病は，療養生活が長期にわたるため，患者及

びその家族は，治療や介護の問題など様々な悩みを抱えて，身体的・精神的及び経済的な負

担が大きいという特徴があり，患者等に対する支援の充実が求められています。

指定難病については，「難病の患者に対する医療等に関する法律」（平成２７（２０１５）年１月

施行）に基づき，医療費助成の対象疾病が拡大され，県内には，医療費助成の対象となる難

病患者だけでも，平成２８（２０１６）年度末で１９�３０６人となっています。
また，小児慢性特定疾病対策においても，対象疾病が見直され「児童福祉法の一部改正す

る法律」（平成２７（２０１５）年１月施行）に基づく，本県の医療受給者は，平成２８（２０１６）年

度末で２�１１６人となっており，近年の小児医療の進歩により，小児慢性特定疾病児童等も成
人期を迎える患者が多くなってきています。

【課題】

� 公平・安定的な公費負担の実施

医療費助成の対象となる指定難病や小児慢性特定疾病の拡大に伴い，治療を必要として

いる多くの方が医療費助成の対象となるため�患者や各医療機関等への周知を徹底してい
く必要があります。

� 地域の関係機関等と連携した療養生活の支援

住み慣れた地域で療養する難病患者及びその家族への支援を行うため，医療・介護・福

祉等の各関係機関との連携を強化し，患者等への適切な支援を行うとともに，在宅療養に

携わる支援者の資質の向上を図っていく必要があります。

� 新たな難病の医療提供体制の構築

難病は，発症してから確定診断までに時間を要する場合が多いことから，できる限り早

期に正しい診断ができる体制を構築するとともに，診断後は身近な医療機関で適切な医療

を受けることが出来る体制を確保するなど，新たな難病医療提供体制の構築が求められて

います。

成人期を迎える小児慢性特定疾病児童等を担当する診療体制の医療従事者間の連携が円

滑に進んでいないため，適切な医療を提供できるよう連携体制を確保する必要があります。
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■本県の難病医療費助成制度の推移

■本県の難病医療費助成制度の認定状況 （件）

【対策】 ※ 小児慢性特定疾病児童等に関する対策の詳細は，「第２章第３節母子保健の推

進 ３疾病・障害の早期発見・早期支援」に掲載。

� 公平・安定的な公費負担の実施

指定難病の対象疾病及び申請手続きの周知を行うとともに，対象疾病の患者に対して，

医療費の助成を行い，経済的負担の軽減を図ります。

� 地域の関係機関等と連携した療養生活の支援

① 難病相談支援センターにおいて，各種相談・情報発信及び研修会等を行い，難病患者・

家族や医療従事者等関係者に対する支援を図るとともに，患者に対する患者会への参加

支援や治療と就労の両立支援を行うなど，社会参加の向上を図ります。

② 保健所を中心とした地域支援ネットワークの構築として，難病対策地域協議会を設置

し，地域で生活する難病患者等が安心して療養できるよう，地域の実情に応じた支援体

制の整備を推進します。

③ 患者等のニーズに適切に応えられるよう，医療従事者等を対象とする研修会を開催し，

難病に関する正しい知識を持った人材を育成していきます。

④ 重症の在宅難病患者の介護者の休息等を確保するため，在宅難病患者一時入院事業を

実施し，安定した療養生活が送れるよう支援します。

⑤ 茨城県難病団体連絡協議会をはじめとする患者団体と連携して，患者同士の交流や一

般県民への啓発等を促進します。

※旧制度（～Ｈ２６�３末）は疾病毎に受給者証を交付，新制度（Ｈ２７�３末～）は受給者に受給者証を交付

項目 旧制度
新制度（Ｈ２７�１�１施行）

（Ｈ２７�１～） （Ｈ２７�７～） （Ｈ２９�４～）

名称等 一般特定疾患
治療研究事業 法に基づく医療費助成制度（指定難病）

根拠 要綱 法律

対象疾病 ５６疾病 １１０疾病 ３０６疾病 ３３０疾病

診断書記載医師 制限なし 難病指定医・協力難病指定医

対象医療機関 委託医療機関 指定医療機関

区分 Ｈ２５�３末 Ｈ２６�３末 Ｈ２７�３末 Ｈ２８�３末 Ｈ２９�３末

認定件数（指定難病別） １５�７２９ １６�５９７ １６�９２２ １８�５９１ １９�５７６

受給者証交付件数 １５�７２９ １６�５９７ １６�６４３ １８�３４７ １９�３０６
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� 新たな難病の医療提供体制の構築

① 難病診療連携拠点病院及び難病医療協力病院，難病医療指導機関を整備するとともに，

難病診療分野別拠点病院についても検討し，新たな難病の医療提供体制を構築します。

② 難病の診断及び治療には，多くの医療機関や診療科等が関係することを踏まえ，医療

機関相互の連携強化を図ります。

③ 小児慢性特定疾病児童等に対して，成人後も必要な医療等を切れ目なく提供すること

ができる移行期医療を構築するため，小児期及び成人期を担当する医療従事者間の連携

体制を確保していきます。

【目標】

� 指定難病及び小児慢性特定疾病への医療費助成を引き続き実施し，患者及び家族の経済

的負担の軽減を図ります。

� 住み慣れた地域において，安心して暮らすことができるよう，難病相談支援センターや

保健所等を通じて，患者とその家族を多方面から支える在宅療養支援ネットワークを構築

します。

� できる限り早期に正しい診断ができ，診断後は身近な医療機関で適切な医療を受けるこ

とができる体制並びに小児慢性特定疾病児童等の移行期医療にあたって，小児科と成人診

療科が連携する体制を整備します。
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２ アレルギー疾患対策
【現状】

現在，我が国では，国民の約二人に一人が，気管支ぜん息，アトピー性皮膚炎，花粉症，

食物アレルギーなどのアレルギー疾患に罹患していると言われており，その患者数は近年増

加傾向にあり，重大な問題となっています。

アレルギー疾患の中には，急激な症状の悪化を繰り返したり，重症化により死に至ったり

するものがあり，職場，学校等のあらゆる場面で日常生活に多大な影響を及ぼしています。

地域によっては，適切な医療を受けられる体制の整備が進んでおらず，情報が少ないため

に適切な医療機関を選択できず，症状が悪化する場合も少なくありません。

【課題】

国では，現状に鑑み，総合的なアレルギー疾患対策を推進するため，平成２７（２０１５）年１２

月にアレルギー疾患対策基本法を施行し，平成２９（２０１７）年３月にアレルギー疾患対策の基

本指針を策定しました。

その中で，各地方公共団体においては，適切なアレルギー疾患医療を受けるための医療提

供体制の確保，アレルギー疾患の予防のための知識の普及啓発，アレルギー疾患を有する者

の生活の質の維持向上のための相談体制の整備などが求められています。

県においても，このような状況を踏まえて，アレルギー疾患対策を充実させていく必要が

あります。

【対策】

� 医療提供体制の確保

アレルギー疾患医療拠点病院を選定し，拠点病院を中心とした診療連携会議を開催し，

かかりつけ医等へ情報を提供するなど，地域の実情に応じたアレルギー疾患の医療提供体

制の確保に努めます。

また，アレルギー疾患医療連絡協議会を設置し，協議会を通して関係団体等と連携し，

医療従事者等向け教育研修を開催するなど，情報提供や人材育成に努めます。

� 情報提供，普及啓発

アレルギー疾患の重症化予防には，日常の自己管理が重要であるため，アレルギー疾患

医療連絡協議会を通し関係機関や関係団体等と連携し，ホームページの活用や住民向け講

習会の開催などにより，患者やその家族，地域住民に対するアレルギー疾患に関する適切

な情報の提供，普及啓発に努めます。

� 相談体制の充実

厚生労働省補助事業として日本アレルギー学会が開催するアレルギー・リウマチ相談員

養成研修会に保健師等を派遣し，当該疾患の相談員の養成を行うとともに，アレルギー疾

患医療連絡協議会と連携し，保健所，市町村，教育機関等における関係職員の知識向上を

図り，地域における相談体制の充実に努めます。
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【目標】

適切なアレルギー疾患医療を受けるための医療提供体制の確保，アレルギー疾患の予防の

ための知識の普及啓発，アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための相談体制

の充実に努めます。
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３ 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）
【現状】

茨城県における慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）による死亡数は，平成２７（２０１５）年に３８１

人となっており�死亡順位が全体では１０位，男性では８位となっています。主な原因は喫煙
であり，喫煙者の２０％がＣＯＰＤを発症するとされています。

【課題】

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の主要原因は長期にわたる喫煙習慣であり，今後は高齢化

等により，罹患率，有病率，死亡率の増加が予想されます。

症状が悪化すると，息切れや呼吸困難などを起こし，日常生活に重大な影響を及ぼす疾患

であるにもかかわらず，十分に認知されていない状況にあります。

【対策】

� 普及啓発，認知度の向上

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）が禁煙等により予防することができる生活習慣病である

ことなど，病気に関する知識の普及啓発を行うとともに，認知度を高め，早期発見，早期

治療を推進します。

また，慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）が，禁煙による予防と薬物等による治療が可能な

疾患であること等の普及啓発を進め，未成年者の喫煙を防止するとともに，成人後も習慣

的に喫煙する者が減少するよう対策を進めます。

� 禁煙支援

禁煙外来を行う医療施設等をホームページで情報提供するとともに，地域，職域の指導

者を対象とした禁煙支援講習会を開催します。

【目標】

県民への普及啓発を行い，認知度の向上に努めます。

指標名 現状 目標

ＣＯＰＤの認知度 －（今後調査）
全国（Ｈ２８（２０１６））：２５�０％ ８０％

各 論
第２章

３００



４ 原爆被爆者対策
【現状】

昭和２０（１９４５）年８月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被害を受けた方は，当時

全国で３６０�０００人弱，平成２８（２０１６）年度末時点では１６４�６２１人にのぼり，生涯いやすことので
きない傷跡と後遺症を残し，今なお一般の方に比べて健康不安のある生活を送っています。

【課題】

県内では平成２８（２０１６）年度末時点の被爆者の平均年齢が７９歳になるなど，高齢化が進行し

ており，医療，介護及び福祉の向上を図っていく必要があります。

【対策】

� 各種手当の支給及び介護保険利用者への助成

医療費の給付を行うほか，医療特別手当，特別手当，原子爆弾小頭症手当，健康管理手

当，保健手当，介護手当及び葬祭料を支給するとともに，介護保険制度に基づく訪問介護，

通所介護，短期入所生活介護といった福祉系サービスを利用している被爆者及び養護老人

ホームに入所している被爆者の利用負担額の軽減措置を講じます。

� 健康診断の実施

被爆者及び被爆者二世の健康管理のため，健康診断を行います。

■県内被爆者の状況 （人）

（注１） 被爆者とは，「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき，居住地の都道府県知事，広島市長及び長崎
市長から被爆者健康手帳の交付を受けた方をいいます。

年 度 平成２５年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

人 数 ４１２ ３９５ ３７５ ３６４
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第９節 市販薬の適正使用の推進
【現状】

近年，急速な高齢化の進展や生活習慣病の増加に伴い，自分自身の健康に対する関心が高

まっています。一方，「自分自身の健康に責任を持ち，軽度な身体の不調は自分で手当てす

る」（セルフメディケーション）という考え方が拡がってきています。

このような中，医薬品を選択する際の目安として市販薬（要指導医薬品及び一般用医薬品）

のリスク区分の表示が義務づけられました。薬局や医薬品販売店舗においては，リスクに応

じて専門家の相談応需体制が下表のとおり規定されています。

【課題】

厚生労働省は「患者のための薬局ビジョン」を策定し，かかりつけ薬剤師・薬局の機能に

加え，国民による主体的な健康の保持増進，すなわちセルフメディケーションを積極的に支

援する薬局として健康サポート薬局制度を創設しました。市販薬を活用したセルフメディ

ケーションの推進にあたっては，薬剤師，登録販売者による使用者の状況に応じた個別の情

報提供及び指導が必要です。

【対策】

� くすりの相談体制の充実

薬局や医薬品販売店舗において，くすりの購入相談などを通して日常の健康管理への適

切な助言を行うことができるよう，関係団体と連携して薬剤師等への研修を実施します。

また，（公社）茨城県薬剤師会と連携して，県民からのくすりに関する質問にもお答え

します。

■市販薬の販売制度

リスク区分 リ ス ク の 内 容 対応する専門家

要指導医薬品

《一般用医薬品よりリスクが高いもの》
医療用から市販薬に移行して間もない等，リスクが確定していな
いものや，劇薬に該当するもの
（例）花粉症薬，虫歯予防薬等

薬剤師

一
般
用
医
薬
品

第１類
医薬品

《特にリスクが高いもの》
市販薬としての使用経験が少ない等，安全上特に注意を要する成
分を含むもの
（例）胃酸分泌抑制薬，一部の発毛・養毛薬

第２類
医薬品

《リスクが比較的高いもの》
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含む
もの
（例）主なかぜ薬，解熱鎮痛薬，胃腸鎮痛鎮けい薬等 薬剤師又は

登録販売者

第３類
医薬品

《リスクが比較的低いもの》
日常生活に支障を来す程度ではないが，身体の変調・不調が起こ
るおそれのある成分を含むもの
（例）ビタミンＢ・Ｃ含有保健薬，主な整腸薬，消化薬等

各 論
第２章

３０２



� くすりの適正使用の推進

（公社）茨城県薬剤師会等薬業関係団体と連携し，「薬と健康の週間」（１０月１７～２３日）

を中心に，県内各所において開催されるイベントに併せて，街頭「くすりの相談所」を開

設するなど，くすりを正しく使用することの大切さ，そのために薬剤師等の専門家の果た

す役割について，積極的な啓発活動を行います。

また，高齢者等を対象に講習会を通して「くすりの正しい知識」を普及啓発します。

� 「セルフメディケーション」の啓発

県民に対して，「セルフメディケーション」の考え方を薬局の店頭や各種講習会等によ

り周知するとともに，薬局等において健康管理に対する助言を受けられるようにします。

また，健康サポート薬局は地域住民からの健康相談に応じる機能を備えているため，研修

会等で健康サポート薬局の利用を促進することで，セルフメディケーションを推進します。

また，市販薬のリスク分類や販売制度に関する内容も広く啓発します。

【目標】

� 薬局等において，専門家が適切な助言を行うことにより，県民の市販薬の適切な選択と

適正な使用を支援します。

� 県民に対する，くすりの適正使用にかかる情報提供・相談を通じて，県民がより安心，

安全にくすりを使用できる体制を充実させます。

第
９
節

各 論
第２章

３０３



第１節 健康危機管理の推進
１ 健康危機管理体制の整備
【現状】

県健康危機管理基本指針（平成１０（１９９８）年１０月）において健康危機管理とは，「化学物

質，食中毒，感染症，飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生命，健康の安全を脅

かす事態に対して行われる健康被害の発生予防，拡大防止，治療等に関する業務をいう。」

とされています。

「その他何らかの原因」の中には，阪神淡路大震災や東日本大震災のような自然災害，神

栖市における有機ヒ素地下水汚染のような環境汚染，ＪＣＯ東海事業所核燃料加工施設にお

ける臨界事故や東京電力福島第一原子力発電所事故のような放射線事故等，様々な原因の健

康危機事例が含まれます。

また，ニューヨーク世界貿易センタービル等での同時多発テロの発生以降，世界各地でテ

ロが発生しており，通常想定しにくい事件等の懸念も絶えない状況にあります。特に，本県

は大型コンビナート，港湾関連施設及び原子力関連施設などを抱え，都心にも近いといった

条件により，テロの標的に十分なりうる要素を持っており，化学兵器や毒劇物を使用した大

量殺傷型テロ事件発生時にも健康危機管理対策が必要となっています。

【課題】

不特定多数の方に健康被害が発生又は拡大する可能性がある場合には，公衆衛生の確保と

いう観点から，特に，保健所は，地域における健康危機管理の拠点として，被害者の医療の

確保，原因の究明，健康被害の拡大の防止に加えて，被害を受けた住民に対する健康診断及

びＰＴＳＤ（注１）対策を含めた心のケアのほかに，障害者，小児及び高齢者といった災害時要

援護者対策等において，主体的に役割を果たすための体制整備が必要である。

【対策】

� 健康危機管理マニュアルの充実

保健所は，その管轄地域の地域特性に合わせた健康危機管理マニュアルを整備していま

すが，そのマニュアルを検証するとともに，充実に努めます。

� 健康危機管理対策訓練等の実施

健康危機管理事案発生時には初動対応が重要であるため，保健所ごとに健康危機管理対

策訓練を実施し，健康危機管理マニュアルをより実行性のあるものとします。

第３章 健康で安全な生活を支える取組の推進

（注１） ＰＴＳＤ：心的外傷後ストレス症候群。大災害や事故，犯罪被害，戦争などの外傷的な出来事を体験した後に生
じる精神的な障害をいう。症状としては，外傷的な出来事が繰り返し侵入的に思い出されたり悪夢やフラッシュバ
ックがみられる（想起），心が麻痺し，現実感や注意力が低下し，反応が鈍くなり回避的になる（回避），不眠やイ
ライラ，過敏さ，恐怖感などがみられる（過覚醒）などがある。
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� 健康危機管理対策のための人材育成

健康危機管理対策を強化するため，地域のニーズにあった研修を実施するとともに，保

健所及び衛生研究所等の職員の資質向上を図るため，人材の育成を図ります。

� 関係資材の配備

テロ対策に対応可能な防護服など生物・化学テロ対応資材を保健所に配備し，適切に対

応できるよう有事に備えます。

� 迅速な調査と原因究明

健康危機管理発生時において，衛生研究所と保健所等が連携して，迅速な調査と原因究

明に努め，被害の拡大防止を図ります。

【目標】

� 保健所は，地元医師会や消防等の関係機関と連携を図りながら，それぞれの地域の特性

や実情に合わせた，実効性のある健康危機管理マニュアルを作成し，健康危機管理対策訓

練を実施して，その検証と充実に努めます。

� 保健所が，多様化する地域のニーズに対応し，地域の健康危機管理対策の拠点として活

動するため，保健所等職員の人材育成に努めます。

� 保健所に，有事に対応できる防護マスクや防護衣などの関係資材を配備します。

第
１
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２ 原子力災害医療体制の強化
【現状】

本県では，平成１１（１９９９）年９月に発生したＪＣＯ東海事業所核燃料加工施設における臨

界事故を契機とした災害対策基本法の見直しや原子力災害対策特別措置法の制定を受け，放

射線測定器等の資機材整備や計画的な研修・訓練等を行い，緊急被ばく医療体制の充実に努

めてきました。

しかし，平成２３（２０１１）年３月に発生した東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所

事故により，複合災害や広域にわたる被ばく医療の対応などに備えた体制整備などが必要に

なったことから，原子力規制委員会が平成２４（２０１２）年１０月に「原子力災害対策指針」を策

定し，原子力災害対策重点区域（ＰＡＺ（注１）・ＵＰＺ（注２））の設定やＥＡＬ（注３）・ＯＩＬ（注４）に

基づく防護措置の導入，安定ヨウ素剤の事前配布や服用の明確化を図るなど新たな方針を示

しました。さらに，平成２７（２０１５）年８月に指針を改正し，原子力災害拠点病院等の整備な

ど原子力災害医療体制に関する具体的な方針を示しました。

本県では，指針に基づき，平成２７（２０１５）年度からＰＡＺ内の日立市，那珂市，東海村の

住民を対象として，安定ヨウ素剤の事前配布を開始しました。

さらに，平成２９（２０１７）年３月に水戸医療センター，県立中央病院，筑波大学附属病院の

３病院を原子力災害拠点病院として指定するとともに，原子力災害医療協力機関として医療

機関や大学など計１２か所を登録するなど，原子力災害医療体制の整備を進めています。

【課題】

原子力災害時に迅速かつ適切な対応が行えるよう，平時より，関係自治体，原子力事業所，

原子力災害拠点病院等との情報交換，訓練，研修等を通じて協力体制を構築する必要があり

ます。また，ＵＰＺ外への住民避難を想定した医療救護体制の整備や，ＰＡＺ内の住民に対

する安定ヨウ素剤の事前配布を継続的に実施していく必要があります。さらに，ＵＰＺ内の

住民に対しては，緊急時に安定ヨウ素剤を適切に配布できる体制の整備が必要です。

（注１） ＰＡＺ：放射線被ばくによる確定的影響を回避するため，予防的に防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：
Precautionary Action Zone）である。なお，発電用原子炉施設に係るＰＡＺの具体的な範囲については，「原子力
施設からおおむね半径５ｋｍ」を目安としている。

（注２） ＵＰＺ：確定的影響リスクを最小限に抑えるため，緊急防護措置を準備する区域（ＵＰＺ：Urgent Protective
Action Planning Zone）である。なお，発電用原子炉施設に係るＵＰＺの具体的な範囲については，「原子力施設
からおおむね半径３０ｋｍ」を目安としている。

（注３） ＥＡＬ：緊急時活動レベル（ＥＡＬ：Emergency Action Level）とは，緊急事態区分に該当する状況であるか
否かを原子力事業者が判断するための基準として原子力施設の状態等に基づき設定するもの。

（注４） ＯＩＬ：運用上の介入レベル（ＯＩＬ：Oprational Intervention Level）とは，全面緊急事態に至った場合に，
原子力事業者，国，地方公共団体が防護措置の実施を判断する基準として，空間放射線量率や環境試料中の放射性
物質の濃度等の原則計測可能な値で，原子力災害対策指針において示された基準である。
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【対策】

� 関係自治体，原子力事業所，原子力災害拠点病院等の連携強化

関係自治体，原子力事業所関係者，原子力災害拠点病院等との連携・協力体制を確立す

るため，情報交換，医療処置訓練や研修会等を計画的に開催し，連携強化に努めます。

� 原子力災害医療体制の整備

放射線医学総合研究所や原子力安全研究協会等が開催する専門研修への職員の派遣に加

え，筑波大学が実施する「放射線災害の全時相に対応できる人材養成」の履修証明プログ

ラム（医師，看護師等の医療従事者向け）を活用し，原子力災害に携わる人材の育成を図

ります。

また，ＵＰＺ外の医療救護体制を強化するため，ＵＰＺ外の管轄保健所による救護所訓

練の実施やＵＰＺ外の原子力災害拠点病院を中心とした原子力災害医療体制の構築に努め

ます。

� 安定ヨウ素剤の配備

市・村及び関係団体（医師会，薬剤師会等）と連携を図りながら，ＰＡＺ内の住民に対

し，安定ヨウ素剤の事前配布を行います。さらに，全面緊急事態等の緊急時にＵＰＺ内の

住民に対し，状況に応じて安定ヨウ素剤を配布できるよう，市町村と連携しながら緊急時

配布の体制を構築します。

【目標】

� 原子力災害医療に関する専門研修会への職員の派遣や，筑波大学の人材育成プログラム

を活用して，人材育成を図るとともに，関係医療機関及び消防機関等との患者搬送や医療

処置に関する実動訓練を計画的に実施し，原子力災害医療の実効性を高めます。

� 緊急被ばく医療関連情報連絡会等を通じ，関係自治体，関係機関，原子力事業所等関係

者のネットワークの構築と，相互の協力体制の充実に努めます。

� 発災時に，必要に応じて住民が速やかに安定ヨウ素剤を服用できるよう体制を確保しま

す。
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第２節 感染症対策の推進
１ 新型インフルエンザ・結核等の感染症対策
【現状】

近年，西アフリカを中心としたエボラ出血熱，韓国における中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ），

中南米を中心としたジカウイルス感染症等，世界各地で脅威となる新興・再興感染症が発生

し，海外の感染症流行地域からの帰国者等による患者発生が危惧されています。

また，東南アジアを中心に患者の発生が報告されている鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１，Ｈ

７Ｎ９）については，ヒトからヒトに感染する「新型インフルエンザ」へのウイルス変異が

危惧されています。

結核は，近年，新規登録結核患者は減少傾向にあり，人口１０万人当たりの結核罹患率も全

国と比較して下回っているものの，高齢者を中心とした集団感染事例が発生しています。

また，１９８０年代以降，人に対する抗微生物薬の不適切な使用等を背景として，病院内を中

心に新たな薬剤耐性菌が増加し，最近では，医療機関外での市中感染型の薬剤耐性感染症が

増加しています。

【課題】

感染症対策については，県民の生命や健康を守るため，感染症の発生状況や動向及び原因

に関する情報の収集・分析と，その分析結果の公表を通じた個人予防の推進や感染症患者に

対する人権に配慮した適切な医療の提供，防疫措置を講ずることができる体制整備が求めら

れています。

特に，新型インフルエンザ等については，「新型インフルエンザ等特別措置法」及び「茨

城県新型インフルエンザ等対策行動計画」等に基づき，発生時に，感染拡大を抑制し，健康

被害を最小限に止めるとともに，県民生活や経済に及ぼす影響を最小とするため，地域での

保健医療体制の整備や医療機関との連携体制の構築が求められています。

さらに，結核については，全体的な罹患率が減少傾向にある中，一方で高齢者を中心とし

た集団感染などにより，多くの新登録結核患者が発生している現状を踏まえ，結核対策を一

層強化することが求められています。

■感染症（一類・二類・三類）患者発生状況（茨城県） （人）

※一類感染症及び二類感染症（結核を除く）の発生はない。

区 分 疾患名 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年

三 類

コレラ ０ ０ ０ ０ ０

細菌性赤痢 ５ ３ １ ６ ０

腸管出血性大腸菌感染症 ４８ ４７ ４８ ５９ ５３

腸チフス ０ ０ ０ ０ ０

パラチフス ０ ０ ０ １ ０
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【対策】

� 感染症発生情報の収集と提供

感染症の発生情報の正確な把握と分析は，感染症対策の基本であることから，医療関係

者等の更なる協力を得て情報収集や病原体検査の充実に努めます。

また，感染症のまん延防止に当たっては，感染症発生情報の公表や県民の感染症につい

ての知識向上も不可欠であるため，県感染症情報センターのホームページやその他の広報

媒体を積極的に活用し注意喚起を図るとともに，保健所における相談体制の強化に努めま

す。

� 防疫措置の実施

必要に応じ，患者・感染者に対し入院勧告等を行い適切な医療を提供するほか，患者等

接触者に対する健康診断の実施，疫学調査による感染源の把握，更には病原体に汚染され

たと考えられる物品や設備等の消毒を行い，感染症のまん延防止に努めます。

なお，これらの防疫措置を講ずるに当たっては，市町村等関係機関との連携を強化し，

一方では患者等の人権を侵すことのないよう配慮します。

さらに，保健所や市町村の感染症担当職員を対象とした研修や各種訓練の実施に積極的

に取り組み，職員の資質向上に努めます。

� 新型インフルエンザ等発生に備えた体制整備

新型インフルエンザ等の発生時に備え，新型インフルエンザ等協力医療機関等の診療体

制整備の充実を図るとともに，国・市町村・関係機関と連携し，発生時を想定した訓練等

を実施するなど，事前の体制整備に努めます。

■結核患者数等の推移

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年

茨城県

新登録患者数（人） ４０１ ３８２ ３８７ ３４５ ３５４

年末時登録者数（人） ９２９ ９４４ ８３０ ７８９ ７８８

全結核罹患率（人口１０万対） １３�６ １３�０ １３�３ １１�８ １２�２

結核死亡者数（人） ４５ ４７ ４７ ４５ ３３

結核死亡率（人口１０万対） １�５ １�６ １�６ １�６ １�２

全 国

新登録患者数（人） ２１�２８３ ２０�４９７ １９�６１５ １８�２８０ １７�６２５

年末時登録者数（人） ５２�２０３ ４９�８１４ ４７�８４５ ４４�８８８ ４２�２９９

全結核罹患率（人口１０万対） １６�７ １６�１ １５�４ １４�４ １３�９

結核死亡者数（人） ２�１１０ ２�０８７ ２�１００ １�９５５ １�８８９

結核死亡率（人口１０万対） １�７ １�８ １�７ １�６ １�５
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� 感染症指定医療機関との連携

一類及び二類感染症等の患者発生時に備え，病床を確保している県内１１の感染症指定医

療機関において，感染症発生時の患者受入れ，医療提供がより円滑に行われるよう，保健

所において患者移送・受け入れ訓練を行うなど，連携強化を図ります。

� 薬剤耐性感染症の対策

地域における薬剤耐性菌の流行状況を把握するために，衛生研究所の検査体制を整備し，

詳細な解析に努めます。

また，医療機関や薬局において，抗微生物薬の必要性について適切に判断し使用するよ

う，普及啓発に努めます。

� 積極的な結核健康診断の実施と院内・施設内の感染防止対策

医療機関は，結核を疑った健康診断を積極的に実施するなど，早期発見・早期治療に努

め，病院及び高齢者施設等においては，集団感染対策対応マニュアルを作成し，日頃から

感染拡大防止対策の充実を図ります。

【目標】

� 感染症の情報，分析結果を県民や医療従事者へ分かりやすく迅速に提供し，個人予防の

推進に努めます。

� 保健所や市町村の感染症担当職員の資質向上に努め，適切な防疫措置を講じ，感染症の

まん延防止に努めます。

� 新型インフルエンザ等の発生時にも，県民の生命及び健康を保護し，県民生活及び県民

経済に及ぼす影響が最小限となるよう，体制の充実を図ります。

� 感染症指定医療機関において，感染症発生時の患者受入れ，医療提供がより円滑に行わ

れるよう，体制整備に努めます。

� 薬剤耐性菌の発生状況の適確な把握と，抗微生物薬の適正使用に努め，薬剤耐性感染症

の拡大阻止を図ります。

� 病院及び高齢者施設等は，感染症集団感染対策マニュアル等を参考に感染症の集団発生

防止に努めます。
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２ エイズ・性感染症対策
【現状】

全国の新規のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は，平成２０（２００８）年をピークに年間約

１�５００件前後の横ばいで推移し，感染経路別では，男性間性的接触が多くなっています。ま
た，近年の抗ＨＩＶ療法の進歩により，感染者等の生命予後を改善した一方で，エイズを発

症した状態で感染が判明した例（以下，「いきなりエイズ」という。）の割合が，依然として

約３割と高い水準となっています。

本県においては，新規のＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は，平成１９（２００７）年以降，２０

件前後で推移していましたが，平成２８（２０１６）年の報告数は１４件と減少が見られています。

２０～４０代の日本人男性の同性間性的接触による感染の報告が多くなってきており，いきなり

エイズの割合も約３割となっている状況です。

また，性器クラミジア感染症等の性感染症については，全国的に，若年層における発生が

高いことや梅毒報告数の増加が指摘されており，本県も同様の傾向にあります。

【課題】

エイズ・性感染症の感染予防や感染拡大防止を図るため，一般県民や学校教育において，

普及啓発活動を継続して実施するほか，感染拡大の危険性が高く，普及啓発が行き届いてい

ない対象者（男性間で性的接触を行う者等（以下「ＭＳＭ」という。）を把握し，その層に

対しても，正しい知識の普及啓発及び相談や指導を効果的に行っていく必要があります。

また，感染者の早期発見・早期治療を図るため，感染に不安のある者への検査体制の充実，

感染している可能性がある者への受診勧奨が必要です。

ＨＩＶ感染者・エイズ患者が安心して診療が受けられる診療体制の充実や療養期間の長期

化に伴い介護・福祉サービスとの連携した包括的な長期療養・在宅療養支援体制の整備が必

要です。

性感染症についても，医療従事者に対して，性感染症の標準的な診断や治療について情報

提供を行い，普及啓発を図る必要があります。

■本県のＨＩＶ感染者の報告数 （人）

昭和６２～平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 累計

日本人男性 １５５ １１ １４ ８ １０ ７ ２０５

日本人女性 ３５ ５ １ １ ０ １ ４３

外国人男性 ５１ ０ ２ １ ２ １ ５７

外国人女性 ２３１ ０ １ ０ ０ ０ ２３２

計 ４７２ １６ １８ １０ １２ ９ ５３７
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【対策】

� 正しい知識の普及啓発と相談体制の充実

地域・職域・学校等と連携した各種啓発研修会等の開催やリーフレット等の配布，ホー

ムページ・Twitter 等の各種広報場媒体を活用した広報活動により，正しい知識の普及啓

発を図ります。

また，感染に不安のある者等に適切に対応できるよう，保健所における相談を継続して

実施します。

� 検査・診療体制の充実

感染に不安のある者が，安心して検査が受けられるよう，保健所において，無料匿名検

査を継続して実施するとともに，感染の早期発見・早期治療を推進します。

また，感染者・患者の診療において中心的役割を担うエイズ治療拠点病院及びエイズ診

療病院の連携を促進し，エイズ診療体制の充実を図るとともに，悪性腫瘍等の合併症の対

応や介護・福祉サービスとの連携体制を確保していきます。

� 対策の推進体制の充実

県においては，エイズ・性感染症対策を効果的に進めるため，行政，医療，地域，職域，

学校等の関係機関・団体を構成員とする委員会を開催し，対策を推進するために連携・協

力体制の充実を図ります。

■本県のエイズ治療拠点病院

■本県のエイズ患者※の報告数 （人）

※エイズ患者とは，ＨＩＶ感染者で発症した者を指す。
資料：厚生労働省「感染症発生動向調査」

（中核拠点病院）
筑波大学附属病院

（拠点病院）
国立病院機構霞ヶ浦医療センター，総合病院土浦協同病院
東京医科大学茨城医療センター，茨城県立中央病院
国立病院機構水戸医療センター，国立病院機構茨城東病院
水戸赤十字病院，茨城西南医療センター病院

昭和６２～平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 累計

日本人男性 １９１ ７ ５ ９ ７ ４ ２２３

日本人女性 １９ ０ ０ ０ ０ ０ １９

外国人男性 ４２ ２ ０ １ ０ ０ ４５

外国人女性 ３７ ０ ０ １ ０ １ ３９

計 ２８９ ９ ５ １１ ７ ５ ３２６
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【目標】

� 青少年に対する教育を引き続き実施するほか，感染拡大の危険性が高く，普及啓発が行

き届いていない対象者（ＭＳＭ等）に対し，正しい知識の普及啓発を推進します。

� 保健所における相談・無料匿名検査を継続して実施し，感染者の早期発見・早期治療を

目指します。

� 拠点病院と慢性期病院，介護・福祉サービス事業所等との連携体制の構築し，感染者・

患者の長期療養・在宅療養支援体制を整備します。
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３ 肝炎対策
【現状】

我が国の肝炎（ウイルス性肝炎）の持続感染者は，Ｂ型が１１０万人～１４０万人，Ｃ型が１９０

万人～２３０万人存在すると推定されています。しかし，感染時期が明確ではないことや自覚

症状がないことが多いため，適切な時期に治療を受ける機会がなく，本人が気づかないうち

に肝硬変や肝がんへ移行する感染者が多く存在することが問題となっています。

このため，県では，肝炎対策基本法や国の「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」に基

づき，平成２５（２０１３）年１０月に「茨城県肝炎対策指針」を制定し，肝炎ウイルス検査の促進，

医療体制の確保，肝炎治療費の助成など，総合的な肝炎対策を推進しています。

【課題】

最近では，Ｃ型肝炎の治療が著しく進展し，さらに肝炎治療費助成制度等の患者支援の取

組みが進められている一方で，感染したことを自覚していない人や肝炎ウイルス検査で陽性

であるにもかかわらず精密検査や肝炎医療を適切に受けていない人がいる等，早期発見，早

期治療が引き続き重要な課題となっています。

このような状況を改善するためには，県が指定した肝疾患診療連携拠点病院を中心に，あ

らゆる関係者が一層連携して，総合的な肝炎対策を推進することが必要です。

【対策】

� 肝炎ウイルス検査の実施体制の充実

保健所や市町村健診での肝炎ウイルス検査を継続するとともに，医療機関や職域健診な

どでの検査体制の充実に取組み，県ホームページへの掲載や広報紙・パンフレットの配布

などにより受検勧奨を行います。また，検査で陽性となった者が速やかに医療機関を受診

するようフォローアップ体制の強化に取り組んでいきます。

� 医療提供体制の充実と人材育成

肝疾患診療連携拠点病院を中心とした肝疾患専門医療機関，地域の医療機関等の連携に

より専門医療の推進を図るとともに，肝疾患に関する治療法や肝炎治療費助成制度活用な

どの情報提供を行います。

また，医師を対象とした肝炎治療医療研修会や医療従事者等を対象とした肝炎医療コー

ディネーター研修会を開催し，治療水準の向上や肝炎医療に関わる者の資質向上を図りま

す。

さらに，肝疾患診療連携拠点病院に設置する茨城県肝疾患相談センターや保健所の相談

窓口の周知を図り，肝疾患に関する相談支援の充実・強化を図っていきます。

� 肝炎に関する啓発及び知識の普及

すべての県民に対し，肝炎の予防，病態及び治療に係る正しい理解が進むようあらゆる

機会をとらえて普及啓発や情報提供を強化します。
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【目標】

� 肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し受検の勧奨を行います。また，検査陽性者のすべ

てが医療機関を受診するようフォローアップに取り組みます。

� 肝炎医療に関わる人材を育成するとともに相談支援体制を強化します。

� すべての県民に対し，肝炎についての普及啓発や情報提供を行います。
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４ 予防接種対策
【現状】

定期予防接種は，感染症の発生とまん延の予防を目的として，市町村が主体となり，乳幼

児などを対象とした麻しん・風しん，百日せきなどの１３疾病や高齢者を対象としたインフル

エンザ，肺炎球菌感染症の計１５疾病を実施しています。

さらに，任意予防接種であるロタウイルスやおたふくかぜについては，現在，国において

定期予防接種化に向けた検討が行われています。

予防接種がより安全かつ有効に実施されるよう，平成２０（２００８）年４月から，予防接種セ

ンターを県立こども病院内に設置し，予防接種の実施に際し注意を要する予防接種要注意者

等への予防接種の実施，予防接種に関する知識や情報の提供，市町村や医療機関からの相談

対応，医療従事者等を対象とした研修を実施しています。

また，予防接種の利便性や接種率の向上を図るため，県民が居住市町村に限らず，全県下

の医療機関で，定期予防接種を受けることができるよう「定期予防接種の広域化」の制度を

整備し，平成２６（２０１４）年１０月から導入しています。

【課題】

感染症の発生及びまん延防止の観点から，予防接種は高い接種率が求められており，市町

村，関係機関，関係団体と連携し，県民に対し，接種時期や効果など，予防接種に関する正

しい情報の普及啓発をさらに推進する必要があります。

また，麻しん・風しんの予防接種については，「麻しんに関する特定感染症予防指針」及

び「風しんに関する特定感染症予防指針」に基づき，予防接種率９５％以上を達成し，それを

維持することが求められています。

さらに，緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整が必要です。

【対策】

� 予防接種の普及啓発の推進

市町村や医師会と連携を図り，接種対象者及びその保護者に対して予防接種制度の概要，

予防接種の効果及び副反応，健康被害救済制度等について，ホームページや各種媒体を利

用して周知徹底を図ります。

また，予防接種の接種率を向上させるため，市町村に対し，関係機関や関係団体と連携

して，接種漏れ者への対策を充実するよう検討を促します。

� 接種体制の充実

県立こども病院内に設置している予防接種センターにおいて，平日時間外や休日の予防

接種の実施，予防接種に関する知識や情報の提供及び予防接種に関する医療相談の充実に

努めます。

また，心臓血管系疾患を有するなど予防接種の実施に際し十分な注意を要する者に対し，

専門的な医療機関を紹介する制度を充実させ，予防接種の安全確保を図ります。
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� ワクチンの円滑な供給の確保

ワクチンを円滑に供給する体制を確保するため，平常時から関係機関・関係団体との連

絡調整を十分図ります。

【目標】

予防接種の普及啓発を推進し，各対象疾病の予防接種率の向上を図るとともに，予防接種

制度の円滑な運営に努めます。
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第３節 食の安全と安心の確保対策の推進
１ 食品の安全と安心の確保
【現状】

食品の安全性の確保は，県民が安心して健康的な生活を送るうえで大変重要なものです。

しかし，ノロウイルスやカンピロバクター等による食中毒の発生，食品の偽装表示事件，

さらには原子力発電所事故に伴う放射性物質による食品への汚染問題など，食品の安全性や

信頼性を揺るがす事件が相次ぎ，消費者の食の安全・安心に対する関心は依然として高い状

況にあります。

県では，平成２１（２００９）年に，「茨城県食の安全・安心推進条例」を制定し，本条例に基

づいた「茨城県食の安全・安心確保基本方針」及び，その基本方針の行動計画である「茨城

県食の安全・安心確保アクションプラン」を策定し，全庁的な食の安全と安心確保の総合的

対策に取り組むとともに，年度ごとに策定している食品衛生法に基づく「茨城県食品衛生監

視指導計画」により，食品等事業者に対する監視指導，食品等の試験検査，リスクコミュニ

ケーション（注１）等の推進を図り，誰もが安心して健やかに食生活を営むことができるよう食

の安全・安心の確保に努めています。

【課題】

国際的な衛生管理の標準となっているＨＡＣＣＰシステム（注２）の普及促進を図るため，食

品衛生法施行条例の一部改正等を行うなど，食品等事業者への普及促進を図ってきましたが，

中小規模事業者を中心に導入が進まない現状が見られ，今後更なる導入促進を図っていく必

要があります。

【対策】

� 食品等事業者に対する監視指導については，食中毒等の食品衛生上の危害の発生状況等

を考慮し，重点的，効率的かつ効果的な監視指導を実施します。また，不適正な食品表示

を防止するため，関係部局が連携して食品等事業者の監視指導を強化します。

� 食品中の残留農薬，輸入食品の食品添加物等の試験検査を強化するとともに，引き続き，

輸入食品を含めた県内に流通する食品の試験検査を実施します。

� 食中毒発生時には，茨城県食中毒対策要綱等に基づき，迅速，かつ，的確な調査を行い，

原因食品，病因物質等の究明に努めるとともに，事故の拡大及び再発防止に努めます。

また，必要に応じ感染症対策関係機関との連携を図り調査を実施します。

（注１） リスクコミュニケーション：市民，企業，行政機関等の全ての人々が，リスクに関する正確な情報を共有しつつ，
相互に意思疎通を図ること。

（注２） ＨＡＣＣＰ（ハサップ）システム：米国航空宇宙局（ＮＡＳＡ）により開発された宇宙食製造のための衛生管理
手法。この手法は，食品の製造業者が食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等
の危害を，予め調査・分析（Hazard Analysis）し，この分析結果に基づいて，製造工程全般を通じ管理上重要な
段階に，遵守すべき基準を設け，常時監視することにより，製品の安全性を確保するシステム。
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� 食品等事業者による，自主的な衛生管理を一層促進するため，導入が進んでいない中小

規模事業者等が取り組みやすいＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理の導入支援や県独自

の認証制度及び届出制度を通じて，ＨＡＣＣＰシステムの導入促進を図り，安全で安心な

食品の供給体制を構築します。

なお，国はＨＡＣＣＰの制度化（義務化）について，平成３０年の通常国会に食品衛生法

改正案を提出予定であり，詳細が判明次第，更なる普及方策を図っていく予定です。

� 県民の意見を聴取し，食品の安全性確保に反映させるため，消費者，食品等事業者，行

政が参画する「食の安全・安心意見交換会」を開催し，リスクコミュニケーションの推進

を図ります。

� 食品の安全性確保に関する施策については，県のホームページ（いばらき食の安全情報

Web Site）や各種広報媒体等を活用し，県民に迅速な情報提供に努めていきます。

【目標】

毎年度策定する「茨城県食品衛生監視指導計画」に基づき食品営業施設等への立入検査や

食品の試験検査を実施します。

目 標 項 目 現 状（Ｈ２８） 目 標

立入検査目標回数に対する実施率 １２９�９％ １００％（単年度）
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２ 食肉の安全と安心の確保
【現状】

本県は，牛と豚を合わせた食肉処理頭数は全国第３位，鶏の食鳥処理羽数は全国第８位を

占め，首都圏への食肉供給県としての重要な役割を担っています。

平成１７（２００５）年に県内で発生した高病原性鳥インフルエンザや平成２２（２０１０）年に宮崎

県で発生した口蹄疫など，食肉の安全と安心確保については，重要性が増しています。

このため，高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫対策では，食品衛生上の問題は極めて低い

ものの，引き続き，家畜衛生部門との緊密な連携や搬入される獣畜への検査体制を充実する

必要があります。

また，と畜場や食鳥処理場における腸管出血性大腸菌Ｏ１５７やカンピロバクター等の微生

物による枝肉等の汚染や，家畜等の飼育段階で使用される動物用医薬品等の食肉等への残留

を防止し，安全な食肉を供給するための継続的な対策が必要となっています。

【課題】

このような汚染対策等の課題に対して，と畜場，食鳥処理場では，更なる衛生管理の向上

を図ることを目的として，国際標準となっているＨＡＣＣＰシステムの導入が求められてい

ます。

【対策】

� 高病原性鳥インフルエンザ対策としては，引き続き食鳥処理場における生鳥検査を強化

するとともに，現場検査キットを配備活用するなど家畜衛生部門と連携した警戒体制の維

持に努めます。

� と畜場及び食鳥処理場における微生物対策としては，枝肉等のＯ１５７やカンピロバクター

等の微生物検査を実施し，そのデータに基づき事業者への衛生指導を実施します。

� 食肉中の残留動物用医薬品等の対策としては，残留有害物質及び残留抗菌性物質検査を

実施し，安全な食肉の流通を図るとともに，生産サイドへの迅速な情報提供に努めます。

� 食肉衛生検査所等による食肉処理施設へのＨＡＣＣＰシステムの導入支援や県独自の認

証制度及び届出制度を通じて，普及促進に努めていきます。

【目標】

毎年度策定する「茨城県食品衛生監視指導計画」に基づきと畜場への立入検査や食肉・食

鳥肉の試験検査を実施します。
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目標項目 現 状（Ｈ２８） 目 標

立入検査目標回数に
対する実施率

と 畜 場 大 規 模
食鳥処理場

認定小規模
食鳥処理場 １００％

（単年度）
１２９�０％ １００�０％ ８５�０％
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第４節 生活衛生対策の推進
１ 生活衛生の確保
【現状】

理容業，美容業，興行場営業，旅館業，公衆浴場業，クリーニング業などの生活衛生関係

営業や特定建築物，遊泳用プールは，県民の日常生活に極めて密着したサービスを提供して

おり，各業界とも衛生の確保に努めています。しかし，入浴施設については，浴槽や配管設

備等の不十分な衛生管理によるレジオネラ症の発生が全国的に確認される状況にあります。

【課題】
生活衛生関係営業について，県民が安心して利用できるよう，施設の衛生水準の維持向上

を図ることが必要です。特に入浴施設については，レジオネラ症の発生防止対策の推進など，
衛生確保に向けた一層の取組が求められています。

【対策】
� 生活衛生関係営業施設について計画的な監視指導を実施するとともに，営業者に対する
講習等を実施し，衛生水準の維持向上を図ります。

� 特に公衆浴場，旅館については，レジオネラ症の発生を防止するため，浴槽水の水質検
査を実施し，併せて，監視指導の強化を図ります。
また，講習会等による啓発を通じて，営業者の自主衛生管理の徹底や浴槽水の自主検査

の促進を図ります。

� （公財）茨城県生活衛生営業指導センターと連携し，生活衛生関係営業の公衆衛生の向
上を図ります。

【目標】
県民が快適で衛生的なサービスを受けられるよう，生活衛生関係営業施設等の衛生確保に

努めます。

■県内の生活衛生関係営業施設等 （各年度末：箇所）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

理容所 ３�９０８ ３�８３８ ３�７４０ ３�７０２

美容所 ５�９９８ ６�０１６ ５�９５６ ６�０２７

興行場 １０３ ９６ ９６ ９４

旅館業 １�３６３ １�２５２ １�１９９ １�１６９

公衆浴場 ４９５ ４７１ ４５７ ４４７

クリーニング所 ２�８４８ ２�４０６ ２�２０７ ２�０５４

特定建築物 ７４７ ７７０ ７７４ ７８６

遊泳用プール １６５ １６５ １６４ １６１
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２ 動物由来感染症及び適正飼養管理対策
【現状】

� 動物由来感染症対策

ア 狂犬病の予防

日本では昭和３２（１９５７）年以降狂犬病の発生がないものの，世界では年間５０�０００人が
狂犬病で死亡しています。

一方，県内では平成２８（２０１６）年度末時点で約１７３�０００頭の犬が登録されていますが，
狂犬病予防法に基づく犬の狂犬病予防注射率が全国平均より低い状況にあります。

イ その他の動物由来感染症の予防

近年のペットブームに伴い犬や猫に加えて，飼育経験の少ない輸入野生動物が一般家

庭でも飼育される等，ペットの多様化が進んでいます。

また，少子高齢化の進展や生活様式の変化とともに，ペットを室内で飼う家庭が増え

る等，動物由来感染症の要因となる人と動物が濃厚に接触する機会も高まっています。

� 動物の適正飼養管理対策

犬や猫をはじめとする家庭動物は，人の生活に潤いと安らぎをもたらし，伴侶動物とも

言われるように家族の一員さらには人生のパートナーとして，人に計り知れない恩恵を与

えています。

その一方で，飼い主の不適切な飼育方法に起因する近隣への迷惑行為や犬の放し飼いに

伴う被害の発生，さらには飼育の途中放棄や不必要な子犬・子猫の繁殖等が依然として後

を絶たない状況にあります。

■犬の登録頭数等の推移 （参考）平成２８年度の予防注射率全国平均７１�４％

■犬の引取頭数等の推移

項目 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

犬登録頭数 １８７�０５１ １８３�８２０ １８１�７５３ １７６�６２８ １７３�１１７

予防注射率（％） ６３�９ ６６�４ ６４�６ ６５�１ ６７�１

犬による咬傷事故件数 ９３ ６３ ５８ ６２ ６８

項目 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

犬猫引取頭数 ４�８９７ ３�９７２ ３�２０３ ３�０５９ ２�５１１

犬捕獲頭数 ２�４９４ ２�１８１ ２�０４８ １�８５１ １�３８９
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【課題】

� 動物由来感染症対策

ア 狂犬病の予防

国内への狂犬病の侵入に備え，低い状況にある犬の狂犬病予防注射率を高めるととも

に，防疫体制を維持強化する必要があります。

イ その他の動物由来感染症の予防

動物の飼い主や動物取扱業者を対象に，動物由来感染症に関する正しい知識と予防方

策を普及する必要があります。

� 動物の適正飼養管理対策

人と動物が共生する地域社会の実現を目指し，平成１５（２００３）年５月に策定した「茨城

県動物愛護管理推進計画（平成２７（２０１５）年改定）」及び「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指

す条例（平成２８（２０１６）年１２月制定）」に基づき，動物愛護と適正飼養管理の推進を図る

必要があります。

【対策】

� 動物由来感染症対策

ア 狂犬病の予防

市町村及び（公社）茨城県獣医師会（以下「県獣医師会」という。）と連携を強化し，

狂犬病防疫体制を維持強化するとともに，犬の登録と狂犬病予防注射のより一層の促進

を図ります。

イ その他の動物由来感染症の予防

動物の飼い主や動物取扱業者に対して，各種広報媒体や研修会等を活用し，動物由来

感染症の正しい知識と予防方策について普及啓発に努めます。

� 動物の適正飼養管理対策

市町村，関係団体及び動物愛護推進員と連携して，「茨城県動物愛護管理推進計画」及

び「茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例」に定める取組みを推進し，犬猫の引取頭数の減

少，動物愛護の普及啓発等に努めます。また，動物の飼い主に対して，適正飼養管理に関

する知識の普及啓発を推進し，動物の不適切な飼育に起因する被害の発生防止に努めます。
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【目標】

� 動物由来感染症

ア 狂犬病の予防

� 地域の実情に合わせた効果的な業務を推進するため，地域ごとに県，市町村及び県

獣医師会による狂犬病予防業務推進会議を開催し，連携強化を図ります。

イ その他の動物由来感染症の予防

� ペットショップ等の動物取扱責任者に対する講習会や小学生を対象とした「動物ふ

れあい教室」等において，動物由来感染症に関する知識普及に努めます。

� 県獣医師会及び教育機関と連携し，学校における動物飼育研修会等を通じて，教職

員等に対し，動物由来感染症に関する知識普及に努めます。

� 動物の適正飼養管理

ア 「茨城県動物愛護管理推進計画」において設定した推進目標の達成に努めていきます。

イ ９月を動物愛護月間と定め，各種イベントを開催し，集中的に動物愛護や適正飼養管

理の普及啓発を行います。

ウ 県と連携して適正に犬猫の譲渡に取り組むことのできる動物愛護ボランティア団体等

を育成し，譲渡頭数の増大を図っていきます。
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第５節 飲料水の安全確保対策の推進
【現状】

本県の水道普及率は，平成２７（２０１５）年度末で９４�０％と年々着実に上昇してきていますが，
全国の普及率（９７�９％）に比べると，やや低い水準にあります。
また，水道事業体の財政状況が厳しいことなどから，水道施設の更新や耐震化があまり進

んでいません。

さらに，平成２７（２０１５）年度の県内の井戸水の水質検査では，約３７％が飲用に適さないと

の結果が出ています。

【課題】

水道が未普及の地域に対し，引き続き水道の整備や水道への加入促進を図る必要がありま

す。

安全で安心して飲める水道水を安定的に供給するため，水道事業の広域化により経営基盤

の強化を図るとともに，老朽化した水道施設の更新や耐震化を進めることが必要となってい

ます。

飲用井戸の衛生確保を図るため，井戸設置者に対する衛生対策を充実させることが必要で

す。

【対策】

� 広域水道の推進

広域的な水道整備を推進するため，「茨城県水道整備基本構想２１」（平成１４（２００２）年策

定）に掲げた①安定した水道水の供給，②安全で安心できる良質な水道水の供給，③給水

サービス向上のための経営基盤の強化の３つの基本方針に基づき，市町村と連携を図りま

す。

また，水源の有効活用，施設の効率的整備によりコストを削減し経営基盤の強化を図る

ため，県南及び県西の各広域水道用水供給事業の統合を推進します。

� 水道施設の整備促進

市町村の水道施設の整備を促進するため，国庫補助等の活用を図り，水道未整備地域の

解消や施設の更新及び耐震化を進めます。

� 水道の普及促進

水道の普及促進を図るため，水道の安全性，井戸水の水質の現状等について広報啓発を

行います。特に，水道整備地区内の未加入者の水道への加入を促進し，水道普及率の向上

に努めます。
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� 水質の安全確保

水道水質の安全確保を図るため，「水道法」に基づき，水道施設に対して水質基準の適

合や施設の維持管理等について指導を行います。

また，井戸水については，「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」に基づく「飲用

井戸等の安全確保のための指針」等により，井戸設置者に対して衛生対策を行うとともに，

安全な水道水への転換を進めます。

さらに，茨城県水道水質管理計画に基づき，水道水源の水質管理を行うとともに，関係

水質検査機関に対し外部精度管理を実施し，水道水の安全の確保に努めます。

【目標】

� 「茨城県水道整備基本構想２１」に基づき，広域的な水道整備を推進します。

� 市町村の水道施設の整備を促進し，水道未整備地域の解消や施設の更新及び耐震化を進

めます。

� 水質管理体制等の整備・充実を図ります。

� 水道普及率の向上を図ります。

目 標 項 目 現 状（Ｈ２７（２０１５）） 目 標

水道普及率 ９４�０％ １００�０％
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第６節 薬物乱用防止対策の推進
【現状】

最近の薬物乱用の状況は，覚醒剤・大麻などによる乱用が後を絶たず，深刻な社会問題に

なっています。

また，青少年の間で薬物に対する警戒心や抵抗感が薄れ，規範意識が低下しているうえ，

携帯電話やインターネットの普及に伴う密売方法の巧妙化・広域化などにより，容易に薬物

を入手できる環境が形成されており，薬物乱用の更なる拡大，低年齢化などが憂慮される深

刻な状況が続いています。

【課題】

徹底した取締りに加え，早い時期から薬物乱用の弊害や薬物に関する正しい知識を普及啓

発するとともに，相談窓口を一層充実させ，乱用の未然防止と乱用者に対する早期対応を図

る必要があります。

【対策】

関係機関や民間団体で組織する茨城県薬物乱用対策推進本部を中心として，「茨城県薬物

の濫用の防止に関する条例」及び「茨城県薬物乱用防止五か年戦略」に基づいた総合的な対

策を推進します。

� 啓発の強化

茨城県薬物乱用防止指導員協議会やライオンズクラブ，ＮＰＯなどの民間組織と連携し，

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を強力に推進するとともに，地域に根ざした啓発活動の充

実に努めます。

� 教育の充実

教育庁や総務課私学振興室と連携し，全小中高校における薬物乱用防止教室の開催を目

指すとともに，講習会への講師派遣を行います。

また，有職又は無職の青少年等が集まる場を活用し，それぞれの対象に応じた教育や啓

発に努めます。

� 薬物乱用・依存者の再乱用防止対策の強化

精神保健福祉センターを中心とした薬物相談体制の充実を図り，薬物乱用・依存者の再

乱用を防止するとともに，乱用者の家族の支援に努めます。

� 取締りの強化

国内外で流通する危険ドラッグ等の知事指定薬物への指定の他，密売対策，水際対策を

実施する関係機関と連携し，薬物の流通の取締り強化を図ります。

また，病院や診療所，薬局などにおける医療用麻薬の適正管理を図るため，定期的に立

入検査を実施します。
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【目標】

� 茨城県薬物乱用対策推進本部会議を毎年度開催し，各機関・団体と連携して薬物乱用防

止対策を推進します。

� 全小中高校での薬物乱用防止教室の開催を目指します。

� 茨城県薬物乱用防止指導員協議会やライオンズクラブ等の民間組織の協力を得て，県内

各地において，街頭キャンペーンなどの地域に根ざした啓発活動を行います。

� 青少年等が集まる場を活用し，薬物乱用防止の啓発に努めます。

� 薬物乱用に関する専門的な相談に応じることができる「薬物特定相談事業」についての

認知度を向上させます。
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第１節 地域医療構想の概要
地域医療構想は，２０２５年に向け，病床の機能分化・連携を進めるために，医療機能（高度

急性期，急性期，回復期，慢性期）ごとに２０２５年の医療需要と病床の必要量を推計し，定め

るものです。

本県では，「茨城県地域医療構想」を「茨城県保健医療計画」の一部として，平成２８（２０１６）

年１２月に策定し，茨城県地域医療構想の実現に向けて，「茨城県保健医療計画」における５

疾病５事業及び在宅医療の施策等を推進するとともに，地域における効率的かつ効果的な医

療提供体制の構築を目指すものとします。

茨城県地域医療構想の主な内容は以下のとおりです。

① ２０２５年の医療需要と病床の必要量

�高度急性期，急性期，回復期，慢性期の医療機能ごとに医療需要を推計
�都道府県内の構想区域単位で推計

② 目指すべき医療提供体制を実現するための施策の方向性

�医療機能の分化・連携を促すための施策
�在宅医療等の充実を図るための施策
�医療従事者の確保，養成のための施策 等

第２節 本県における将来の医療提供体制に関する構想
１ ２０２５年における医療機能別の医療需要及び必要病床数

本県及び各地域医療構想区域（注１）の２０２５年における医療需要と将来の病床数の必要量を病

床機能区分ごとに推計しました。

現状，県内の各構想区域においては，他の構想区域との患者の流出入等を見込んだ医療機

能が既に整備されています。また，患者住所地ベースでの医療需要に対応するための医療機

能への転換を見込むことは，各医療機関に対して過度の経営方針の転換を促すことになるこ

とから，各医療機関の既存の物的・人的な医療資源を最大限に有効活用することとしました。

このため，高度急性期，急性期，回復期及び慢性期の４医療機能とも，現在の患者の流出

入が今後も継続するものと見込み，「医療機関所在地ベース」を基本として医療需要を推計

しました。

なお，必要病床数は，将来の提供体制について，医療関係者をはじめ，介護関係者や医療

を受ける住民とともに考えるための参考値であり，病床の削減目標といった性格のものでは

ありません。

第４章 地域医療構想 詳細 ⇒「県地域医療構想」

（注１） 医療法において，地域における病床機能の分化連携を推進するための基準として定められた区域をいう。本県の
構想区域は，二次保健医療圏と一致
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■２０２５年における医療需要と必要病床数（医療機関所在地ベース）

構想区域

２０２５年における医療
需要（当該構想区域
に居住する患者の医
療需要）

２０２５年における医療供給（医療提供体制） 【参考】

現在の医療提供体制
が変わらないと仮定
した場合の他の構想
区域に所在する医療
機関により供給され
る量を増減したもの

将来のあるべき医療
提供体制を踏まえ，
他の構想区域に所在
する医療機関により
供給される量を増減
したもの（①）

病床の必要量（必要
病床数）（①を基に
病床利用率等により
算出される病床数）

許可病床数
（２０１３年１０月）

基準病床数
（２０１３年４月）

（単位：人／日） （単位：人／日） （単位：人／日） （単位：床） （単位：床） （単位：床）

全
県

高度急性期 １�７６１ １�６３４ １�６３４ ２�１７８ （一般病床）

急 性 期 ６�００２ ５�８０７ ５�８０７ ７�４４５ ２１�０３３
回 復 期 ６�５６６ ６�４０５ ６�４０５ ７�１１７
慢 性 期 ４�４２５ ４�６１４ ４�６１４ ５�０１５ （療養病床）５�９５１
小 計 １８�７５４ １８�４６０ １８�４６０ ２１�７５５ ２６�９８４ １７�８９０

水
戸

高度急性期 ３１７�４ ４６６�０ ４６６�０ ６２１ （一般病床）

急 性 期 ９５０�８ １�２６７�９ １�２６７�９ １�６２６ ４�６９５
回 復 期 １�１２８�０ １�３５９�２ １�３５９�２ １�５１０
慢 性 期 ６１２�２ ６６３�６ ６６３�６ ７２１ （療養病床） ９９５

小 計 ３�００８�４ ３�７５６�７ ３７５６�７ ４�４７８ ５�６９０ ３�４８２

日
立

高度急性期 １５０�６ １２８�９ １２８�９ １７２ （一般病床）

急 性 期 ５２８�９ ４８２�６ ４８２�６ ６１９ ２�１５４
回 復 期 ６９６�１ ６４１�４ ６４１�４ ７１３

慢 性 期 ３６４�８ ３１８�９ ３１８�９ ３４６ （療養病床） ７３４

小 計 １�７４０�５ １�５７１�９ １�５７１�９ １�８５０ ２�８８８ １�５８７

常
陸
太
田
・

ひ
た
ち
な
か

高度急性期 ２２９�２ １１２�５ １１２�５ １５０ （一般病床）

急 性 期 ７８０�６ ５２５�１ ５２５�１ ６７３ ２�０４０
回 復 期 ８４７�９ ６６４�４ ６６４�４ ７３８

慢 性 期 ５３６�８ ５０６�６ ５０６�６ ５５１ （療養病床） ６７１

小 計 ２�３９４�４ １�８０８�７ １�８０８�７ ２�１１２ ２�７１１ １�８０６

鹿
行

高度急性期 １５８�１ ５２�６ ５２�６ ７０ （一般病床）

急 性 期 ５１８�９ ２９１�３ ２９１�３ ３７３ １�４２７
回 復 期 ５８７�７ ３９８�３ ３９８�３ ４４３

慢 性 期 ３６３�１ ３４８�３ ３４８�３ ３７９ （療養病床） ６０９

小 計 １�６２７�８ １�０９０�５ １�０９０�５ １�２６５ ２�０３６ １�２２２

土
浦

高度急性期 １６４�５ １７６�８ １７６�８ ２３６ （一般病床）

急 性 期 ５２８�１ ５３６�１ ５３６�１ ６８７ １�９１５
回 復 期 ５７４�６ ５７７�６ ５７７�６ ６４２

慢 性 期 ４０９�７ ３３６�１ ３３６�１ ３６５ （療養病床） ４３７

小 計 １�６７６�９ １�６２６�６ １�６２６�６ １�９３０ ２�３５２ １�５７４

つ
く
ば

高度急性期 １９１�２ ３２７�０ ３２７�０ ４３６ （一般病床）

急 性 期 ６８１�５ ９４２�８ ９４２�８ １�２０９ ２�７６５
回 復 期 ６３９�７ ８０５�９ ８０５�９ ８９５

慢 性 期 ６３３�６ ８７２�９ ８７２�９ ９４９ （療養病床） ６０３

小 計 ２�１４５�９ ２�９４８�６ ２�９４８�６ ３�４８９ ３�３６８ ２�５４２

取
手
・

竜
ケ
崎

高度急性期 ２８２�８ ２３０�１ ２３０�１ ３０７ （一般病床）

急 性 期 ９９０�８ ９９６�９ ９９６�９ １�２７８ ３�３１４
回 復 期 ９７２�８ １�１１７�７ １�１１７�７ １�２４２
慢 性 期 ８１８�６ ８０６�９ ８０６�９ ８７７ （療養病床） ６４６

小 計 ３�０６５�１ ３�１５１�６ ３�１５１�６ ３�７０４ ３�９６０ ３�１３５

筑
西
・
下
妻

高度急性期 １４５�３ ４０�４ ４０�４ ５４ （一般病床）

急 性 期 ５１０�１ ２６２�５ ２６２�５ ３３７ １�２７６
回 復 期 ６４４�２ ４６３�５ ４６３�５ ５１５

慢 性 期 ４１４�７ ５０８�２ ５０８�２ ５５２ （療養病床）１�００４
小 計 １�７１４�３ １�２７４�６ １�２７４�６ １�４５８ ２�２８０ １�３０８

古
河
・
坂
東

高度急性期 １２２�３ ９９�２ ９９�２ １３３ （一般病床）

急 性 期 ５１１�８ ５０１�８ ５０１�８ ６４３ １�４４７
回 復 期 ４７５�０ ３７７�３ ３７７�３ ４１９

慢 性 期 ２７１�１ ２５２�３ ２５２�３ ２７４ （療養病床） ２５２

小 計 １�３８０�３ １�２３０�６ １�２３０�６ １�４６９ １�６９９ １�２３４
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２ 本県の医療需要に対応した医療提供体制の方向性
本県の医療需要は，２０３５年まで増加し続けるものと推計されることから，将来に向けたバ

ランスのとれた医療機能を構築する必要があります。

そのため，将来の医療需要の変化に対応した体制を効率的・効果的に構築するためには，

現在の医療資源を最大限に活用し，急性期から回復期への病床機能の転換等の取組を促進す

る必要があります。

また，慢性期の療養については，入院医療の他，在宅医療や介護も含めた地域全体で支え

る体制づくりが求められます。加えて，各構想区域の特性や地域実情はそれぞれ異なること

から，地域住民のニーズも踏まえながら，各構想区域の実情に合った提供体制の構築を図る

必要があります。

� 入院医療における医療機能の分化・連携

○ 地域で不足している病床機能への転換を促進するため，転換に伴う施設・設備や人材

の養成などに対して支援します。

○ 政策医療を担っている公的病院への支援や地域の医療提供体制の充実を図るための，

各地域医療構想調整会議において，引き続き再編統合について検討します。また，構想

区域の各医療機関の役割分担をより明確にし，介護施設を含めた施設間の緊密な連携体

制の構築を促進します。

○ 地域において救急医療を支えている民間病院に対して，公的病院と同様の支援につい

て検討します。

○ 地域医療構想において目指す病床機能の分化・連携について，医療サービスの利用者

である住民の理解を深め，適切な受療行動を促すための取組等を促進するため，地域医

療構想調整会議等の検討内容を県民に対して広く情報発信します。

� 在宅医療等の充実

○ いばらき高齢者プラン２１や新いばらき障害者プラン等における施設・事業所等の整備

計画と調和を図るとともに，サービス付き高齢者向け住宅の整備状況なども踏まえ，地

域の実情にあった在宅医療の提供体制を整備します。

○ 訪問看護など在宅医療に関する人材を養成するとともに，退院調整技術の向上に向け

た研修を実施することにより，在宅医療関係者間の連携強化を図るなど，在宅医療の提

供体制を強化します。

○ 高齢者のみならず，障害者などを含む全ての要援護者及び家族等に対し，地域ケアシ

ステムの「コーディネート機能」や「多職種協働による支援機能」といったノウハウを

活用しながら，医療，介護，予防，生活支援など様々なサービスを提供する「茨城型地

域包括ケアシステム」について，市町村・関係団体と連携し構築します。

○ 在宅医療・介護連携拠点事業（平成２５（２０１３）年度から平成２７（２０１５）年度モデル事

業として実施）成果を踏まえ，関係団体等と連携し，市町村が実施する在宅医療・介護

連携推進事業に対し支援します。

○ 在宅医療・介護に関する情報を，地域住民に対して適切に提供します。
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� 医療従事者の養成・確保

○ 県内の医師不足，地域偏在の解消を図るため，地域医療支援センターを核として，高

校生，医学生，研修医，医師のそれぞれの段階に応じた取組を推進します。

○ 就学資金を活用した医師が各医療圏でバランスよく勤務できるよう，医師の派遣調整

を進めます。

○ 看護職員の計画的な確保を図るため，養成，県内定着促進，離職防止，再就業促進に

資する各種の取組を推進するとともに，各種専門研修等を通じて資質向上を推進します。

○ 高齢化に伴い増加する疾患への対応や在宅医療等の充実を図るため，リハビリテーシ

ョン関係職や在宅医療を担う医師，歯科医師，薬剤師等，多様な専門職の育成を支援し

ます。

○ 県内の医療機関における勤務環境改善の取組等を促進します。
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第３節 構想区域別地域医療構想
【各構想区域における「課題解決に向けた施策及び今後の検討の方向性」】
� 水戸地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 水戸地域構想区域は，入院・外来患者数ともに他構想区域からの流入も多く，周辺地

域を支える役割を担うため周辺構想区域とともに地域で完結できる医療連携体制の構築

を図ります。

○ 限られた医療資源の中で，医療人材の確保と医療の質の確保及び効率的な病院運営を

高次元でバランスさせるため，病院機能の再編や統合等の検討を推進し，地域医療ニー

ズにあった有機的な病病・病診連携体制の構築を目指します。

○ 周産期（ハイリスク分娩，新生児医療），小児医療の機能維持及び体制整備を推進し

ます。

○ 救急医療の充実，適正化を推進するために医療機関，自治体等との連携及び住民等に

対する啓発を推進します。

○ これらの施策の実現に向け，行政や地域において関係者による協議会等を設置するな

ど，継続的に協議してまいります。

【在宅医療等の充実】

○ 地域包括ケアシステムの構築を推進し，在宅医療等の供給増を図るための取組として，

病病連携，病診連携及び介護と連携し，在宅医療の支援体制強化を図ります。

○ 在宅医療を支援するため，急変時の受入整備や医師会，自治体等関係機関との支援等

を含めた体制を構築するための検討を行います。

○ 在宅医療を支援する訪問看護，訪問介護，訪問リハビリテーション等事業の充実及び

連携の場について検討を行います。

○ 家族構成変化や首都圏からの移住者増加等への対応など，在宅介護を行う家族のため

に，看取りを含めた支援体制の充実や住民への啓発を推進してまいります。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 病院勤務医師，看護師等の医療従事者等の人材の確保と定着化を図るため，指導者の

育成を含めた教育システムの整備，勤務環境の改善などあらゆる方策を関係機関と連携

しつつ展開いたします。

○ 同様に，在宅医療，介護を担う人材の確保と定着を図ります。

� 日立地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 医療機関の連携強化による地域的偏在の解消

緊急性の高い脳卒中や心筋梗塞などの救急医療については，�日立製作所日立総合病
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院と他の医療機関，消防との連携を図り，構想区域内での提供体制の整備に努めます。

構想区域内の３市が協定を結び，ラピッド方式ドクターカーを運用することにより，救

急患者への医療提供までの時間短縮を図り，更なる救命率の向上を図ります。

○ 婦人科疾患の診療体制の整備

婦人科がんの医療については，当面は水戸，つくば構想区域との連携を図りながら，

構想区域外で手術等急性期の治療を終えた患者が，構想区域内で継続して医療が受けら

れる体制を整備します。将来的には，地域がん診療拠点病院である（株）日立製作所日

立総合病院で，専門的な医療の提供ができるよう産婦人科医の確保に努めます。

○ 周産期医療の提供体制の充実

構想区域内で欠けているハイリスク分娩や新生児医療など周産期医療を提供できるよ

う産婦人科医，小児科医を始めとする医療従事者の確保に努めます。

○ 急性期病床から回復期病床への転換の促進

高齢化による医療需要の変化に対応して，地域医療介護総合確保基金などを活用しな

がら，急性期病床から回復期病床への転換を促進します。

○ 「地域医療構想調整会議」の開催

急性期から回復期，慢性期，在宅医療までの効率的な医療提供体制を構築するための

医療機関相互の役割分担・連携を協議します。また，当構想区域における在宅移行の困

難な状況や地域包括ケアシステムの構築状況など地域の実情を踏まえながら，医療資源

のより効果的，効率的な活用を推進していきます。

○ 住民に対する情報提供

医療の受け手である住民に対し，医療機関の役割分担の現状や適切な受療行動の必要

性について情報提供・普及啓発に努めます。

【在宅医療等の充実】

○ 在宅医療等の供給増に向けた体制整備

当構想区域は南北に長く，訪問診療等の移動に時間を要することから，地域の実情を

踏まえながら，在宅医療の効果的な展開に向けた整備を図っていきます。また，病院や

診療所，歯科診療所，かかりつけ薬局，訪問看護ステーションなどの多職種・事業所と

連携した体制の整備を進めていきます。

○ 在宅医療を支える人材育成等

医療従事者への研修の充実により，在宅医療に携わる医師，訪問看護師の人材育成に

努めます。

市町村で実施する地域支援事業などを通じて，かかりつけ医の在宅医療への参加を促

進し，在宅療養支援診療所の増加に努めるとともに地域包括ケア病床など在宅医療の後

方支援を行う病床の整備を推進します。

○ 住民に対する情報提供

医療の受け手になる住民に対し，在宅医療や看取りに関する情報提供・普及活動に努

めます。
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【医療従事者等の養成・確保】

○ 将来の医療，介護を担う人材の確保

高齢化に伴う医療・介護需要の増加に備え，特に若い医師や看護師等を確保するため，

構想区域内の病院に魅力ある研修体制を整備し，卒後教育の充実を図ります。特に専門

医制度の開始にあたり，大学等医育機関と連携を深めるとともに（株）日立製作所日立

総合病院を中心とする教育研修システムを構築し，日立構想区域として医師確保対策に

取り組みます。

看護職員の確保に関しては，看護師養成施設の設置を検討するなど養成体制の充実を

図るほか，復職支援や勤務環境改善など離職防止・定着促進に向けた取り組みを進めて

いきます。

� 常陸太田・ひたちなか地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 構想区域内における医療提供体制の維持・確保

構想区域内では，全体的に医療資源が不足しており，特に北部の山間地では極端に少

ない状況でありますが，どこに居ても必要な医療を受けることができるようにする必要

があります。

そのため，個々の疾病や医療機能に応じた医療施設間の役割分担，提供体制の整備な

どについて，多職種との協働の視点も踏まえ，構想区域内の地域医師会や病院・診療所

などの医療機関，市町村その他関係機関と連携して推進します。

○ 人口集積地での高度急性期・急性期病院の整備と他の構想区域との連携の推進

人口が集中しているひたちなか市周辺市街地の高度急性期・急性期病院の救急医療体

制の整備については，現状の救急医療機能の充実と共に，隣接する構想区域（特に水戸

構想区域）の高度急性期，急性期病院との医療機能ごとの役割分担や具体的な協力体制

について検討し整備する必要があります。

また，人口が少なく医療施設も少ない構想区域北部での救急医療体制は，隣接する水

戸構想区域や日立構想区域の高度急性期・急性期病院と協力した広域的な救急医療体制

を，搬送体制を含めて整備する必要があります。

そのため，水戸構想区域や日立構想区域の地域医療構想調整会議やその関係機関と協

力して検討し連携を推進します。

○ 地域包括ケアを支える病院・診療所，在宅医療を支えるかかりつけ医の充実と地域医

療連携の推進

地域包括ケアを実現していくためには，それを支える医療機能を持つ病院や診療所，

在宅医療を支えるかかりつけ医の充実が必要です。

各医療施設が，その医療施設ごとの医療機能を認識し，その役割に基づく医療の提供

を行い，在宅医療も含めた医療について円滑な協力体制を整備する必要があります。

そのため，情報の相互共有や，在宅医療も含めた標準診療計画の共有など，医療施設

同士の連携体制を積極的に推進します。

○ 周産期医療体制の整備
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周産期に対応する医療施設が少ないので，医療を受けることができるよう，緊急性が

高い分娩（ハイリスク分娩も含む）について対応できる医療体制を整備する必要があり

ます。また，分娩後，新生児に医療が必要な場合も多いことから，小児の入院医療体制

も整備する必要があります。

特に，構想区域の北部では，周産期に係る医療施設が少ないので，周産期医療体制を

整備する必要があります。

【在宅医療等の充実】

○ 在宅医療を支える在宅療養支援病院等の充実

構想区域内で，在宅医療を支える在宅療養支援病院等を増やしていくと共に，在宅医

療を行うかかりつけ医を支援する協力医療機関の充実を図ります。

医療資源の少ない地域なので，構想区域内各地域の医療提供状況に応じ，在宅医療の

効果的な提供方法や役割分担について，在宅医療や療養生活を支える訪問看護や介護関

係者なども含めて検討し，在宅療養の支援の充実を図ります。特に，医療機関の少ない

構想区域北部は，在宅医療の提供が難しいため，病院や有床診療所の入院機能も活用し，

地域性に応じた医療の提供体制を整備します。

また，長期の療養生活を送る慢性期の高齢者の在宅医療に対しては，医療や介護が提

供できる「住まい」となる施設等の整備を含めて検討し充実を図ります。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 医師，看護師などの医療人材と共に在宅療養を支える介護人材の確保

地域包括ケアを支える医療人材の確保と，療養生活を支える介護人材を確保していく

必要があります。

医療・介護従事者の養成やその定着について積極的に協力や支援を図ってまいります。

� 鹿行地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 高度急性期

高度急性期については，医療の高度化に対応するために，既存の二次医療圏単位では

なく，県全体として複数の医療圏にわたる構想区域によって，医療提供体制を推進する

必要があります。そのためには圏域を超えた広域連携として，隣接する水戸および土浦

医療圏との連携を強化するとともに，千葉県の香取海匝医療圏など，県域を越えた病院

間の円滑な連携を推進する必要があります。今後，隣接医療圏の情報把握に努め，圏内

各病院の将来構想などを踏まえつつ，鹿行医療圏として担える診療分野，広域連携の課

題分析と対策等を地域医療構想調整会議で協議する必要があります。

○ 急性期

鹿行地域の二次救急医療機関においては，鹿行南部地区夜間初期救急センターや当直

医の情報共有を図るなどの地元病院間の協力体制を強固にして，救急患者を確実にフ

ァーストタッチできる体制を確保します。その上で，さらに高次の医療を要すると判断
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された場合は，近隣医療圏へ速やかに搬送できるような連携体制を確保していきます。

今後，公的病院の休眠病床については，「鹿島労災病院と神栖済生会病院の今後のあり

方検討委員会（小松会長）」の報告書等をふまえ，地域医療構想調整会議等においても

協議していきます。

○ 回復期

鹿行構想区域の２０２５年の医療需要の推計では，４４３床必要とされ，現在大幅に不足し

ている回復期病床（回復期リハ，地域包括ケア）については，急性期からの転換を促進

する等により，病床の確保に努め，急性期から回復期，さらに在宅に向けた医療を整備

していきます。また，圏域外の急性期病院との連携体制の構築にも努め，急性期から回

復期に移行した患者を地元で受け入れられるような医療体制を確保していく必要があり

ます。

○ 鹿行地域の南北に長い地理的条件を考慮し，水戸及び土浦構想区域や千葉県や東京都

など他都県との広域連携の強化に努め，救急車両の他にヘリコプターによる搬送なども

含め，円滑な救急搬送体制を図っていきます。

○ 広域的な病院間の連携を円滑に図るためのツール（情報共有のための連携パスやＩＣ

Ｔ活用など）の開発・整備が必要であり，鹿行地域医療構想調整会議として，県全体の

施策として講じられるよう要望していく必要があります。また，病院と在宅医療との連

携については，平成２７（２０１５）年度に鹿島医師会の拠点事業で作成した「病院と在宅医

療との連携パス」を参考に円滑な連携が図れるよう取り組む必要があります。

○ 急性期から回復期，回復期から慢性期に移行する患者の医療が病院間及び病院と地域

包括支援センター間で円滑に共有され，切れ目のない医療が提供されるよう，課題の有

無を把握し地域医療構想会議等で解決策を協議していく必要があります。

【在宅医療等の充実】

○ 慢性期については，療養病床への転換，介護老人福祉施設等の整備について，関係者

と協議し，必要な受け入れ体制の整備に努めます。また，鹿島医師会，水郷医師会，鹿

行歯科医師会及び関係機関により実施された「在宅医療・介護連携拠点事業」の実績を

踏まえ，平成２８（２０１６）年度からは，各市が実施する地域支援事業を展開する中で，在

宅医療・介護連携体制の整備を図っていきます。

○ 鹿行管内５市（鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市）の地域包括ケアシステム

構築に向けた取組状況，区域内の医師会・歯科医師会・病院・介護保険施設・居宅介護

支援事業所等の関係者による意見などを踏まえて，病院・施設から在宅療養に切れ目な

く移行できる体制を推進していきます。また，在宅療養に移行後の急変時に対応できる

ような地元病院との連携による急変時医療の確保に努める必要があります。

○ 健康の保持・増進及び在宅療養に係る住民啓発

市行政による疾病の一次予防や介護予防を推進するとともに，かかりつけ医を持つこ

とを住民に啓発し，住民の疾病の自己管理能力を高め，適正な医療のかかり方を促すと

共に，休日夜間の救急センターや救急車の利用方法など，上手な医療のかかり方を住民

に啓発します。

また，在宅医療が推進される中で，在宅での看取りを希望される患者さんも徐々に増
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えつつあります。病や老いの後に来る「人生の最期」を「どのように迎えたいか」とい

うことについて，自分自身の考えを家族と共有しておくことの重要性を啓発していく必

要があります。

地域の関係者の協力のもとに，「地域包括ケアシステム」の構築にむけて，在宅医療・

介護の連携を推進する際には住民ニーズを踏まえ，住民の相談窓口を周知し，住民と一

体となって推進することが必要です。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 医師の確保

鹿行地域の病院へ地元の筑波大学や自治医科大学卒業生，茨城県地域枠卒業生及び修

学資金貸与者である医師を受け入れることができるよう必要な体制整備を図ります。

また，鹿行地域医療構想調整会議では，圏域において，今後どのような診療科の医師

がどの程度必要かという分析を行い，地域枠を有する大学等との連携を図るなど，計画

的な医師の人材確保を県に要望していきます。

【今後の対応】

○ 当該施策等については医療体制の変化に応じて，随時速やかに見直しを図ることとい

たします。

� 土浦地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 平均在院日数等の調査と２０２５年の必要病床数を比較したところ，急性期病床から回復

期病床への転換を図る必要があります。病床の転換を進めるためには，茨城県回復期病

床整備促進事業（地域医療介護総合確保基金）を活用して，地域包括ケア病棟又は回復

期リハビリテーション病棟の整備を促進します。

また，高齢化の進展により，入院中に身体機能が低下する高齢者の増加が予想される

ため，在宅復帰に向けた回復期リハビリテーションの充実及び療養環境の整備を図るこ

とが必要になります。また，脳血管障害及び心疾患のリハビリテーションにおいても回

復期リハビリテーション病棟が必要になります。そのためにも地域包括ケア病棟又は回

復期リハビリテーション病棟の整備促進が重要になります。

そのような状況を踏まえて，病院としての将来像を各病院で検討していく必要があり

ます。また，地域での連携については地域医療構想調整会議で検討していきます。

○ 流出入が発生している又は発生が予想される隣接医療圏（つくば， 取手・竜ケ崎，

鹿行）と高度急性期を中心に広域的な連携について地域医療構想調整会議において協議

していきます。

○ 二次医療圏内（土浦地域と石岡地域）における医療資源の差異については，引き続き

地域医療構想調整会議において協議します。

○ 救急搬送が第三次救急医療機関（総合病院土浦協同病院）に集中しないように，第二

次救急医療機関（病院群輪番制：独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター，東京
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医科大学茨城医療センター，石岡市医師会病院，公益社団法人地域医療振興協会石岡第

一病院，山王台病院，石岡循環器科脳神経外科病院，医療法人美湖会美浦中央病院）及

び第一次救急医療機関（休日夜間急患センター，在宅当番医制医療機関，救急告示・協

力医療機関）による症状に応じた救急患者の更なる受入等の役割分担・連携について，

地域医療構想調整会議及び地区ごとに設置されているメディカルコントロール協議会等

で検討していく必要があります。

○ がんについては，入院及び外来に関する医療提供体制不足を解消するために，都道府

県がん診療連携拠点病院（茨城県立中央病院），土浦構想区域に設置されている地域が

ん診療連携拠点病院（総合病院土浦協同病院）及び茨城県がん診療指定病院（独立行政

法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター），隣接構想区域に設置されている地域がん診療

連携拠点病院（東京医科大学茨城医療センター，筑波大学附属病院，筑波メディカルセ

ンター病院）における役割分担・連携について，土浦地域医療構想調整会議及び隣接の

地域医療構想調整会議との合同会議で検討していく必要があります。

○ 脳血管障害については，高度な専門医療を行う機関（２４時間体制で血管内治療・外科

治療・ｔＰＡ療法を実施。総合病院土浦協同病院及び医療法人財団県南病院），専門的

医療を行う機関（２４時間体制でｔＰＡ療法を実施。山王台病院），初期治療を行う機関

間の役割分担・連携について，地域医療構想調整会議において検討していきます。

○ 心疾患については，高度な専門的医療を行う機関（２４時間体制でバルーン等の再灌流

療法，外科手術を実施。総合病院土浦協同病院），専門的医療を行う機関（２４時間体制

でバルーン等の再灌流療法を実施。独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター），

初期治療を行う機関間の役割分担・連携について，地域医療構想調整会議において検討

していきます。

○ 分娩については，身近なところで出産できる体制の整備が重要となります。そのため

には，地域医療構想調整会議等において，総合周産期母子医療センター（総合病院土浦

協同病院，筑波大学附属病院），地域周産期母子医療センター（ＪＡとりで総合医療セ

ンター），周産期救急医療協力病院（東京医科大学茨城医療センター，筑波学園病院），

霞ヶ浦医療センター及び産科医療機関間の役割分担・連携・支援について，検討してい

く必要があります。また，今後は，出産後間もない時期の産婦については，産後うつの

予防等を図る観点から産婦健康診査で心身の健康状態や生活環境等の把握を行うことに

より，産後の初期段階における支援を強化する必要があります。

○ 身体科救急医療（救急指定病院）と精神科救急医療（茨城県立こころの医療センター

等）の連携による精神科救急医療体制の充実を図ります。また，身体合併症対策として，

精神科医療機関と連携した身体科入院治療を実施するための医療提供体制（茨城県立中

央病院，身体科病院）の整備・拡充・連携強化を図ります。

【在宅医療等の充実】

○ 土浦保健所管内の市町村，医療・介護関係者等をメンバーとした広域連携の会議を開

催することにより，在宅医療・介護連携，認知症施策，介護予防・日常生活支援事業等

に関する情報共有を行い，広域的な課題について検討していきます。

○ かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局につきましては，地区医師会・地
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区歯科医師会・地区薬剤師会との連携により充実を図ります。

○ 地域医療支援病院（独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター）等と地域の診療

所の病診連携，各病院間における病病連携を図ることが必要になります。

○ 訪問看護ステーションについては，茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業を

活用して，新たな設置及び既存事業所の業務拡充を図る必要があります。

○ 認知症施策としては第７期いばらき高齢者プラン（平成３０（２０１８）年度から２０２０年度

に基づき，認知症サポーター及び認知症サポート医の養成を図る必要があります。

また，かかりつけ医及び一般病院勤務の医療従事者向けの対応力研修の実施，新たに

設置された認知症疾患医療センターとの連携，認知症初期集中支援チームの設置を促進

するなど精神科医療との連携を図ります。

○ 精神疾患を有する患者の地域生活を支えるために，一般医療と精神科外来医療・精神

科入院医療の連携を図ります。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 看護師については「看護師等の人材確保の促進に関する法律」によりナースセンター

への届出制度が平成２７（２０１５）年１０月から開始されたため，制度を利用して人材確保を

図るように広報に努めます。

【今後の対応】

○ 地域医療構想については，医療提供体制等の変化に応じて地域医療構想調整会議で検

討を行い，見直しを行うこととします。

� つくば地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ ２０２５年の高度急性期の必要病床数（平成２８（２０１６）年策定の茨城県地域医療構想によ

る）は，４３６床に対し，公的医療機関等２０２５プラン（同プランに平成２８（２０１６）年病床

機能報告における２０２２年の病床数を加味した数）では６２５床となっております。この過

剰分については，特定機能病院である筑波大学附属病院を中心に高度急性期病床が少な

い近隣構想区域からの流入を受け入れ，医療資源の不足する周辺の構想区域のために高

度急性期医療を提供する機能を相応の水準で維持していきます。

また，急性期の必要病床数は１�２０９床に対し２０２５プランでは１�７４３床と過剰，回復期は
８９５床に対し１８３床，慢性期は９４９床に対し７６６床といずれも不足しています。

今後，茨城県回復期病床整備促進事業（地域医療介護総合確保基金）の活用等により，

急性期から回復期への転換を図る必要があります。慢性期病床については，高度急性期

機能を受け入れた分を近隣構想区域に受け入れてもらう方向付けとなります。

【在宅医療等の充実】

○ 在宅医療の需要増大に対応するため構想区域内の市・医師会等と緊密に連携し，地域

の医療・介護の関係機関の連携を進めるとともに，継続的な在宅医療・介護の提供を行
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うため茨城型地域包括ケアシステム推進事業との連携を進め，訪問看護ステーションの

増設や医療機関と多職種間の連携体制の構築などの取組を進めていきます。

平成２９（２０１７）年度からは，つくば市医師会及びきぬ医師会を中心に複数の医療機関

の連携を推進する「医療提供施設等グループ化推進事業」を実施し，在宅医療への参入

または拡充に取り組む医療機関の連携を図り地域で支え合う体制の構築を図っています。

在宅療養には，かかりつけ医やかかりつけ薬局制度の充実が求められますが，制度に

ついての医療機関・住民の理解を深め，さらに，病院と診療所の機能分担を明確にする

とともに相互の連携（病診連携）を図っていきます。

また，構想区域内では既に２つの地域医療支援病院（筑波メディカルセンター病院，

筑波記念病院）がありますが，今後さらに地域との連携を進めることで地域医療の充実

を図っています。

○ 在宅医療・介護連携拠点事業については，市民への啓発事業や専門職種の資質向上の

研修会等の開催や，多職種連携による在宅医療・介護サービスの提供モデル事業等を通

じ，退院支援・在宅療養支援・急変時対応・在宅の看取り等の推進を図っているところ

です。つくば市においては，つくば市医師会が平成２５（２０１３）年度から実施し，平成２８

（２０１６）年度からはつくば市が引き継いで実施しています。また，常総市は平成２７（２０１５）

年度から，つくばみらい市は平成２９（２０１７）年度から実施しています。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 県内唯一の医師養成機関である筑波大学を擁する当地域は，質，量ともに医療従事者

に恵まれております。つくば構想区域における人口１０万人当たりの医師数，歯科医師数，

薬剤師数及び保健師数，助産師数，看護師数については，いずれも県全体を上回ってお

り，充実しています。

� 取手・竜ケ崎地域医療構想区域

【医療提供体制】

○ 当構想区域内（取手・守谷地区，龍ケ崎・牛久地区，阿見・美浦地区，稲敷地区）の

医療資源や医療提供体制に遍在があるため，構想区域内での調整を図るとともに，患者

の受療動向のある土浦構想区域と，つくば構想区域との連携の推進を地域医療関係者に

より，意見交換を行い検討していきます。

○ 当構想区域で全国平均，県平均を下回っているハイリスク分娩，高度急性期及び三次

救急体制については，これらの医療機能が充実しているつくば構想区域，土浦構想区域

と連携した広域対応を検討していきます。

○ 県民の医療機関受診の際の参考として，医療法第６条の３に基づく医療機能情報提供

制度等により，医療機能を有する病院，診療所，歯科診療所の情報を県民や医療従事者

に対して分かりやすく公表します。

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 平均在院（棟）日数の調査をもとに区分した病床数と，２０２５年の必要病床数を比較し
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たところ，比較的近接していますが，今後の高齢化にともなう医療需要の変化に対応し

て，急性期病床から回復期病床へのさらなる転換を図る必要があります。

病床の転換を進めるためには，茨城県回復期病床整備促進事業（地域医療介護総合確

保基金）を活用して，地域包括ケア病棟又は回復期リハビリテーション病棟の整備を促

進していきます。

○ 患者の流出入が発生している隣接の構想区域との，広域連携について検討を行います。

○ ４つの医療機能分類（高度急性期，急性期，回復期，慢性期）について連携を図るた

め，医師会を中心に関係機関（病院，消防本部，自治体や介護支援事業所等）が参加し

た会議を開催して連携を進めます。

○ 今後，高齢者が増加していくにあたり，在宅復帰に向けて回復期リハビリが重要とな

ってきますので，回復期病床の整備促進が必要になってきます。そのような状況を踏ま

え，病院としての将来像を各病院で検討していく必要があります。

○ がんについては�地域がん診療連携拠点病院（東京医科大学茨城医療センター），及び
茨城県がん診療指定病院（ＪＡとりで総合医療センター）と，かかりつけ医との役割分

担と連携を図るため，取手・竜ケ崎地域医療構想調整会議，及び隣接する地域医療構想

調整会議の合同会議で検討していく必要があります。

○ 脳卒中については，発症後の急性期を担う医療機関とリハビリテーション病院，かか

りつけ医などの連携を図り，切れ目のない医療を提供するため，地域連携パス の活用

を推進していきます。同時に再発防止の目的から，基礎疾患管理や生活習慣指導，生活

相談を行える体制づくりのため，かかりつけ医や市町村保健師，ケアマネージャー等が

連携を図り，患者が安心して在宅生活できる体制を構築していくことが必要です。

○ 心筋梗塞の急性期医療に関しては，発症後の専門的医療を行う機関と，リハビリテー

ション病院との連携を図り，早期に在宅復帰できる体制を構築していくことが必要です。

脳卒中と同様に，再発防止の観点から，多職種による患者フォローを図っていく必要が

あります。

○ 二次救急医療についてはそれぞれの地区で輪番制をとっていますので，これらの二次

救急医療機関と初期救急医療体制（取手北相馬休日夜間診療所，在宅当番医制実施市町

村，救急告示・協力医療機関）による救急患者，および地区ごとに設置されているメデ

ィカルコントロール協議会等で検討していく必要があります。

○ 小児救急医療については，現在実施されている小児病院輪番制の見直しや，さらなる

小児救急医療の集約化，広域化なども考慮しながら，新たな体制を構築する必要があり

ます。初期救急医療対策として，保護者等に対するパンフレット『子どもの救急ってど

んなとき？』の配布や，子育て中の保護者等の不安軽減・解消のため，＃８０００「茨城子

ども救急電話相談」の周知を図ります。地域の内科医師等を対象とした小児救急医療研

修の実施などにより，小児科以外の医師の小児救急医療への理解・協力を促進し，在宅

当番医制や休日夜間急患センター等における初期救急医療体制の連携強化を検討してい

きます。

○ 周産期医療については，隣接構想区域の総合周産期母子医療センターと構想区域内の

地域周産期母子医療センター，周産期救急医療協力病院及び構想区域内の産科を扱う病

院・診療所との間の役割分担，連携について今後検討，調整していく必要があります。
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○ 認知症施策については，第７期いばらき高齢者プラン（平成３０（２０１８）年度～平成３２

（２０２０）年度計画）に基づいた認知症医療センターの整備，充実を進めてまいります。

また，地域における認知症の退院支援や地域連携パスによる精神病院からの円滑な退院

や在宅復帰の支援を図っていきます。

そのほか，一般病院従事者向けに認知症身体合併の基礎知識や医療・介護の連携等に

関する研修会を開催し，認知症に関する正しい知識の普及を検討していきます。

【在宅医療等の充実】

○ 在宅医療における多職種（医師，歯科医師，薬剤師，看護師，栄養士，作業療法士，

理学療法士，言語聴覚士，歯科衛生士，ケアマネージャー等）の連携を進めるために，

介護保険法に基づく地域支援事業（在宅医療，介護連携）を活用して連携を強化してい

きます。

○ 地域医療支援病院を中心とする病院とかかりつけ診療所との連携（病診連携），診療

所間の連携（診診連携）を推進し，安心して在宅復帰ができる体制の構築を検討してい

きます。

○ 在宅療養後方支援病院や地域包括ケア病棟の拡充と，在宅療養支援診療所の設置届出

の促進を図り，連携の強化を検討します。

○ 在宅医療に従事する多職種の人材の確保と育成に加え，多職種の効果的・効率的な連

携のための教育研修会や「顔の見える関係づくり」が不可欠であるので，各職種の専門

性の相互理解を深める場を設けていきます。

また，在宅医療について「積極的役割を担う医療機関」及び「連携を担う拠点」にお

いて，在宅医療やそれに従事する職種の機能や役割を広く地域住民に紹介し，地域に浸

透させるための講演会等の開催，パンフレットの発行等を通じ，在宅医療の普及・啓発

を図っていきます。

【医療従事者等の養成・確保】

○ かかりつけ医，かかりつけ薬局については，地域医師会及び地域薬剤師会が実施する

研修会等を活用して普及を図っていきます。

○ 看護師については「看護師等の人材確保の促進に関する法律」によるナースセンター

への届出制度を活用して，人材確保を図っていきます。各医療機関においては届出制度

が機能するように協力をお願いします。

○ 看護師等の需給について分析し，対応を図っていきます。

【今後の対応】

○ この地域医療構想については，地域医療構想調整会議において毎年評価を行うことと

しており，保健医療を取り巻く環境の変化など，策定後の状況に応じて対応について検

討し，必要な見直しを行うこととします。
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� 筑西・下妻地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 将来の医療ニーズに対応した医療提供体制を構築します（急性期病床を回復期病床に

転換します）。

今後の医療ニーズの増加や変化に対応するには，患者の状態に見合った病床で，より

良質な医療サービスを提供できる体制を構築する必要があります。

２０２５年には，人口の高齢化に伴い回復期機能を持つ病床が不足すると考えられること

から，急性期機能の病床を回復期に移行することについて検討する必要があります。

また，将来，筑西・桜川地域において，茨城県西部メディカルセンター及びさくらが

わ地域医療センターが開設されるなど，医療提供体制に変化が生じた場合は，必要病床

数について再検討します。

○ 他構想区域と連携した医療提供体制（高度急性期及び急性期機能の医療提供体制につ

いて）

高度急性期及び急性期機能の医療提供体制については，周辺構想区域と連携していく

必要があります。

○ がんの入院医療・外来医療，急性心筋梗塞の急性期医療，２次救急への対応体制を充

実していきます。

【在宅医療等の充実】

○ 各医療・介護関係機関や多職種間の連携体制を構築します。

在宅医療の需要増大に対応するために，在宅医療・介護を支える多職種の人材育成，

医療機関と多職種間の連携体制の構築などの取り組みが必要です。

○ 管内各市それぞれの事情に応じた地域包括ケアシステムを構築します。

現在各市が取り組んでいる，健康づくり・介護予防及び，住み慣れた地域で最期まで

過ごすことができる地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みとまちづくり施策と

の調和を図りながら在宅医療等の充実を図る必要があります。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 医療・介護従事者の確保に努めます。

看護職・介護職確保のための教育・研修事業や退職者有資格者等の人材の掘り起こし

等の活用を図る必要があります。

医療・介護と住宅施策を連動した地域包括ケアシステムの構築などについて検討して

いく必要があります。
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� 古河・坂東地域医療構想区域

【医療機能の分化・連携の促進】

○ 三次救急も含めた，地域の住民に対する医療の提供体制の充実を継続して進めるとと

もに，高度急性期病床の不足については，つくば構想区域，栃木県の県南構想区域等と

共に広域的に対応してまいります。

○ ハイリスク分娩への対応を円滑に行うため，関係者間で平時より情報共有が行える協

力体制の構築に努めてまいります。

○ 病床の運用状況をもとに急性期病床から回復期病床への転換を図ります。

【在宅医療等の充実】

○ 在宅医療推進協議会等の開催により，在宅医療に係る多職種の連携を深めてまいりま

す。

○ 在宅療養支援病院の設置届出の促進等により，在宅医療を担う診療所等を後方支援す

る体制の構築を推進します。

【医療従事者等の養成・確保】

○ 医師については，奨学金制度等の活用により地域で働く医師を確保し，また，看護師

については，看護職員確保対策事業等により潜在する未就業者看護職員の再就業を促進

します。
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第１節 計画の推進体制
１ 県

県は，茨城県保健医療計画（平成３０（２０１８）～３５（２０２３）年度までの６年間）を推進する

ため，各分野に設置している専門委員会や協議会等を活用して，施策の実施状況等について

必要な協議を行います。

また，二次保健医療圏域ごとに保健・医療・福祉関係者，行政関係者，住民代表等で組織

している「保健医療福祉協議会」を開催して広く意見を聴取し，関係者の協力を得て本計画

を推進します。

さらに，構想区域（二次保健医療圏と同一）ごとに，医療関係団体や基幹病院，市町村，

住民代表等で組織している「地域医療構想調整会議」を開催して，医療機能の分化・連携等

など，各構想区域における地域医療構想の実現に向けた協議を行います。

県は，本計画の目標の達成状況など計画全体の進行管理を行うとともに，本県の医療提供

体制の確保に関する重要事項については，「茨城県医療審議会」に諮りながら本計画を推進

します。

２ 市町村及び医療関係団体等
� 本計画を推進するためには，住民に一番近い存在である市町村の協力が必要不可欠です。

市町村は，県及び保健所と連携し，初期救急医療体制の確保，保健指導，福祉サービス

など保健医療福祉の充実に努め，本計画の推進に協力します。

� 医師会，歯科医師会，薬剤師会及び看護協会等の医療関係団体などは，茨城県医療審議

会等に参画するとともに，医療連携体制の構築を進めるなど，本計画の推進に協力します。
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第２節 関係者の役割
本計画（地域医療構想を含む。）を推進していくためには，この計画の基本的な方向や施策

について，県のほか，県民，保健・医療機関，関係団体，市町村等がそれぞれの役割を認識し，

相互に連携を図りつつ，主体的に保健・医療分野の取組みを進めることが必要です。

① 県民の役割

ア 「自らの健康は自分で守る」という視点に立ち，規則正しい生活習慣を身につけるこ

と，定期的に健康診査を受け健診結果を理解し病気の発症予防と早期発見に努めること

は勿論，さらに，病気に罹った場合には，病状を正しく理解し，治療していくことが求

められています。

イ 医療への理解に努めるとともに，安全で質が高く，効率的な医療の実現に関心を持ち，

地域の医療の体制づくりに参加していくことが期待されます。

② 医療機関の役割

ア 県民の身近な存在である診療所の医師・歯科医師は，かかりつけ医（歯科医）として，

適切に医療・健康相談を受け付け，必要があれば専門医の紹介に努めると共に，インフ

ォームド・コンセントの充実など，医師と患者の信頼関係を確立していくことが求めら

れます。

イ 病院は，地域医療体制のネットワークをめざす観点から，地域において患者の視点に

立った医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を進めるとともに，医療事故の

防止や診療情報の提供に努め，良質で安全な医療の提供を推進することが求められます。

③ 薬局の役割

薬局は，医薬分業により，地域住民のかかりつけ薬局として，病院や診療所と連携し，

重複投薬や薬剤の相互作用による副作用の未然防止，患者への処方内容の開示及び服用や

薬剤についての適切な情報提供など，安全で適切な医薬品の提供を推進することが求めら

れます。

④ 保健医療関係団体（医師，歯科医師，薬剤師，看護師関係団体など）の役割

保健医療関係団体は，医療機関や県，市町村等と連携して，かかりつけ医（歯科医），

地域医療連携，かかりつけ薬局，医薬分業などを推進することにより，県民の健康づくり

に対して支援するとともに医療従事者の資質向上に努めるなど，各種保健医療事業に取り

組むことが期待されます。
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⑤ 行政機関の役割

ア 市町村は，住民に最も身近な行政主体として，住民ニーズを的確に把握し，地域の実

情に応じた初期救急医療体制の整備や医療と連携した保健，福祉サービスの提供などに

努めることが求められます。また，公立病院・診療所の運営を行う市町村は，果たすべ

き公的役割を検証しながら，適切な医療を提供するとともに，新公立病院改革ガイドラ

インを踏まえた適切な対応が求められます。

イ 県は，保健医療関係機関や県民に広く計画の内容を周知し，計画の進捗状況や県民ニー

ズを的確に把握しながら，安全で質が高く，効率的な医療を提供するための施策に積極

的に取り組むことが求められます。
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第３節 評価と見直し
� 本計画については，毎年度，茨城県医療審議会において，進捗状況を確認し，計画の推

進に努めます。また，分野ごとに設置している専門委員会や協議会，あるいは二次保健医

療圏ごとに保健・医療・福祉関係者，行政関係者，住民代表等で組織している「保健医療

福祉協議会」や構想区域（二次保健医療圏と同一）ごとに，医療関係団体や基幹病院，市

町村，住民代表等で組織している「地域医療構想調整会議」を活用し，計画推進のため，

評価体制の強化を図ります。

� 特に，５疾病・５事業及び在宅医療については，現状の把握や課題の抽出，課題を解決

するにあたっての数値目標の設定とその目標を達成するための施策等を策定など，計画の

実効性を一層高めるための政策循環の仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を強化します。

※ＰＤＣＡ：ｐｌａｎ（計画）－ｄｏ（実行）－ｃｈｅｃｋ（評価）－ａｃｔｉｏｎ（改

善）

� 本計画の目標達成状況について，調査，分析及び評価を行い，必要があると認めたとき

は計画の見直しを行います。

なお，在宅医療その他必要な事項については，３年ごとに調査，分析評価を行い，必要

がある場合計画を変更するものとします。
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１ 基準病床数の算定方法
� 療養病床及び一般病床（各二次医療圏ごとに算定）

� 精神病床（全県を区域として算定）
（平成３２年度末推計入院患者数※１＋県外からの流入患者数－県外施設への流出患者数）

病床利用率※２

※１：厚生労働省で開発した推計式に基づき，�地域移行を促す基盤整備量（ ＝０�８５）�治療抵抗性統合失調症治療薬

の普及（ ＝０�９６）�認知症施策の推進（ ＝０�９８）による政策効果をそれぞれ係数化し，推計式にあてはめ算出

※２：病床利用率は告示で０�９５

� 結核病床
結核の予防及び結核患者に対する適正な医療の提供を図るため必要なものとして都道府

県知事が定める数

� 感染症病床
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき厚生労働大臣

の指定を受けている特定感染症指定医療機関の感染症病床，並びに知事の指定を受けてい
る第一種及び第二種感染症指定医療機関の感染症病床の数を合算した数を基準として都道
府県知事が定める数
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２ 基準病床数と既存病床数
（単位：床）

病 床 区 分
基準病床数

Ａ

既存病床数
（Ｈ３０�４�１）

Ｂ

過不足
Ｂ－Ａ

療

養

病

床

及

び

一

般

病

床

水戸保健医療圏 ３�９００ ４�９７９ １�０７９

日立保健医療圏 １�６６７ ２�４９３ ８２６

常陸太田
・ひたちなか保健医療圏

２�０４８ ２�１４２ ９４

鹿行保健医療圏 １�０２１ １�７５８ ７３７

土浦保健医療圏 １�９０４ １�９８４ ８０

つくば保健医療圏 ２�９０３ ３�３１８ ４１５

取手・竜ケ崎保健医療圏 ３�２４２ ３�７６９ ５２７

筑西・下妻保健医療圏 １�１３４ ２�１５３ １�０１９

古河・坂東保健医療圏 １�３３２ １�５４９ ２１７

計 １９�１５１ ２４�１４５ ４�９９４

精神病床（県全域） ５�７０５ ７�３３２ １�６２７

結核病床（県全域） ５６ １２８ ７２

感染症病床（県全域） ４８ ４８ ０
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３ 入院（療養病床及び一般病床）患者受療動向

■二次保健医療圏別入院患者数，入院自足率
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■入院（療養病床及び一般病床）患者の受療動向

資料編

３５８



４ 外来患者受療動向

■二次保健医療圏別外来患者数，外来自足率
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■外来患者の受療動向
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３
０
�５
（
２
４
）
３
０
�０

３
５
７
１
３
�２
（
１
４
）
１
２
�５

４
６
５
１
７
�２
（
２
７
）
１
７
�５

１
３
７

５
�５
４
１
５
�２
（
２
１
）
５
�０

１
７

３
３

１
�５
１
０
１
�４
（
２
６
）

１
�４

△
１
�５
９
５

△
０
� ５

△
０
�２

７
１
５

３
１
�８
１
８
２
８
�６
（
２
２
）
２
９
�１

３
０
６
１
２
�３
（
２
２
）
１
２
�３

４
０
９
１
６
�４
（
２
６
）
１
６
�７

１
１
３

５
�１
４
９
４
�６
（
３
１
）
４
�８

１
８

３
２

１
�４
４
４
１
�３
（
２
５
）

１
�３

△
９
３
３

△
０
�３

０
�１

７
４
４

３
０
�９
１
１
２
８
�８
（
１
９
）
２
７
�５

３
１
８
１
２
�３
（
１
８
）
１
１
�９

４
２
６
１
６
�５
（
１
９
）
１
５
�６

１
１
６

５
�１
０
０
４
�６
（
２
７
）
４
�７

１
９

４
５

１
�４
３
４
１
�８
（
６
）

１
�３

△
１
�４
１
５

△
０
�５

△
０
�１

７
１
９

２
９
�３
１
３
２
８
�１
（
１
６
）
２
６
�２

３
３
３
１
３
�０
（
１
３
）
１
１
�７

３
８
６
１
５
�１
（
２
０
）
１
４
�５

１
３
９

４
�９
０
６
５
�６
（
４
）
４
�５

２
０

２
９

１
�３
３
１
１
�２
（
２
４
）

１
�２

△
２
�８
７
４

△
１
�０

△
０
�４

６
９
１

２
８
�１
７
７
２
７
�３
（
１
６
）
２
５
�２

２
９
５
１
１
�７
（
１
７
）
１
１
�３

３
９
６
１
５
�７
（
１
４
）
１
３
�９

１
１
９

４
�７
２
０
４
�８
（
１
１
）
４
�３

２
１

２
２

１
�２
５
４
０
�９
（
３
９
）

１
�２

△
３
�５
９
８

△
１
�２

△
０
�６

６
３
１

２
７
�０
０
５
２
５
�４
（
２
０
）
２
４
�６

２
７
１
１
０
�９
（
２
７
）
１
１
�１

３
６
０
１
４
�５
（
１
９
）
１
３
�５

９
５

４
�５
１
９
３
�９
（
３
４
）
４
�２

２
２

３
７

１
�１
６
７
１
�５
（
５
）

１
�１

△
４
�６
２
６

△
１
�６

△
１
�０

６
０
０

２
６
�５
６
０
２
４
�４
（
２
３
）
２
４
�２

２
６
１
１
０
�６
（
３
２
）
１
１
�２

３
３
９
１
３
�８
（
１
９
）
１
３
�０

１
１
２

４
�５
１
５
４
�７
（
９
）
４
�２

２
３

２
５

１
�１
４
７
１
�１
（
２
１
）

１
�１

△
６
�６
９
１

△
２
�３

△
１
�６

５
５
８

２
５
�７
５
１
２
３
�５
（
２
６
）
２
３
�９

２
５
３
１
０
�６
（
３
０
）
１
１
�１

３
０
５
１
２
�８
（
２
２
）
１
２
�８

９
４

４
�３
１
５
４
�０
（
３
３
）
４
�１

２
４

２
５

１
�０
６
５
１
�１
（
１
９
）

１
�０

△
７
�１
１
３

△
２
�４

△
１
�７

５
７
７

２
４
�８
０
０
２
４
�６
（
２
０
）
２
３
�４

２
７
４
１
１
�７
（
１
２
）
１
０
�８

３
０
４
１
２
�９
（
２
３
）
１
２
�６

１
１
０

４
�１
３
３
４
�８
（
７
）
４
�０

２
５

３
２

１
�０
２
６
１
�４
（
７
）

１
�０

△
８
�０
１
０

△
２
�８

△
１
�９

５
３
８

２
４
�１
０
２
２
３
�５
（
１
８
）
２
２
�９

２
３
８
１
０
�４
（
２
１
）
１
０
�４

３
０
０
１
３
�１
（
１
７
）
１
２
�５

９
５

３
�８
６
２
４
�２
（
１
３
）
３
�７

２
６

３
１

９
５
２
１
�４
（
４
）

０
�９

△
８
�４
６
８

△
２
�９

△
２
�１

４
９
１

２
３
�５
２
４
２
２
�０
（
２
９
）
２
２
�９

２
３
９
１
０
�７
（
２
２
）
１
０
�６

２
５
２
１
１
�３
（
２
９
）
１
２
�３

９
７

３
�７
５
０
４
�４
（
７
）
３
�７

２
７

２
１

９
０
２
１
�０
（
２
１
）

０
�９

△
９
�３
２
５

△
３
�２

△
２
�３

４
８
９

２
２
�６
１
７
２
２
�０
（
２
２
）
２
２
�０

２
４
９
１
１
�２
（
１
８
）
１
０
�６

２
４
０
１
０
�８
（
２
９
）
１
１
�４

９
１

３
�７
２
８
４
�２
（
１
３
）
３
�７

２
８

２
１

８
７
４
１
�０
（
１
７
）

０
�９
△
１
０
�５
３
６

△
３
�７

△
２
�６

４
２
３

２
０
�９
３
４
１
９
�９
（
３
４
）
２
１
�０

２
０
８
９
�８
（
２
９
）
１
０
�１

２
１
５
１
０
�１
（
３
１
）
１
０
�９

８
３

３
�５
１
６
４
�０
（
１
１
）
３
�６

※
１
出
産
千
対
は
，（
出
生
数
＋
死
産
数
）
千
対

※
２
出
産
千
対
は
、（
出
生
数
＋
妊
娠
満
２２
週
以
後
の
死
産
）
千
対
。
平
成
６
年
ま
で
は
、
出
生
千
対
。

資料編

３６２



年
次

昭
和
１
０
１
５
２
０
２
５
３
０
３
５
４
０
４
５
５
０
５
１
５
２
５
３
５
４
５
５
５
６
５
７
５
８
５
９
６
０
６
１
６
２
６
３

平
成
元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １
０
１
１
１
２
１
３
１
４
１
５
１
６
１
７
１
８
１
９
２
０
２
１
２
２
２
３
２
４
２
５
２
６
２
７
２
８

妊
娠
２２
週
以
後
の
死
産（
再
掲
）※
３

実
数

茨
城 ･･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

１
�６
４
４

１
�３
３
３
８
７
６
６
５
９
４
８
１
４
１
８
４
２
８
３
８
１
３
６
２
３
２
８
２
９
５
２
８
５
２
５
２
２
４
１
２
２
９
１
７
７
２
０
３
１
７
２
１
２
３
１
２
０
１
０
２
９
５
１
１
４
１
０
３
１
７
３
１
８
８
１
４
６
１
４
５
１
４
８
１
１
７
１
５
２
１
２
５
１
３
０
１
１
９
９
０
９
０
９
７
１
０
０
７
８
８
４
７
６
９
１
７
０
７
２
７
３
７
０

妊
娠
２２
週
以
後
の
死
産
率

（
出
産
千
対
）※
２

茨
城

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

３
６
�９
３
７
�４
２
４
�７
１
７
�１
１
１
�９
１
０
�６
１
１
�１
１
０
�０
９
�７
９
�０
８
�３
８
�０
７
�１
６
�８
６
�８
５
�４
６
�４
５
�６
４
�２
４
�２
３
�５
３
�３
４
�０
３
�５
６
�１
６
�５
５
�１
５
�０
５
�２
４
�１
５
�４
４
�６
４
�９
４
�５
３
�７
３
�６
３
�９
４
�０
３
�２
３
�５
３
�３
４
�０
３
�１
３
�３
３
�４
３
�３

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（
８
）

（
１
）

（
２
）

（
２
０
）

（
１
０
）

（
２
４
）

（
３
２
）

（
６
）

（
１
５
）

（
１
０
）

（
２
）

（
２
２
）

（
１
７
）

（
８
）

（
３
３
）

（
３
）

（
１
６
）

（
３
）

（
１
０
）

（
３
１
）

（
２
４
）

（
１
４
）

（
８
）

（
２
９
）

（
１
６
）

（
２
９
）

（
６
）

（
１
４
）

（
１
４
）

（
１
３
）

（
１
１
）

全
国
･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

３
０
�８
３
０
�８
２
１
�９
１
５
�０
１
０
�７
９
�７
９
�１
８
�５
８
�３
７
�８
７
�１
６
�８
６
�３
５
�９
５
�４
５
�０
４
�６
４
�４
４
�１
３
�８
３
�６
３
�５
３
�３
３
�３
５
�５
５
�２
５
�０
４
�８
４
�７
４
�５
４
�３
４
�３
４
�１
３
�９
３
�８
３
�７
３
�５
３
�４
３
�４
３
�４
３
�３
３
�２
３
�０
３
�０
３
�０
２
�９

早
期
新
生
児
死
亡（
再
掲
）

実
数

茨
城
･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

７
５
７
５
７
０
３
５
４
２
９
４
２
４
２
２
２
６
２
０
２
２
０
０
２
０
１
１
９
４
１
８
９
１
６
１
１
５
３
１
４
０
１
０
２
９
２
７
１
６
１
６
２
４
８
４
９
４
９
４
８
４
５
５
１
４
４
３
４
３
１
３
１
３
２
３
４
２
９
３
０
１
８
２
３
２
６
４
２
１
９
１
７
２
８
１
８
１
９
２
５
２
５
１
８
１
３

早
期
新
生
児
死
亡
率

（
出
生
千
対
）

茨
城

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

１
７
�０
１
６
�０
１
０
�０
７
�６
６
�０
５
�７
５
�２
５
�３
５
�４
５
�３
５
�３
４
�５
４
�３
４
�０
３
�０
２
�８
２
�２
２
�０
２
�１
１
�７
１
�７
１
�７
１
�７
１
�５
１
�８
１
�５
１
�２
１
�１
１
�１
１
�１
１
�２
１
�１
１
�１
０
�７
０
�９
１
�０
１
�７
０
�８
０
�７
１
�２
０
�８
０
�８
１
�１
１
�１
０
�８
０
�６

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（
２
９
）

（
２
９
）

（
３
３
）

（
１
６
）

（
３
２
）

（
２
９
）

（
２
５
）

（
２
６
）

（
３
１
）

（
１
３
）

（
２
３
）

（
３
６
）

（
４
４
）

（
３
６
）

（
３
４
）

（
２
２
）

（
３
１
）

（
２
７
）

（
４
０
）

（
２
９
）

（
２
０
）

（
３
）

（
２
８
）

（
３
４
）

（
６
）

（
２
１
）

（
２
０
）

（
６
）

（
３
）

（
９
）

（
２
９
）

全
国 ･･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

１
３
�１
１
０
�６
８
�２
６
�６
５
�４
５
�１
４
�９
４
�５
４
�２
３
�９
３
�７
３
�３
３
�０
２
�９
２
�６
２
�３
２
�３
２
�１
１
�９
１
�９
１
�８
１
�８
１
�７
１
�７
１
�５
１
�４
１
�４
１
�４
１
�３
１
�３
１
�２
１
�２
１
�２
１
�１
１
�０
１
�０
１
�０
０
�９
０
�８
０
�８
０
�８
０
�８
０
�７
０
�７
０
�７
０
�７

婚
姻

実
数

茨
城
１
２
�１
８
１

１
３
�９
１
０
･
･
･

１
５
�７
０
４

１
４
�６
８
４

１
６
�３
２
６

１
７
�０
０
２

１
９
�５
３
７

１
８
�９
０
２

１
７
�９
７
８

１
７
�３
３
１

１
６
�６
７
３

１
７
�０
０
８

１
６
�８
０
３

１
７
�０
２
５

１
７
�２
９
２

１
６
�８
９
８

１
６
�１
５
０

１
５
�８
３
２

１
５
�１
４
８

１
４
�８
８
４

１
５
�４
９
１

１
５
�２
８
１

１
５
�４
８
７

１
６
�４
８
６

１
６
�６
８
９

１
７
�５
３
０

１
７
�７
４
９

１
７
�５
１
９

１
７
�５
５
８

１
７
�５
５
３

１
７
�５
８
０

１
７
�３
４
０

１
８
�３
７
８

１
８
�０
１
３

１
７
�２
４
６

１
６
�６
２
２

１
５
�９
２
２

１
５
�５
３
４

１
６
�０
２
９

１
５
�５
８
２

１
５
�８
６
６

１
５
�２
８
６

１
５
�０
４
４

１
４
�３
８
１

１
４
�４
７
７

１
４
�３
２
３

１
３
�８
０
０

１
３
�４
９
８

１
３
�２
０
１

全
国

５
５
６
�７
５
０

６
６
６
�５
７
５
･
･
･

７
１
５
�０
８
１

７
１
４
�８
６
１

８
６
６
�１
１
５

９
５
４
�８
５
２

１
�０
２
９
�４
０
５

９
４
１
�６
２
８

８
７
１
�５
４
３

８
２
１
�０
２
９

７
９
３
�２
５
７

７
８
８
�５
０
５

７
７
４
�７
０
２

７
７
６
�５
３
１

７
８
１
�２
５
２

７
６
２
�５
５
２

７
３
９
�９
９
１

７
３
５
�８
５
０

７
１
０
�９
６
２

６
９
６
�１
７
３

７
０
７
�７
１
６

７
０
８
�３
１
６

７
２
２
�１
３
８

７
４
２
�２
６
４

７
５
４
�４
４
１

７
９
２
�６
５
８

７
８
２
�７
３
８

７
９
１
�８
８
８

７
９
５
�０
８
０

７
７
５
�６
５
１

７
８
４
�５
９
５

７
６
２
�０
２
８

７
９
８
�１
３
８

７
９
９
�９
９
９

７
５
７
�３
３
１

７
４
０
�１
９
１

７
２
０
�４
１
７

７
１
４
�２
６
５

７
３
０
�９
７
１

７
１
９
�８
２
２

７
２
６
�１
０
６

７
０
７
�７
３
４

７
０
０
�２
１
４

６
６
１
�８
９
５

６
６
８
�８
６
９

６
６
０
�６
１
３

６
４
３
�７
４
９

６
３
５
�１
５
６

６
２
０
�５
３
１

婚
姻
率（
人
口
千
対
）

茨
城

７
�９
８
�６ ･･
･

７
�７
７
�１
８
�０
８
�３
９
�１
８
�１
７
�６
７
�２
６
�８
６
�８
６
�６
６
�６
６
�６
６
�４
６
�０
５
�８
５
�５
５
�４
５
�６
５
�４
５
�５
５
�８
５
�８
６
�０
６
�１
６
�０
６
�０
５
�９
５
�９
５
�８
６
�２
６
�１
５
�８
５
�６
５
�４
５
�３
５
�５
５
�３
５
�４
５
�２
５
�１
４
�９
５
�０
４
�９
４
�８
４
�７
４
�６

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（
４
５
）

（
３
２
）

（
２
２
）

（
１
８
）

（
１
８
）

（
１
５
）

（
１
２
）

（
１
４
）

（
１
３
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
０
）

（
１
０
）

（
１
８
）

（
２
４
）

（
２
６
）

（
２
１
）

（
１
６
）

（
１
９
）

（
２
１
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
８
）

（
１
６
）

（
２
０
）

（
２
２
）

（
１
７
）

（
２
０
）

（
１
６
）

（
１
４
）

（
１
６
）

（
１
４
）

（
１
６
）

（
１
８
）

（
２
０
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
８
）

（
１
８
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
１
９
）

（
１
８
）

（
２
０
）

（
２
２
）

（
２
０
）

全
国
８
�０
９
�３ ･･
･

８
�６
８
�０
９
�３
９
�７
１
０
�０
８
�５
７
�８
７
�２
６
�９
６
�８
６
�７
６
�６
６
�６
６
�４
６
�２
６
�１
５
�９
５
�７
５
�８
５
�８
５
�９
６
�０
６
�１
６
�４
６
�３
６
�４
６
�４
６
�２
６
�３
６
�１
６
�４
６
�４
６
�０
５
�９
５
�７
５
�７
５
�８
５
�７
５
�８
５
�６
５
�５
５
�２
５
�３
５
�３
５
�１
５
�１
５
�０

平
均
初
婚
年
齢

茨
城

夫
２
７
�３
２
８
�５ ･･
･

２
５
�４
２
６
�１
２
６
�８
２
７
�０
２
６
�９
２
６
�９ ･･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

２
７
�７
２
７
�８
２
７
�９
２
７
�９
２
７
�９
２
８
�１
２
８
�３
２
８
�２
２
８
�３
２
８
�３
２
８
�３
２
８
�３
２
８
�２
２
８
�３
２
８
�４
２
８
�３
２
８
�４
２
８
�３
２
８
�４
２
８
�５
２
８
�６
２
８
�８
２
９
�０
２
９
�３
２
９
�４
２
９
�７
２
９
�８
２
９
�９
３
０
�１
３
０
�２
３
０
�４
３
０
�６
３
０
�６
３
０
�７
３
０
�８
３
０
�８
３
１
�１

妻
２
４
�０
２
４
�８ ･･
･

２
１
�７
２
３
�９
２
４
�４
２
４
�４
２
４
�０
２
４
�４ ･･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

２
４
�９
２
５
�０
２
５
�１
２
５
�１
２
５
�２
２
５
�３
２
５
�４
２
５
�５
２
５
�６
２
５
�６
２
５
�７
２
５
�７
２
５
�７
２
５
�８
２
５
�９
２
６
�０
２
６
�２
２
６
�２
２
６
�４
２
６
�５
２
６
�６
２
６
�８
２
７
�０
２
７
�３
２
７
�４
２
７
�６
２
７
�７
２
７
�８
２
８
�１
２
８
�２
２
８
�５
２
８
�６
２
８
�８
２
８
�９
２
９
�０
２
９
�１
２
９
�１

全
国

夫
２
７
�８
２
９
�０ ･･
･

２
５
�９
２
６
�６
２
７
�２
２
７
�２
２
６
�９
２
７
�０
２
７
�２
２
７
�４
２
７
�６
２
７
�７
２
７
�８
２
７
�９
２
８
�０
２
８
�０
２
８
�１
２
８
�２
２
８
�３
２
８
�４
２
８
�４
２
８
�５
２
８
�４
２
８
�４
２
８
�４
２
８
�４
２
８
�５
２
８
�５
２
８
�５
２
８
�５
２
８
�６
２
８
�７
２
８
�８
２
９
�０
２
９
�１
２
９
�４
２
９
�６
２
９
�８
３
０
�０
３
０
�１
３
０
�２
３
０
�４
３
０
�５
３
０
�７
３
０
�８
３
０
�９
３
１
�１
３
１
�１
３
１
�１

妻
２
３
�８
２
４
�６ ･･
･

２
３
�０
２
３
�８
２
４
�４
２
４
�５
２
４
�２
２
４
�７
２
４
�９
２
５
�０
２
５
�１
２
５
�２
２
５
�２
２
５
�３
２
５
�３
２
５
�４
２
５
�４
２
５
�５
２
５
�６
２
５
�７
２
５
�８
２
５
�８
２
５
�９
２
５
�９
２
６
�０
２
６
�１
２
６
�２
２
６
�３
２
６
�４
２
６
�６
２
６
�７
２
６
�８
２
７
�０
２
７
�２
２
７
�４
２
７
�６
２
７
�８
２
８
�０
２
８
�２
２
８
�３
２
８
�５
２
８
�６
２
８
�８
２
９
�０
２
９
�２
２
９
�３
２
９
�４
２
９
�４
２
９
�４

離
婚

実
数

茨
城 ７
２
５
７
２
９
･
･
･

１
�２
３
０

１
�０
４
６
９
９
６
９
５
５

１
�３
５
８

１
�８
８
８

１
�８
９
５

１
�９
５
８

２
�１
２
８

２
�２
５
９

２
�３
１
５

２
�６
９
１

２
�８
１
８

３
�１
０
９

３
�１
１
２

３
�１
０
２

２
�９
４
８

２
�８
６
７

２
�７
８
１

２
�９
３
２

３
�０
１
４

３
�１
８
２

３
�４
３
０

３
�８
７
２

３
�９
２
３

４
�２
４
９

４
�３
５
４

４
�８
８
１

５
�０
９
９

５
�５
１
８

５
�８
３
４

６
�３
０
１

６
�５
３
４

６
�２
８
５

６
�０
０
４

５
�８
３
３

５
�８
７
７

５
�８
２
４

５
�８
５
３

５
�６
２
７

５
�６
９
３

５
�０
７
９

５
�２
６
１

５
�０
４
７

４
�９
５
５

５
�１
９
０

４
�８
１
６

全
国

４
８
�５
２
８

４
８
�５
５
６
･
･
･

８
３
�６
８
９

７
５
�２
６
７

６
９
�４
１
０

７
７
�１
９
５

９
５
�９
３
７

１
１
９
�１
３
５

１
２
４
�５
１
２

１
２
９
�４
８
５

１
３
２
�１
４
６

１
３
５
�２
５
０

１
４
１
�６
８
９

１
５
４
�２
２
１

１
６
３
�９
８
０

１
７
９
�１
５
０

１
７
８
�７
４
６

１
６
６
�６
４
０

１
６
６
�０
５
４

１
５
８
�２
２
７

１
５
３
�６
０
０

１
５
７
�８
１
１

１
５
７
�６
０
８

１
６
８
�９
６
９

１
７
９
�１
９
１

１
８
８
�２
９
７

１
９
５
�１
０
６

１
９
９
�０
１
６

２
０
６
�９
５
５

２
２
２
�６
３
５

２
４
３
�１
８
３

２
５
０
�５
２
９

２
６
４
�２
４
６

２
８
５
�９
１
１

２
８
９
�８
３
６

２
８
３
�８
５
４

２
７
０
�８
０
４

２
６
１
�９
１
７

２
５
７
�４
７
５

２
５
４
�８
３
２

２
５
１
�１
３
６

２
５
３
�３
５
３

２
５
１
�３
７
８

２
３
５
�７
１
９

２
３
５
�４
０
６

２
３
１
�３
８
３

２
２
２
�１
０
７

２
２
６
�２
１
５

２
１
６
�７
９
８

離
婚
率（
人
口
千
対
）

茨
城

０
�４
７

０
�４
５
･
･
･

０
�６
４

０
�５
１

０
�４
９

０
�４
６

０
�６
３

０
�８
１

０
�８
０

０
�８
１

０
�８
７

０
�９
０

０
�９
１

１
�０
４

１
�０
７

１
�１
７

１
�１
６

１
�１
４

１
�０
８

１
�０
４

１
�０
０

１
�０
４

１
�０
６

１
�１
１

１
�１
９

１
�３
３

１
�３
４

１
�４
５

１
�４
８

１
�６
５

１
�７
２

１
�８
６

１
�９
７

２
�１
３

２
�２
１

２
�１
３

２
�０
４

１
�９
９

２
�０
０

１
�９
９

２
�０
０

１
�９
３

１
�９
４

１
�７
４

１
�８
１

１
�７
４

１
�７
２

１
�８
０

１
�６
８

･
･
･

･
･
･

･
･
･

･
･
･

（
４
６
）

（
４
３
）

（
４
５
）

（
４
２
）

（
４
１
）

（
４
２
）

（
４
２
）

（
３
９
）

（
３
８
）

（
４
１
）

（
３
７
）

（
３
７
）

（
３
７
）

（
３
７
）

（
３
４
）

（
３
８
）

（
３
８
）

（
３
８
）

（
３
６
）

（
３
４
）

（
３
４
）

（
３
４
）

（
２
９
）

（
３
４
）

（
２
７
）

（
２
９
）

（
２
１
）

（
３
０
）

（
２
３
）

（
２
４
）

（
２
７
）

（
２
１
）

（
２
８
）

（
２
８
）

（
２
６
）

（
２
０
）

（
２
０
）

（
１
５
）

（
２
９
）

（
２
６
）

（
３
２
）

（
２
３
）

（
３
０
）

（
２
４
）

（
１
３
）

（
２
０
）

全
国

０
�７
０

０
�６
８
･
･
･

１
�０
１

０
�８
４

０
�７
４

０
�７
９

０
�９
３

１
�０
７

１
�１
１

１
�１
４

１
�１
５

１
�１
７

１
�２
２

１
�３
２

１
�３
９

１
�５
１

１
�５
０

１
�３
９

１
�３
７

１
�３
０

１
�２
６

１
�２
９

１
�２
８

１
�３
７

１
�４
５

１
�５
２

１
�５
７

１
�６
０

１
�６
６

１
�７
８

１
�９
４

２
�０
０

２
�１
０

２
�２
７

２
�３
０

２
�２
５

２
�１
５

２
�０
８

２
�０
４

２
�０
２

１
�９
９

２
�０
１

１
�９
９

１
�８
７

１
�８
７

１
�８
４

１
�７
７

１
�８
１

１
�７
３

※
２
出
産
千
対
は
、（
出
生
数
＋
妊
娠
満
２２
週
以
後
の
死
産
）
千
対
。
平
成
６
年
ま
で
は
、
出
生
千
対
。

※
３
平
成
６
年
ま
で
は
、
妊
娠
満
２８
週
以
後
の
死
産
の
数
。

資料編

３６３



二
次
保
健
医
療
圏
別

県
合

計
水

戸
保

健
医

療
圏

日
立

保
健

医
療

圏
常
陸
太
田
・
ひ
た
ち
な
か
保
健
医
療
圏

鹿
行

保
健

医
療

圏
土

浦
保

健
医

療
圏

つ
く
ば
保
健

医
療

圏
取
手
・
竜
ケ
崎
保
健
医
療
圏

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏

古
河
・
坂
東
保
健
医
療
圏

日
本
人
人
口

２�
８６
１�
００
０

４５
９�
４６
２

２５
３�
９０
５

３５
６�
７３
８

２６
７�
６４
７

２５
２�
８２
８

３２
５�
２６
０

４５
７�
１６
９

２５
６�
９２
３

２２
３�
３５
１

出
生

総
数

２０
�８
７８

３�
６３
２

１�
５１
８

２�
４８
９

２�
００
１

１�
７９
１

３�
１３
２

３�
０６
４

１�
６８
５

１�
５６
６

男 １０
�７
１０

１�
８９
９
７３
６

１�
２５
５

１�
０４
８
９３
４

１�
６２
４

１�
５７
７
８７
１
７６
６

女 １０
�１
６８

１�
７３
３
７８
２

１�
２３
４
９５
３
８５
７

１�
５０
８

１�
４８
７
８１
４
８０
０

出
生
率

（
人
口
千
対
）

７�
３
７�
９
６�
０
７�
０
７�
５
７�
１
９�
６
６�
７
６�
６
７�
０

出
生
の
性
比

（
女
１０
０
）

１０
５�
３

１０
９�
６

９４
�１

１０
１�
７

１１
０�
０

１０
９�
０

１０
７�
７

１０
６�
１

１０
７�
０

９５
�８

死
亡

総
数

３１
�４
１４

５�
１０
３

３�
００
０

４�
０９
０

３�
０４
２

２�
９６
６

２�
８９
１

４�
５０
２

３�
２４
３

２�
５７
７

男 １６
�３
３７

２�
５９
７

１�
５６
６

２�
０４
２

１�
６２
５

１�
５８
２

１�
４６
１

２�
４１
９

１�
６８
７

１�
３５
８

女 １５
�０
７７

２�
５０
６

１�
４３
４

２�
０４
８

１�
４１
７

１�
３８
４

１�
４３
０

２�
０８
３

１�
５５
６

１�
２１
９

死
亡
率

（
人
口
千
対
）

１１
�０
１１
�１
１１
�８
１１
�５
１１
�４
１１
�７ ８�
９
９�
８

１２
�６
１１
�５

二
次
保
健
医
療
圏
別

県
合

計
水

戸
保

健
医

療
圏

日
立

保
健

医
療

圏
常
陸
太
田
・
ひ
た
ち
な
か
保
健
医
療
圏

鹿
行

保
健

医
療

圏
土

浦
保

健
医

療
圏

つ
く
ば
保
健

医
療

圏
取
手
・
竜
ケ
崎
保
健
医
療
圏

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏

古
河
・
坂
東
保
健
医
療
圏

自
然

増

総
数

△
１０
�５
３６

△
１�
４７
１

△
１�
４８
２

△
１�
６０
１

△
１�
０４
１

△
１�
１７
５
２４
１

△
１�
４３
８

△
１�
５５
８

△
１�
０１
１

男 △
５�
６２
７

△
６９
８

△
８３
０

△
７８
７

△
５７
７

△
６４
８
１６
３

△
８４
２

△
８１
６

△
５９
２

女 △
４�
９０
９

△
７７
３

△
６５
２

△
８１
４

△
４６
４

△
５２
７ ７８

△
５９
６

△
７４
２

△
４１
９

自
然
増
加
率

（
人
口
千
対
）

△
３�
７

△
３�
２

△
５�
８

△
４�
５

△
３�
９

△
４�
６
０�
７

△
３�
１

△
６�
１

△
４�
５

乳
児
死

亡

総
数

４０ ４ ４ ９ ４ ３ ５ ３ ６ ２

男

１３ １ ２ ２ １ １ ２ ２ ２ －

女

２７ ３ ２ ７ ３ ２ ３ １ ４ ２

乳
児
死
亡
率

（
出
生
千
対
）

１�
９
１�
１
２�
６
３�
６
２�
０
１�
７
１�
６
１�
０
３�
６
１�
３

新
生
児
死
亡

総
数

２１ ２ ２ ４ ２ ３ ３ １ ２ ２

新
生
児
死
亡
率

（
出
生
千
対
）

１�
０
０�
６
１�
３
１�
６
１�
０
１�
７
１�
０
０�
３
１�
２
１�
３

二
次
保
健
医
療
圏
別

県
合

計
水

戸
保

健
医

療
圏

日
立

保
健

医
療

圏
常
陸
太
田
・
ひ
た
ち
な
か
保
健
医
療
圏

鹿
行

保
健

医
療

圏
土

浦
保

健
医

療
圏

つ
く
ば
保
健

医
療

圏
取
手
・
竜
ケ
崎
保
健
医
療
圏

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏

古
河
・
坂
東
保
健
医
療
圏

死
産

総
数

実
数

４２
３ ７０ ３１ ５４ ４９ ４０ ４８ ６６ ４２ ２３

死
産
率

（
出
産
千
対
）

１９
�９
１８
�９
２０
�０
２１
�２
２３
�９
２１
�８
１５
�１
２１
�１
２４
�３
１４
�５

自
然
死
産

実
数

２０
８ ３７ １９ ２７ ２８ １８ ２３ ３０ １４ １２

自
然
死
産
率

（
出
産
千
対
）

９�
８

１０
�０
１２
�３
１０
�６
１３
�７ ９�
８
７�
２
９�
６
８�
１
７�
６

人
工
死
産

実
数

２１
５ ３３ １２ ２７ ２１ ２２ ２５ ３６ ２８ １１

人
工
死
産
率

（
出
産
千
対
）

１０
�１ ８�
９
７�
７

１ ０
�６
１０
�２
１２
�０ ７�
９

１１
�５
１６
�２ ６�
９

周
産
期
死
亡

総
数

８３ １１ ７ １０ １４ ８ １２ ９ ７ ５

妊
娠
満
２２
週

以
後
の
死
産 ７０ １０ ５ ７ １３ ７ １１ ８ ６ ３

早
期
新
生
児

死
亡

１３ １ ２ ３ １ １ １ １ １ ２

周
産
期
死
亡
率

（
出
産
千
対
）

４�
０
３�
０
４�
６
４�
０
７�
０
４�
４
３�
８
２�
９
４�
１
３�
２

婚
姻

件
数

１３
�２
０１

２�
３４
７

１�
０１
７

１�
５２
６

１�
２８
５

１�
２８
０

１�
８０
５

１�
９３
７
９９
７

１�
００
７

婚
姻
率

（
人
口
千
対
）

４�
６
５�
１
４�
０
４�
３
４�
８
５�
１
５�
５
４�
２
３�
９
４�
５

離
婚

件
数 ４�
８１
６
７３
０
３７
５
４７
９
５２
０
５２
６
４９
５
７９
１
４５
６
４４
４

離
婚
率

（
人
口
千
対
）

１�
６８
１�
５９
１�
４８
１�
３４
１�
９４
２�
０８
１�
５２
１�
７３
１�
７７
１�
９９

�
二
次
保
健
医
療
圏
別

人
口
動
態
総
覧
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� 二次保健医療圏別 主な死因の死亡数・死亡率（人口１０万対）

※女子人口１０万対の率である。

悪性新生物
食道の
悪性新生物

胃の
悪性新生物

結腸の
悪性新生物

直腸Ｓ状結腸
移行部及び

直腸の悪性新生物二 次 保 健 医 療 圏 別

死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率

県 合 計 ８�７９５ ３０７�４ ２３６ ８�２ １�１８７ ４１�５ ７９１ ２７�６ ４２３ １４�８

水 戸 保 健 医 療 圏 １�４２８ ３１０�８ ４３ ９�４ １９０ ４１�４ １４０ ３０�５ ６７ １４�６

日 立 保 健 医 療 圏 ８９６ ３５２�９ ３３ １３�０ ９６ ３７�８ ７２ ２８�４ ４１ １６�１

常陸太田・ひたちなか保健医療圏 １�１３０ ３１６�８ ３１ ８�７ １５１ ４２�３ １０７ ３０�０ ４４ １２�３

鹿 行 保 健 医 療 圏 ８４２ ３１４�６ ２１ ７�８ １２２ ４５�６ ６１ ２２�８ ４７ １７�６

土 浦 保 健 医 療 圏 ７９０ ３１２�５ １５ ５�９ １０８ ４２�７ ８８ ３４�８ ４７ １８�６

つ く ば 保 健 医 療 圏 ８２４ ２５３�３ １６ ４�９ １１８ ３６�３ ７９ ２４�３ ３９ １２�０

取手・竜ケ崎保健医療圏 １�３３８ ２９２�７ ３９ ８�５ １６５ ３６�１ １１５ ２５�２ ６２ １３�６

筑西・下妻保健医療圏 ８６８ ３３７�８ ２２ ８�６ １３７ ５３�３ ７３ ２８�４ ４５ １７�５

古河・坂東保健医療圏 ６７９ ３０４�０ １６ ７�２ １００ ４４�８ ５６ ２５�１ ３１ １３�９

肝及び肝内胆管の
悪性新生物

胆嚢及びその他の
胆道の悪性新生物

膵の
悪性新生物

気管，気管支及び
肺の悪性新生物

乳房の
悪性新生物二 次 保 健 医 療 圏 別

死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率※

県 合 計 ６２９ ２２�０ ４６７ １６�３ ７５９ ２６�５ １�７１８ ６０�０ ３３５ ２３�３

水 戸 保 健 医 療 圏 ９２ ２０�０ ６５ １４�１ １１３ ２４�６ ２９６ ６４�４ ６９ ２９�６

日 立 保 健 医 療 圏 ６３ ２４�８ ６３ ２４�８ ７７ ３０�３ １６９ ６６�６ ３５ ２７�５

常陸太田・ひたちなか保健医療圏 ７５ ２１�０ ６３ １７�７ １１０ ３０�８ ２２１ ６２�０ ３８ ２１�２

鹿 行 保 健 医 療 圏 ６８ ２５�４ ４０ １４�９ ５９ ２２�０ １７９ ６６�９ ３０ ２２�９

土 浦 保 健 医 療 圏 ５３ ２１�０ ３３ １３�１ ６８ ２６�９ １４７ ５８�１ ３１ ２４�５

つ く ば 保 健 医 療 圏 ５７ １７�５ ４２ １２�９ ７４ ２２�８ １４１ ４３�３ ３６ ２２�４

取手・竜ケ崎保健医療圏 ９６ ２１�０ ７４ １６�２ １４０ ３０�６ ２６４ ５７�７ ４１ １７�８

筑西・下妻保健医療圏 ７０ ２７�２ ５４ ２１�０ ６６ ２５�７ １６０ ６２�３ ２３ １７�８

古河・坂東保健医療圏 ５５ ２４�６ ３３ １４�８ ５２ ２３�３ １４１ ６３�１ ３２ ２８�７

子宮の
悪性新生物

白血病 大腸（再掲）
心疾患

（高血圧性を除く）
脳血管疾患

二 次 保 健 医 療 圏 別

死亡数 死亡率※ 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率 死亡数 死亡率

県 合 計 １４７ １０�２ ２１３ ７�４ １�２１４ ４２�４ ４�８１２ １６８�２ ３�０２８ １０５�８

水 戸 保 健 医 療 圏 ２８ １２�０ ３１ ６�７ ２０７ ４５�１ ７７９ １６９�５ ６０４ １３１�５

日 立 保 健 医 療 圏 １９ １４�９ ２０ ７�９ １１３ ４４�５ ４５８ １８０�４ ３２７ １２８�８

常陸太田・ひたちなか保健医療圏 １７ ９�５ ２７ ７�６ １５１ ４２�３ ７４３ ２０８�３ ３８４ １０７�６

鹿 行 保 健 医 療 圏 １６ １２�２ ２４ ９�０ １０８ ４０�４ ４９４ １８４�６ ３０２ １１２�８

土 浦 保 健 医 療 圏 １０ ７�９ ２８ １１�１ １３５ ５３�４ ３９８ １５７�４ ２６４ １０４�４

つ く ば 保 健 医 療 圏 １２ ７�５ １８ ５�５ １１８ ３６�３ ４３７ １３４�４ ２２２ ６８�３

取手・竜ケ崎保健医療圏 ２５ １０�９ ３５ ７�７ １７７ ３８�７ ６７５ １４７�６ ３３３ ７２�８

筑西・下妻保健医療圏 １１ ８�５ １５ ５�８ １１８ ４５�９ ４６５ １８１�０ ３２３ １２５�７

古河・坂東保健医療圏 ９ ８�１ １５ ６�７ ８７ ３９�０ ３６３ １６２�５ ２６９ １２０�４
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６ 二次保健医療圏別医療従事者数

■ 二次保健医療圏別医療従事者数（人口１０万対）

資料 「平成２８年医師・歯科医師・薬剤師調査」 「平成２８年看護職員就業動向調査」 「平成２８年病院報告」

医 師 歯科医師 薬剤師 看護職員
理学
療法士

作業
療法士

診療放射
線技師

保健師 助産師 看護師 准看護師

水 戸 保 健 医 療 圏 １�１１２ ３３０ １�０４４ ６�２７６ １８５ １３３ ４�６５５ １�３０３ ２２０ １１２ ２１０

日 立 保 健 医 療 圏 ３９６ １４３ ５１９ ２�８７７ １１６ ４７ １�８７２ ８４２ ９７ ６７ ９４

常 陸 太 田 ・
ひたちなか保健医療圏

３８８ １７２ ５２７ ２�８３８ １４１ ４４ １�７６６ ８８７ １２４ ９５ ７８

鹿 行 保 健 医 療 圏 ２６２ １５１ ４３０ １�９０１ ８３ ３８ １�１２２ ６５８ １０７ ３８ ６９

土 浦 保 健 医 療 圏 ５６３ ２０３ ５６２ ２�７１０ １１２ ６０ １�７９９ ７３９ １１３ ６８ ９９

つ く ば 保 健 医 療 圏 １�４００ ２７１ １�７６１ ３�８６２ １５７ ８３ ３�０６２ ５６０ ２７０ １１７ １４６

取手・竜ケ崎保健医療圏 ７９６ ３２０ １�０１４ ４�５０４ １７５ １４５ ３�２９７ ８８７ ３０７ ２１９ １５７

筑西・下妻保健医療圏 ２７７ １７７ ３９３ ２�１０６ ９２ ３８ １�１２１ ８５５ ７８ ３４ ４５

古河・坂東保健医療圏 ３１９ １６７ ３５５ ２�０６５ ６２ ３８ １�２６４ ７０１ ７６ ５０ ６８

茨 城 県 計 ５�５１３ １�９３４ ６�６０５ ２９�１３９ １�１２３ ６２６ １９�９５８ ７�４３２ １�３９１ ７９９ ９６５

全 国 ３１９�４８０ １０４�５３３ ３０１�３２３１�５５９�５６２ ５１�２８０ ３５�７７４１�１４９�３９７ ３２３�１１１ ７４�２３６ ４３�８８４ ４４�３７５

医 師 歯科医師 薬剤師 看護職員
理学
療法士

作業
療法士

診療放射
線技師

保健師 助産師 看護師 准看護師

水 戸 保 健 医 療 圏 ２３８�３ ７０�７ ２２３�８ １�３４５�１ ３９�７ ２８�５ ９９７�７ ２７９�３ ４７�２ ２４�０ ４５�１

日 立 保 健 医 療 圏 １５４�８ ５５�９ ２０２�９ １�１２４�６ ４５�３ １８�４ ７３１�７ ３２９�１ ３７�９ ２６�０ ３６�６

常 陸 太 田 ・
ひたちなか保健医療圏

１０８�２ ４７�９ １４６�９ ７９１�１ ３９�３ １２�３ ４９２�３ ２４７�３ ３４�６ ２６�５ ２１�７

鹿 行 保 健 医 療 圏 ９５�７ ５５�２ １５７�１ ６９４�３ ３０�３ １３�９ ４０９�８ ２４０�３ ３８�９ １３�９ ２５�２

土 浦 保 健 医 療 圏 ２１８�８ ７８�９ ２１８�４ １�０５３�３ ４３�５ ２３�３ ６９９�２ ２８７�２ ４３�９ ２６�４ ３８�５

つ く ば 保 健 医 療 圏 ４１０�４ ７９�４ ５１６�２ １�１３２�０ ４６�０ ２４�３ ８９７�５ １６４�１ ７９�１ ３４�２ ４２�６

取手・竜ケ崎保健医療圏 １７１�４ ６８�９ ２１８�４ ９７０�０ ３７�７ ３１�２ ７１０�１ １９１�０ ６６�１ ４７�２ ３３�８

筑西・下妻保健医療圏 １０５�６ ６７�５ １４９�９ ８０３�０ ３５�１ １４�５ ４２７�４ ３２６�０ ２９�６ １３�０ １７�０

古河・坂東保健医療圏 １４０�３ ７３�５ １５６�２ ９０８�４ ２７�３ １６�７ ５５６�０ ３０８�４ ３３�５ ２２�０ ２９�７

茨 城 県 計 １８９�８ ６６�６ ２２７�４ １�００３�０ ３８�７ ２１�５ ６８７�０ ２５５�８ ４７�９ ２７�５ ３３�２

全 国 ２５１�７ ８２�４ ２３７�４ １�２２８�７ ４０�４ ２８�２ ９０５�５ ２５４�６ ５８�５ ３４�６ ３５�０

資料編
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７ 二次保健医療圏別医療施設
■二次保健医療圏別医療施設数

資料 「平成２８年医療施設調査」

水

戸

保

健

医

療

圏

日

立

保

健

医

療

圏

常
陸
太
田
・
ひ
た
ち
な
か

保

健

医

療

圏

鹿

行

保

健

医

療

圏

土

浦

保

健

医

療

圏

つ
く
ば
保
健
医
療
圏

取
手
・
竜
ケ
崎
保
健
医
療
圏

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏

古
河
・
坂
東
保
健
医
療
圏

茨

城

県

病

院

施

設

数

総 数 ４０ ２２ ２２ １２ １７ １６ ２３ １５ １１ １７８

精神科病院 ３ ３ ２ － ４ ２ ４ １ １ ２０

一 般 病 院 ３７ １９ ２０ １２ １３ １４ １９ １４ １０ １５８

病

床

数

総 数 ６�３７３ ３�９３４ ２�６４０ １�９５０ ３�１３５ ３�７５９ ４�８３３ ２�４９０ ２�５５８３１�６７２

精 神 １�３０９ １�３０３ ３２３ １７８ １�１６８ ５１６ １�１５１ ４０３ ９９９ ７�３５０

感 染 症 １０ ４ ６ ４ ６ ６ ８ － ４ ４８

結 核 ２５ － ６８ ２ － ３３ － － － １２８

療 養 ８４１ ７４３ ６０４ ５９５ ４６７ ５９３ ６６２ ９８７ ２１８ ５�７１０

一 般 ４�１８８ １�８８４ １�６３９ １�１７１ １�４９４ ２�６１１ ３�０１２ １�１００ １�３３７１８�４３６

（再掲）
地域医療
支援病院

施設数 ４ １ ２ － １ ２ ２ － ２ １４

病床数 １�９８３ ５０３ ７１２ － ２５０ ９００ ６２９ － ５２５ ５�５０２

（再掲）
療養病床
等を有す
る病院

施設数 １３ １１ １１ ７ ７ ７ ９ １２ ４ ８１

病床数 ８４１ ７４３ ６０４ ５９５ ４６７ ５９３ ６６２ ９８７ ２１８ ５�７１０

一

般

診

療

所

施 設 数 ３２１ １４９ １８４ １１９ １７８ ２３６ ２５２ １５７ １１７ １�７１３

有
床（
再
掲
）

施設数 ２４ ９ ２９ ９ １８ １０ １９ １２ ９ １３９

病床数 ３３８ １０８ ４２０ １３１ ２１３ １４１ ２４５ １７５ ９９ １�８７０

歯科診療所 施 設 数 ２５１ １１０ １４７ １０８ １４０ １７２ ２３２ １３６ １０６ １�４０２

資料編
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■二次保健医療圏別医療施設数（人口１０万対）

資料 「平成２８年医療施設調査」

水

戸

保

健

医

療

圏

日

立

保

健

医

療

圏

常
陸
太
田
・
ひ
た
ち
な
か

保

健

医

療

圏

鹿

行

保

健

医

療

圏

土

浦

保

健

医

療

圏

つ
く
ば
保
健
医
療
圏

取
手
・
竜
ケ
崎
保
健
医
療
圏

筑
西
・
下
妻
保
健
医
療
圏

古
河
・
坂
東
保
健
医
療
圏

茨

城

県

病

院

施

設

数

総 数 ８�６ ８�６ ６�１ ４�４ ６�６ ４�７ ５�０ ５�７ ４�８ ６�１

精神科病院 ０�６ １�２ ０�６ － １�６ ０�６ ０�９ ０�４ ０�４ ０�７

一 般 病 院 ７�９ ７�４ ５�６ ４�４ ５�１ ４�１ ４�１ ５�３ ４�４ ５�４

病

床

数

総 数 １３６５�９１５３７�８ ７３５�９ ７１２�２１２１８�５１１０１�８１０４０�９ ９４９�５１１２５�３１０９０�３

精 神 ２８０�６ ５０９�３ ９０�０ ６５�０ ４５４�０ １５１�２ ２４７�９ １５３�７ ４３９�５ ２５３�０

感 染 症 ２�１ １�６ １�７ １�５ ２�３ １�８ １�７ － １�８ １�７

結 核 ５�４ － １９�０ ０�７ － ９�７ － － － ４�４

療 養 １８０�３ ２９０�４ １６８�４ ２１７�３ １８１�５ １７３�８ １４２�６ ３７６�３ ９５�９ １９６�６

一 般 ８９７�６ ７３６�４ ４５６�９ ４２７�７ ５８０�７ ７６５�３ ６４８�７ ４１９�４ ５８８�２ ６３４�６

（再掲）
地域医療
支援病院

施設数 ０�９ ０�４ ０�６ － ０�４ ０�６ ０�４ － ０�９ ０�５

病床数 ４２５�０ １９６�６ １９８�５ － ９７�２ ２６３�８ １３５�５ － ２３０�９ １８９�４

（再掲）
療養病床
等を有す
る病院

施設数 ２�８ ４�３ ３�１ ２�６ ２�７ ２�１ １�９ ４�６ １�８ ２�８

病床数 １８０�３ ２９０�４ １６８�４ ２１７�３ １８１�５ １７３�８ １４２�６ ３７６�３ ９５�９ １９６�６

一

般

診

療

所

施 設 数 ６８�８ ５８�２ ５１�３ ４３�５ ６９�２ ６９�２ ５４�３ ５９�９ ５１�５ ５９�０

有
床（
再
掲
）

施設数 ５�１ ３�５ ８�１ ３�３ ７�０ ２�９ ４�１ ４�６ ４�０ ４�８

病床数 ７２�４ ４２�２ １１７�１ ４７�８ ８２�８ ４１�３ ５２�８ ６６�７ ４３�６ ６４�４

歯科診療所 施 設 数 ５３�８ ４３�０ ４１�０ ３９�４ ５４�４ ５０�４ ５０�０ ５１�９ ４６�６ ４８�３

資料編
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８ 二次保健医療圏別医師数
■就業先別医師数

資料 「平成２８年医師・歯科医師・薬剤師調査」

診

療

所

の

開

設

者

又
は
法
人
の
代
表
者

診

療

所

の

勤

務

者

病
院
の
開
設
者
又
は

法

人

の

代

表

者

病

院

の

勤

務

者

医

育

機

関

附

属

の

病

院

の

従

事

者

介
護
老
人
保
健
施
設

の

従

事

者

医
療
施
設
・
介
護
老
人
保
健

施
設
以
外
の
従
事
者

そ

の

他

の

者

不

詳

計

水 戸 保 健 医 療 圏 ２１６ ９６ ２８ ７３３ － ２１ １３ ５ － １�１１２

日 立 保 健 医 療 圏 ９５ ３７ １３ ２２６ － ９ １６ － － ３９６

常陸太田・ひたちなか
保 健 医 療 圏

１２６ ４７ １５ １９２ － ４ ２ ２ － ３８８

鹿 行 保 健 医 療 圏 ７５ ４０ ８ １２４ － ７ ８ － － ２６２

土 浦 保 健 医 療 圏 １３０ ５４ １２ ３５０ － １０ ４ ３ － ５６３

つ く ば 保 健 医 療 圏 １６８ ７５ ７ ３８１ ６６４ １０ ９１ ４ － １�４００

取手・竜ケ崎保健医療圏 １８５ ７９ １３ ３６３ １１３ １７ ２１ ５ － ７９６

筑西・下妻保健医療圏 １１１ ３４ １１ １０７ － １３ １ － － ２７７

古河・坂東保健医療圏 ８３ ４３ ４ １８２ － ６ １ － － ３１９

茨 城 県 計 １�１８９ ５０５ １１１２�６５８ ７７７ ９７ １５７ １９ － ５�５１３

資料編
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■主たる診療科別医師数

資料 「平成２８年医師・歯科医師・薬剤師調査」

内

科

呼
吸
器
内
科

循
環
器
内
科

消
化
器
内
科

（
胃
腸
内
科
）

腎

臓

内

科

神

経

内

科

糖
尿
病
内
科

（
代
謝
内
科
）

血

液

内

科

皮

膚

科

ア
レ
ル
ギ
ー
科

リ
ウ
マ
チ
科

感
染
症
内
科

小

児

科

精

神

科

心

療

内

科

水 戸 保 健 医 療 圏 １９４ ２２ ４１ ４４ ２２ １１ １６ ９ ３１ － ３ ４ ６３ ５４ ３

日 立 保 健 医 療 圏 ６０ ６ １６ ２１ ５ １ ３ ５ １７ － １ － １５ ２０ ２

常陸太田・ひたちなか医療圏 １０２ ２０ １０ ７ ３ １ ６ １ １０ － ３ － ２１ １３ ３

鹿 行 保 健 医 療 圏 ９２ １ ８ ７ ３ － １ － ５ － １ － １２ ７ １

土 浦 保 健 医 療 圏 ９７ １４ ３１ ２６ １０ ７ １０ ３ １８ － ２ － ３７ ２８ －

つ く ば 保 健 医 療 圏 １１７ ４５ ６３ ６１ １８ ２０ ２７ ２８ ３３ １ ２３ ５ ７０ ４６ ２

取手・竜ケ崎保健医療圏 １３９ １５ ４１ ３８ ２６ １３ １９ ３ ３０ － ２ ３ ３４ ３６ １

筑西・下妻保健医療圏 １０５ － ５ ９ ４ ２ ５ １ ６ － － － １３ １４ －

古河・坂東保健医療圏 ５７ ５ １４ １０ ８ － ３ － ８ － － － １９ ２３ －

茨 城 県 計 ９６３ １２８ ２２９ ２２３ ９９ ５５ ９０ ５０ １５８ １ ３５ １２ ２８４ ２４１ １２

外

科

呼
吸
器
外
科

心
臓
血
管
外
科

乳

腺

外

科

気
管
食
道
外
科

消
化
器
外
科

（
胃
腸
外
科
）

泌

尿

器

科

肛

門

外

科

脳
神
経
外
科

整

形

外

科

形

成

外

科

美

容

外

科

眼

科

耳

鼻

い
ん
こ
う
科

小

児

外

科

水 戸 保 健 医 療 圏 ５３ ７ １２ ７ － ２８ ２４ ２ ３０ ７３ １３ ３ ４６ ２３ ８

日 立 保 健 医 療 圏 ２４ ５ ４ ２ － １１ １０ － １６ ３４ ２ － １８ ５ －

常陸太田・ひたちなか医療圏 ３２ ２ ２ － － ６ １５ － ８ ２９ ３ － １６ １０ －

鹿 行 保 健 医 療 圏 ２１ － １ ２ － ３ ６ － ８ １７ ３ － １４ ４ １

土 浦 保 健 医 療 圏 １４ ４ ６ ３ － １５ ６ － １３ ３７ ３ － ２３ １８ ３

つ く ば 保 健 医 療 圏 １８ １５ ２４ １６ － ４５ ３１ ４ ３７ ８６ ８ １ ５４ ２９ １４

取手・竜ケ崎保健医療圏 ２９ ５ ２ ４ － １５ １７ １ ２７ ５３ ４ － ３８ ２５ －

筑西・下妻保健医療圏 １３ － － １ － ６ ４ － ６ ２４ １ － １１ １３ －

古河・坂東保健医療圏 ２７ － ４ ３ － ８ ７ － １５ ２９ ２ － ２３ １０ －

茨 城 県 計 ２３１ ３８ ５５ ３８ － １３７ １２０ ７ １６０ ３８２ ３９ ４ ２４３ １３７ ２６

産

婦

人

科

産

科

婦

人

科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ

ン

科

放

射

線

科

麻

酔

科

病
理
診
断
科

臨
床
検
査
科

救

急

科

臨
床
研
修
医

全

科

そ

の

他

不

詳

水 戸 保 健 医 療 圏 ５２ － ４ ４ ５ ３４ ８ ３ １８ ７９ ７ １２ １

日 立 保 健 医 療 圏 ９ １ ４ ２ ３ ８ １ － ７ ２０ １ ８ ４

常陸太田・ひたちなか医療圏 １４ ４ ２ ２ ２ ３ ２ １ １ １８ １ ６ １

鹿 行 保 健 医 療 圏 １２ － ３ １ ２ ６ １ － １ － － ２ １

土 浦 保 健 医 療 圏 ２２ １ ３ ２ ７ １６ ５ １ ３ ５０ － ６ ２

つ く ば 保 健 医 療 圏 ３７ ２ １２ １０ ４６ ４９ １３ ２ １７ １２２ １１ ３２ １

取手・竜ケ崎保健医療圏 ４２ １ １ １０ １０ １６ ２ １ １ ２８ １ １９ １

筑西・下妻保健医療圏 １０ － ２ － １ ４ － － － １ １ １ －

古河・坂東保健医療圏 １０ － ４ － ５ ５ － － ２ ７ １ ３ －

茨 城 県 計 ２０８ ９ ３５ ３１ ８１ １４１ ３２ ８ ５０ ３２５ ２３ ８９ １１

資料編
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■主たる診療科別医師数（人口１０万対）

資料 「平成２８年医師・歯科医師・薬剤師調査」

内

科

呼
吸
器
内
科

循
環
器
内
科

消
化
器
内
科

（
胃
腸
内
科
）

腎

臓

内

科

神

経

内

科

糖
尿
病
内
科

（
代
謝
内
科
）

血

液

内

科

皮

膚

科

ア
レ
ル
ギ
ー
科

リ
ウ
マ
チ
科

感
染
症
内
科

小

児

科

精

神

科

心

療

内

科

水 戸 保 健 医 療 圏 ４１�６ ４�７ ８�８ ９�４ ４�７ ２�４ ３�４ １�９ ６�６ － ０�６ ０�９ １３�５ １１�６ ０�６

日 立 保 健 医 療 圏 ２３�５ ２�３ ６�３ ８�２ ２�０ ０�４ １�２ ２�０ ６�６ － ０�４ － ５�９ ７�８ ０�８

常陸太田・ひたちなか医療圏 ２８�４ ５�６ ２�８ ２�０ ０�８ ０�３ １�７ ０�３ ２�８ － ０�８ － ５�９ ３�６ ０�８

鹿 行 保 健 医 療 圏 ３３�６ ０�４ ２�９ ２�６ １�１ － ０�４ － １�８ － ０�４ － ４�４ ２�６ ０�４

土 浦 保 健 医 療 圏 ３７�７ ５�４ １２�０ １０�１ ３�９ ２�７ ３�９ １�２ ７�０ － ０�８ － １４�４ １０�９ －

つ く ば 保 健 医 療 圏 ３４�３ １３�２ １８�５ １７�９ ５�３ ５�９ ７�９ ８�２ ９�７ ０�３ ６�７ １�５ ２０�５ １３�５ ０�６

取手・竜ケ崎保健医療圏 ２９�９ ３�２ ８�８ ８�２ ５�６ ２�８ ４�１ ０�６ ６�５ － ０�４ ０�６ ７�３ ７�８ ０�２

筑西・下妻保健医療圏 ４０�０ － １�９ ３�４ １�５ ０�８ １�９ ０�４ ２�３ － － － ５�０ ５�３ －

古河・坂東保健医療圏 ２５�１ ２�２ ６�２ ４�４ ３�５ － １�３ － ３�５ － － － ８�４ １０�１ －

茨 城 県 計 ３３�１ ４�４ ７�９ ７�７ ３�４ １�９ ３�１ １�７ ５�４ ０�０ １�２ ０�４ ９�８ ８�３ ０�４

外

科

呼
吸
器
外
科

心
臓
血
管
外
科

乳

腺

外

科

気
管
食
道
外
科

消
化
器
外
科

（
胃
腸
外
科
）

泌

尿

器

科

肛

門

外

科

脳
神
経
外
科

整

形

外

科

形

成

外

科

美

容

外

科

眼

科

耳

鼻

い
ん
こ
う
科

小

児

外

科

水 戸 保 健 医 療 圏 １１�４ １�５ ２�６ １�５ － ６�０ ５�１ ０�４ ６�４ １５�６ ２�８ ０�６ ９�９ ４�９ １�７

日 立 保 健 医 療 圏 ９�４ ２�０ １�６ ０�８ － ４�３ ３�９ － ６�３ １３�３ ０�８ － ７�０ ２�０ －

常陸太田・ひたちなか医療圏 ８�９ ０�６ ０�６ － － １�７ ４�２ － ２�２ ８�１ ０�８ － ４�５ ２�８ －

鹿 行 保 健 医 療 圏 ７�７ － ０�４ ０�７ － １�１ ２�２ － ２�９ ６�２ １�１ － ５�１ １�５ ０�４

土 浦 保 健 医 療 圏 ５�４ １�６ ２�３ １�２ － ５�８ ２�３ － ５�１ １４�４ １�２ － ８�９ ７�０ １�２

つ く ば 保 健 医 療 圏 ５�３ ４�４ ７�０ ４�７ － １３�２ ９�１ １�２ １０�８ ２５�２ ２�３ ０�３ １５�８ ８�５ ４�１

取手・竜ケ崎保健医療圏 ６�２ １�１ ０�４ ０�９ － ３�２ ３�７ ０�２ ５�８ １１�４ ０�９ － ８�２ ５�４ －

筑西・下妻保健医療圏 ５�０ － － ０�４ － ２�３ １�５ － ２�３ ９�２ ０�４ － ４�２ ５�０ －

古河・坂東保健医療圏 １１�９ － １�８ １�３ － ３�５ ３�１ － ６�６ １２�８ ０�９ － １０�１ ４�４ －

茨 城 県 計 ８�０ １�３ １�９ １�３ － ４�７ ４�１ ０�２ ５�５ １３�１ １�３ ０�１ ８�４ ４�７ ０�９

産

婦

人

科

産

科

婦

人

科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ

ン

科

放

射

線

科

麻

酔

科

病
理
診
断
科

臨
床
検
査
科

救

急

科

臨
床
研
修
医

全

科

そ

の

他

不

詳

水 戸 保 健 医 療 圏 １１�１ － ０�９ ０�９ １�１ ７�３ １�７ ０�６ ３�９ １６�９ １�５ ２�６ ０�２

日 立 保 健 医 療 圏 ３�５ ０�４ １�６ ０�８ １�２ ３�１ ０�４ － ２�７ ７�８ ０�４ ３�１ １�６

常陸太田・ひたちなか医療圏 ３�９ １�１ ０�６ ０�６ ０�６ ０�８ ０�６ ０�３ ０�３ ５�０ ０�３ １�７ ０�３

鹿 行 保 健 医 療 圏 ４�４ － １�１ ０�４ ０�７ ２�２ ０�４ － ０�４ － － ０�７ ０�４

土 浦 保 健 医 療 圏 ８�６ ０�４ １�２ ０�８ ２�７ ６�２ １�９ ０�４ １�２ １９�４ － ２�３ ０�８

つ く ば 保 健 医 療 圏 １０�８ ０�６ ３�５ ２�９ １３�５ １４�４ ３�８ ０�６ ５�０ ３５�８ ３�２ ９�４ ０�３

取手・竜ケ崎保健医療圏 ９�０ ０�２ ０�２ ２�２ ２�２ ３�４ ０�４ ０�２ ０�２ ６�０ ０�２ ４�１ ０�２

筑西・下妻保健医療圏 ３�８ － ０�８ － ０�４ １�５ － － － ０�４ ０�４ ０�４ －

古河・坂東保健医療圏 ４�４ － １�８ － ２�２ ２�２ － － ０�９ ３�１ ０�４ １�３ －

茨 城 県 計 ７�２ ０�３ １�２ １�１ ２�８ ４�９ １�１ ０�３ １�７ １１�２ ０�８ ３�１ ０�４
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９ 第７次茨城県保健医療計画数値目標一覧（主要なものを除く）
項目数 項 目 目 標 項 目 現 況 値 目 標 値

１

第
１
章

県
民
の
命
を
守
る
地
域
医
療
の
充
実

第２節
医療体制の確立

１がん

が
ん
教
育
・
が
ん
検
診

成人の喫煙率
男性 ３３�５％ ２５�５％

女子 ６�６％ ４�０％

２ 未成年の喫煙率
男性 ３�５％ ０％

女子 ２�５％ ０％

３ １日の野菜摂取量 ２８２�５ｇ ３５０ｇ

４ １日の食塩摂取量
男性 １１�４ｇ ８�０ｇ

女子 ９�７ｇ ７�０ｇ

５ １日あたりの果物（ジャムを除く）摂取量
１００ｇ未満の者の割合 ６４�２％ ４８�２％

６ が
ん
の
医
療
体
制

がん診療連携拠点病院等における栄養サポー
トチームの整備 ７／１１病院 各拠点病院等に整備

７ がん診療連携拠点病院に医科歯科連携による
口腔管理のおける提供体制の整備 ９／１０病院 各拠点病院等に整備

８
がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院，
県がん診療指定病院におけるがん患者リハビ
リテーション体制の整備

１６／１７病院 各医療機関に整備

９ 生
活
支
援

体

制

がん診療連携拠点病院，地域がん診療病院，がん診療指定病院に患
者サロンを設置 すべての病院

１０ 相談支援センター相談員指導員研修会を受講した相談員をがん診療
連携拠点病院のがん相談支援センターに配置 １名ずつ配置

１１ ２脳卒中 訪問看護ステーション数 １５１箇所 増加

再掲 成人の喫煙率
男性 ３３�５％ ２５�５％

女性 ６�６％ ４�０％

再掲 成人の１日当たりの食塩平均摂取量
男性 １１�４ｇ ８�０�未満

女性 ９�７ｇ ７�０�未満

１２ 特定保健指導実施率（４０～７４歳） １６�７％ ４５％

１３ 脳血管疾患による退院患者平均在院日数 ６７�９日 短縮

１４
３急性心筋梗塞等の
心血管疾患

心大血管疾患リハビリテーションを実施している医療
機関数 ３５箇所 増加

再掲 成人の喫煙率
男性 ３３�５％ ２５�５％

女性 ６�６％ ４�０％

１５ 収縮期血圧平均値（４０～７４歳，内服
者を含む）

男性 １２５�７ １２２�７

女性 １１９�７ １１６�１

再掲 特定保健指導実施率（４０～７４歳） １６�７％ ４５％

１６ 虚血性心疾患による退院患者の平均在院日数 ７日 短縮

１７ 虚血性
心疾患 年齢調整死亡率

男性 ３４�０
現況の１０％減少

女性 １３�２

１８ ４糖尿病 特定健康診査実施率（４０～７４歳）全保険者 ４９�８％ ７０％

再掲 特定保健指導実施率（４０～７４歳） １６�７％ ４５％

１９ 糖尿病網膜症の手術数 ２�９４７件 現状維持

２０ 糖尿病 年齢調整死亡率
男性 ６�６

現況の１０％減少

女性 ３�２

資料編
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項目数 項 目 目 標 項 目 現 況 値 目 標 値

２１

第
１
章

県
民
の
命
を
守
る
地
域
医
療
の
充
実

第２節
医療体制の確立

５精神疾患 地域移行に伴う基盤整備量（地域サービス等利用者数） － ７７８人
（２０２０年度）

２２ かかりつけ医等対応力向上研修受講者数（うつ病） ４２２人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

４５０人
（２０２０年度）

２３ 発達障害について専門相談窓口を設置している市町村
数 １２か所 ３２か所

（２０２３年度）

２４ 高次脳機能障害の知識と支援についての研修受講者数 １�０７１人 １�８００人
（２０２３年度）

２５ 高次脳機能障害支援機関数 １か所 ３か所
（２０２３年度）

２６ 医療観察法指定通院医療機関数 １５施設 １７施設
（２０２３年度）

２７ かかり
つけ医

認知症対応力向上研修受講者数（累計）

８０４人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

１�０００人
（２０２０年度）

２８ 歯科医師 － ５００人
（２０２０年度）

２９ 薬剤師 － ９００人
（２０２０年度）

３０ 看護職員 １８６人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

９９０人
（２０２０年度）

３１ 一般病院勤務の医療従事者認知症対応力向上研修受講
者数（累計）

９４７人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

３�６００人
（２０２０年度）

３２ 妊娠届出時にアンケートを実施する等して妊婦の身体的・
精神的・社会的状況について把握している市町村数 ４３か所 ４４か所

（２０２３年度）

３３ 妊娠中の保健指導において，産後のメンタルヘルスにつ
いて妊婦とその家族に伝える機会を設けている市町村数 ２８か所 ４４か所

（２０２３年度）

３４ 産後１か月でＥＰＤＳが９点以上を示した人へのフォ
ロー体制がある市町村数 １５か所 ４０か所

（２０２３年度）

３５ ６救急医療 心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目
撃された症例の１ヵ月後生存率 Ｈ２７（２０１５）：９�５％ 全国平均以上

Ｈ２７（２０１５）：１３�０％

３６ 心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目
撃された症例の１ヵ月後社会復帰率 Ｈ２７（２０１５）：６�８％ 全国平均以上

Ｈ２７（２０１５）：８�６％

３７ 全ての県民が身近な医療機関で初期救急医療を受けら
れる体制の整備 ３９市町村 全ての地域

３８ 心肺機能停止傷病者に対してバイスタンダーが応急手当（胸
骨圧迫・人工呼吸・ＡＥＤによる除細動）を実施した割合 Ｈ２７（２０１５）：４２�９％ 全国平均以上

４８�１％（Ｈ２７（２０１５））

３９ ７災害医療 航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を用いた災害実
動訓練の実施回数 年１回 年２回

４０ 災害医療コーディネーター研修の実施回数 年１回
（５名程度）

年２回
（うち１回は全コーディネーター参加）

４１ ＥＭＩＳ入力訓練時における医療機関の入力率 約９０％ １００％

４２ 精神疾患を有する患者の受入や一時避難に対応する場所
の確保等に中心的な役割を担う災害拠点精神科病院数 ０病院 ４病院

４３ ＤＰＡＴ協定医療機関におけるＤＰＡＴのチーム数 ５チーム 各機関５チーム
全１５チーム

４４ ８へき地医療 巡回診療が実施されている又は患者輸送体制が整備さ
れている無医地区・準無医地区の割合 １００％ １００％

４５ ９周産期医療 産科・婦人科医師数 ２１７人 ２５１人

４６ 新生児死亡率（出生千対） Ｈ２８（２０１６）：１�０人 全国平均以下
０�９人（Ｈ２８（２０１６））

４７ 周産期死亡率（出生千対） Ｈ２８（２０１６）：４�０人 全国平均以下
３�６人（Ｈ２８（２０１６））

４８ 県域を越えた搬送を含む連携体制の整備 １箇所 ２箇所

４９ １０小児医療 小児科医師数 ２８４人 ３２９人

５０ 乳児死亡率（出生千対） １�９人 全国平均以下
２�０人（Ｈ２８（２０１６））

５１ 幼児・小児死亡率（小児人口１０万対） ２０�７人 全国平均以下
２２�１人（Ｈ２８（２０１６））

５２ １１在宅医療 退院支援を実施している診療所・病院数（人口１０万人
あたり） ２�０箇所 ２�７箇所

（２０２０年度）

５３ 在宅療養後方支援病院の届出機関数（人口１０万人あた
り） ０�１０箇所 ０�２５箇所

（２０２０年度）

５４ 第７節
薬局機能の充実 かかりつけ薬局を持っている人の割合 ５４�８％

（Ｈ２８（２０１６）年） ８５％

５５ 第９節
移植医療対策の
推進

１臓器移植 茨城県院内臓器移植コーディネーター数 １８医療機関
４５名

２０医療機関
５０名

５６ ２造血幹細胞移植 骨髄バンクドナー新規登録数 ３７２人
（Ｈ２８（２０１６）年度） ４００人／年
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項目数 項 目 目 標 項 目 現 況 値 目 標 値

５７ 第
１
章

県
民
の
命
を
守
る
地
域
医
療
の
充
実

第１０節
保健医療従事者
の確保

１医師 「医師修学資金制度」貸与者の県内定着率（％） ７２�７％
（Ｈ２８（２０１６）�１０） ９０�０％

５８ ４看護職員 特定行為研修を修了した看護師数 １３人
（Ｈ２９（２０１７）�６） ３００人

５９ 統括保健師配置市町村 ３３市町村
（Ｈ２９（２０１７）�４） 全４４市町村

６０ ６県立医療大学の役割 病床利用率の向上 ８２�７％ ８５�０％

６１ 第１１節
医療安全対策等
の充実

１医療安全対策 医療事故情報収集事業参加病院 ３７病院 １１１病院
（１００床以上）

６２ ４医療安全相談センター
の充実 医療安全センター窓口における問題解決率 ８２�０％

（Ｈ２８（２０１６）年度）
８５�０％
（５年平均）

再掲 第１３節
医療教育の推進 特定健康診査実施率（４０～７４歳）（全保険者） ４９�８％

（Ｈ２７（２０１５）年） ７０％

再掲

第
２
章

健
康
で
い
き
い
き
と
生
活
し
、
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

第２節
予防医学の知識
の普及と健康づ
くりの推進

１健康づくりの推進 特定健康診査実施率（４０～７４歳）（全保険者） ４９�８％
（Ｈ２７（２０１５）年） ７０％

再掲 特定保健指導実施率（４０～７４歳） １６�７％
（Ｈ２７（２０１５）年） ４５％

６３ ２健康を支え，守るため
の環境の整備 食生活改善推進員養成数 ４�５１７人

（Ｈ２８（２０１６）） ５�０００人

６４ 第３節
母子保健の推進

１妊娠・出産にかかる支
援 子育て世代包括支援センター設置市町村数 １３市町村 ４４市町村

６５ 妊娠中，仕事を続けることに対して職場から配慮され
たと思う就労妊婦の割合 ９０�０％ ９３�０％

６６ 第５節
歯科口腔保健の
推進

３歳児でむし歯のない者の割合 ８１�５％ ８５�０％

６７ 過去１年間に歯科検診を受診した者の割合 ５３�５％ ６５�０％

６８ 第６節
高齢者保健福祉
対策の推進

１介護保険の推進 ２０２０年の要介護度４以上の高齢者数
（施策を展開しない場合の自然体推計）

２８�０００人（Ｈ２８（２０１６）年度）
（２８�０００人）

３１�０００人（２０２０年度）
（３２�０００人）

再掲 ２認知症高齢者への支援 かかり
つけ医

認知症対応力向上研修受講者数（累計）

８０４人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

１�０００人
（２０２０年度）

再掲 歯科医師 － ５００人
（２０２０年度）

再掲 薬剤師 － ９００人
（２０２０年度）

再掲 看護職員 １８６人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

９９０人
（２０２０年度）

再掲 一般病院勤務の医療従事者認知症対応力向上研修受講
者数

９４７人
（Ｈ２８（２０１６）年度）

３�６００人
（２０２０年度）

６９ 第７節
精神保健対策及
び障害者支援の
推進

１こころの健康づくりの
推進

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じてい
る者の割合の減少

１０�９％
（Ｈ２８（２０１６）年度）

１０�１％以下
（２０２３年度）

７０ ２ひきこもり対策の推進 ひきこもり施策のプラットホームの設置 ４４か所

７１

第
３
章

健
康
で

安
全
な
生
活
を
支

え
る
取
組
の
推
進

第３節 食の安
全と安心の確保
対策の推進

２食肉の安全と安心の確
保

立入検査目標回数に対する実施率

と畜場 １２９�０％ １００％（単年度）

大規模食鳥処理場 １００�０％ １００％（単年度）

認定小規模食鳥処
理場 ８５�０％ １００％（単年度）
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１０ 計画策定の経緯
１ 茨城県医療審議会
�平成２９年９月１２日 第１回 茨城県保健医療計画の策定，各論骨子案
�平成２９年１１月７日 第２回 茨城県保健医療計画（素案）
�平成３０年３月８日 第３回 茨城県保健医療計画（案）について審議
�平成３０年３月８日 茨城県保健医療計画（案）について答申

２ 茨城県医療審議会保健医療計画部会
�平成２９年７月４日 第１回 茨城県保健医療計画の策定
�平成２９年８月８日 第２回 茨城県保健医療計画構成案，各論骨子案
�平成２９年１０月２７日 第３回 茨城県保健医療計画（素案）

３ 保健医療福祉協議会（二次保健医療圏毎に開催）
�平成３０年２月 茨城県保健医療計画（案）

４ 茨城県総合がん対策推進会議
�平成２９年１１月２４日 第１回 茨城県総合がん対策推進計画（素案）
�平成３０年３月１６日 第２回 茨城県総合がん対策推進計画（最終案）

５ 茨城県総合がん対策推進計画‐第四次計画‐検討委員会
�平成２９年７月２４日 第１回 現行計画の進捗状況，計画骨子案
�平成２９年８月７日 第２回 茨城県総合がん対策推進計画（素案）
�平成２９年９月２０日 第３回 茨城県総合がん対策推進計画（素案）

６ 循環器疾患対策検討部会（脳卒中，心筋梗塞等の心血管疾患）
�平成２９年５月３０日 第１回 スケジュール，現行計画の進捗状況
�平成２９年８月４日 第２回 素案の検討（急性期）
�平成２９年９月２２日 第３回 素案の検討（回復期及び目標値）
�平成３０年３月２２日 第４回 最終案の検討，第７次計画に基づく取組

７ 糖尿病対策検討部会（糖尿病）
�平成２９年８月３日 第１回 スケジュール，現行計画の進捗状況，医療機能と連携体制

協議
�平成２９年１０月３０日 第２回 医療機能と連携体制の設定協議，指標・目標の協議

８ 茨城県精神疾患保健医療計画策定検討会（精神疾患）
�平成２９年７月６日 第１回 検討スケジュール，現行計画の進捗状況
�平成２９年１０月２６日 第２回 茨城県保健医療計画（精神疾患）（素案）

９ 茨城県精神保健福祉審議会（精神疾患）
�平成３０年３月１日 第１回 茨城県保健医療計画（精神疾患，精神保健，障害者支援）

（素案）
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１０ 茨城県地域医療対策協議会救急医療体制整備検討部会（救急医療）
�平成２９年６月６日 第１回 現状と課題，施策の評価，今後の方向等
�平成２９年８月８日 第２回 救急医療（骨子案）等
�平成２９年１０月４日 第３回 救急医療（素案）に対する意見
�平成３０年２月２６日 第４回 救急医療（案）等

１１ 茨城県ＤＭＡＴ連絡協議会（災害医療）
�平成２９年７月３１日 第１回 茨城県保健医療計画骨子案
�平成２９年１０月１６日 第２回 茨城県保健医療計画素案

１２ 茨城県へき地保健医療対策協議会等（へき地の医療）
�平成２９年７月６日 第１回 現状と課題，施策の評価，今後の方向等
�平成２９年８月３０日 第２回 茨城県保健医療計画骨子（素案）
�平成２９年１０月２４日 第３回 茨城県保健医療計画（素案）
�平成３０年２月２３日 第４回 茨城県保健医療計画（案）

１３ 茨城県地域医療対策協議会周産期医療部会（周産期医療）
�平成２９年６月２０日 第１回 現状と課題，施策の評価，今後の方向等
�平成２９年８月２５日 第２回 周産期医療（骨子案）等
�平成２９年１０月２６日 第３回 周産期医療（素案）に対する意見
�平成３０年２月２２日 第４回 周産期医療（案）等

１４ 茨城県地域医療対策協議会小児医療部会（小児医療）
�平成２９年６月２０日 第１回 現状と課題，施策の評価，今後の方向等
�平成２９年８月２５日 第２回 小児医療（骨子案）等
�平成２９年１０月２６日 第３回 小児医療（素案）に対する意見
�平成３０年２月２２日 第４回 小児医療（案）等

１５ 在宅医療の連携体制構築に関する検討委員会（在宅医療）
�平成２９年７月１４日 第１回 現状と課題，施策の評価，今後の方向等
�平成２９年９月４日 第２回 在宅医療の医療体制（骨子案）
�平成２９年１０月２３日 第３回 茨城県保健医療計画（素案）（在宅医療）

１６ パブリックコメント
�平成３０年２月１日 ～ ２月２３日

１７ 関係団体及び市町村等からの意見聴取
�平成３０年２月１日 ～ ２月２３日

１８ 公示
�平成３０年３月３０日 県報告示
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１１ 茨城県医療審議会委員名簿
（平成３０年３月８日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県看護協会会長 相 川 三保子

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

茨城県医師会副会長 石 渡 勇

弁護士 上 畠 佳 子

茨城県議会議員 海 野 透

茨城県消費者団体連絡会会長 川 上 ヒロ子

茨城県労働者福祉協議会専務理事 日下部 好 美

茨城県医療法人協会会長 鈴 木 邦 彦

茨城県心身障害者福祉協会会長 住 田 福 祉

茨城県精神科病院協会会長 高 沢 彰

茨城県市長会会長 中 川 清

水戸赤十字病院 永 田 道 子

茨城県訪問介護協議会顧問 中 野 幸 子

県西総合病院院長 中 原 智 子

茨城県消防長会会長 根 本 一 夫

茨城県薬剤師会会長 根 本 清 美

茨城県栄養士会会長 政 安 静 子

筑波大学理事・附属病院長 松 村 明

茨城県国民健康保険団体連合会理事長 三 次 真一郎

茨城県社会福祉協議会副会長 森 戸 久 雄

茨城県歯科医師会会長 森 永 和 男 会長代理

茨城県女性団体連盟会長 森 淑 子

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕 会長

国立病院機構水戸医療センター院長 山 口 高 史

健康保険組合連合会茨城連合会会長 横 地 裕 昭

筑波大学教授 我 妻 ゆき子
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１２ 茨城県医療審議会保健医療計画部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県看護協会会長 相 川 三保子

茨城県医師会副会長 石 渡 勇

茨城県国民健康保険団体連合会理事長 三 次 真一郎

茨城県薬剤師会会長 根 本 清 美

茨城県社会福祉協議会副会長 森 戸 久 雄

茨城県歯科医師会会長 森 永 和 男 部会長代理

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕 部会長
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１３ 水戸保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

県央医師会会長 會 澤 治

水戸市歯科医師会会長 大 澤 賢 祐

水戸薬剤師会会長 奥 田 猛

大洗町長 小 谷 隆 亮

茨城県議会議員 川 津 隆

茨城県看護協会専務理事 白 川 洋 子

水戸食品衛生協会長 高 木 茂 平

水戸市長 高 橋 靖

小美玉市民生委員児童委員連合協議会会長 竹 内 昌 信

茨城県議会議員 田 山 東 湖

笠間市医師会会長 常 井 実

水戸保健所管内食生活改善推進協議会会長 中 村 和 江

水戸市消防本部消防長 根 本 一 夫

茨城県老人福祉施設協議会理事 根 本 玄

水戸市医師会会長 原 毅

水戸市社会福祉協議会会長 保 立 武 憲

水戸済生会総合病院長 村 田 実

水戸警察署長 森 島 貞 一

国立病院機構水戸医療センター院長 山 口 高 史

ＮＰＯ法人茨城県ケアマネージャー協会副会長 若 松 幸 子

資料編
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１４ 日立保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

介護老人保健施設田尻ヶ丘ヘルシーケア施設長 石 川 達 也

日立市連合民生委員児童委員協議会会長 宇佐美 吉 郎

日立市社会福祉協議会常務理事 内 山 茂 身

日立市長 小 川 春 樹

日立製作所日立総合病院院長 奥 村 稔

高萩市長 小田木 真 代

茨城県議会議員 志 賀 秀 之

日立市消防本部消防長 志 賀 宏 郎

日立薬剤師会会長 鈴 木 勝 俊

県北医療センター高萩協同病院院長 高 橋 良 延

北茨城市民病院事業管理者 田 渕 崇 文

北茨城市長 豊 田 稔

日立保健所管内食生活改善推進協議会会長 中 里 眞砂子

日立警察署長 新 山 忠

茨城県議会議員 長谷川 修 平

茨城県看護協会日立地区理事 服 部 とみ子

日立食品衛生協会長 早 坂 廣 通

日立市医師会会長 星 野 寿 男

日立歯科医師会会長 間 宮 � 弘

多賀医師会会長 横 倉 稔 明

資料編
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１５ 常陸太田・ひたちなか保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

常陸大宮市消防本部消防長 圷 司 一

常陸大宮保健所管内食生活改善推進協議会会長 飯 塚 三枝子

茨城県議会議員 石 井 邦 一

常陸太田市母子寡婦福祉会会長 岩 井 寿 子

茨城県議会議員 海 野 透

ひたちなか市医師会会長 及 川 舜

那珂医師会会長 小野瀬 好 良

常陸大宮済生会病院院長 河 野 幹 彦

大宮警察署長 菊 池 孝

東海村社会福祉協議会会長 黒羽根 弘 一

ひたちなか市ボランティア連絡協議会会長 小 林 恵理子

珂北歯科医師会会長 小 林 克 男

常陸太田市医師会会長 小 林 肇

茨城県看護協会常陸太田・ひたちなか地区理事 小 室 万左子

国立病院機構茨城東病院院長 齋 藤 武 文

水郡医師会会長 櫻 山 拓 雄

常陸太田薬剤師会会長 日 座 崇

常陸大宮食品衛生協会会長 檜 山 一 郎

ひたちなか市長 本 間 源 基

常陸大宮市長 三 次 真一郎

特別養護老人ホーム「みのり園」施設長 茂 垣 きよ江

ひたちなか市民生委員児童委員協議会会長 安 正 機

資料編
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１６ 鹿行保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

水郷医師会会長 飯 島 福 生

潮来薬剤師会会長 飯 塚 弘

潮来食品衛生協会会長 内 田 公 男

鹿行歯科医師会会長 大 貫 英 敏

神栖市地域自立支援協議会 梶 山 正 子

鹿行広域事務組合消防本部消防長 門 井 毅 夫

財団法人鹿島病院理事長 神 尾 政 彦

土浦協同病院なめがた地域医療センター院長 亀 田 尚 徳

鉾田市長 岸 田 一 夫

行方市介護支援専門員連絡協議会会長 郡 司 昌 弘

茨城県議会議員 西 條 昌 良

看護協会鹿行地区理事 沢 畠 恭 子

神栖済生会病院院長 高 � 秀 明

神栖市社会福祉協議会常務理事 高 安 俊 昭

鹿嶋市連合民生委員・児童委員協議会会長 橋 本 重 彦

潮来市長 原 浩 道

茨城県議会議員 藤 島 正 孝

鹿嶋警察署長 堀 口 慶 二

鉾田保健所管内食生活改善推進協議会会長 真 家 栄 子

鹿島医師会会長 横 田 廣 夫

資料編

３８２



１７ 土浦保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

土浦市消防本部消防長 飯 村 甚

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

石岡市ボランティア連絡協議会長 井 坂 日出代

茨城県議会議員 伊 沢 勝 徳

石岡市長 今 泉 文 彦

土浦石岡歯科医師会会長 荻 野 義 重

石岡市医師会会長 柏 木 史 彦

土浦薬剤師会会長 金 澤 幸 江

土浦市医師会会長 川 島 房 宣

社会福祉法人愛信会理事 酒 井 一 彦

土浦市民生委員児童委員協議会連合会会長 佐 野 道 夫

国立病院機構霞ヶ浦医療センター院長 鈴 木 祥 司

土浦警察署長 鷹 巣 正 則

県看護協会土浦地区理事 塚 本 廣 子

かすみがうら市社会福祉協議会会長 坪 井 透

土浦市長 中 川 清

土浦市地区長連合会会長 森 浩 孝

土浦食品衛生協会会長 米 川 幸 雄

土浦保健所管内食生活改善推進員連絡協議会会長 若 林 久 惠
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１８ つくば保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

つくば市医師会会長 飯 岡 幸 夫

つくば市長 五十嵐 立 青

つくば保健所管内食生活改善推進員連絡会会長 石 黒 澄 子

つくば市消防本部消防長 大 山 裕 幸

つくばみらい市長 片 庭 正 雄

常総市長 神 達 岳 志

茨城県看護協会つくば地区理事 小 林 弘 美

筑波メディカルセンター病院院長 軸 屋 智 昭

茨城県議会議員 鈴 木 亮 寛

つくば市民生委員・児童委員連絡協議会会長 関 口 光 治

つくば薬剤師会会長 武 田 典 子

茨城県議会議員 田 村 けい子

茨城県きぬ医師会会長 中 川 邦 夫

つくば中央警察署長 藤 崎 克 久

つくば市ボランティア連絡協議会世話人代表 星 埜 祥 子

つくば食品衛生協会会長 町 田 弘

茨城県つくば歯科医師会会長 松 隈 博 通

特別養護老人ホーム「美健荘」施設長 松 � 栄

筑波大学理事・附属病院院長 松 村 明

つくば市社会福祉協議会副会長 � 場 勉

資料編
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１９ 取手・竜ケ崎保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

県南ケアマネジャー懇話会副会長 浅 野 有 子

竜ケ崎市・牛久市医師会会長 池 田 八 郎

茨城県看護協会 取手・竜ケ崎地区理事 板 倉 紀 子

龍ケ崎済生会病院院長 海老原 次 男

牛久市社会福祉協議会事務局長 岡 見 清

茨城県南歯科医師会会長 兼 久 大 輔

竜ケ崎警察署長 神 賀 浩 一

東京医科大学茨城医療センター院長 小 林 正 貴

稲敷広域消防本部消防長 澁 谷 明 宏

社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会
特別養護老人ホーム 龍ケ岡施設長

嶋 田 一 郎

ＪＡとりで総合医療センター院長 新 谷 周 三

竜ケ崎保健所管内食生活改善推進員協議会会長 鈴 木 純 子

竜ケ崎食品衛生協会会長 関 口 要

龍ケ崎薬剤師会会長 関 根 英 市

取手市民生委員児童委員協議会会長 � 橋 章 夫

龍ケ崎市長 中 山 一 生

茨城県議会議員 葉 梨 衛

茨城県議会議員 細 谷 典 幸

取手市医師会長 眞 壁 文 敏

守谷市長 松 丸 修 久

龍ケ崎市女性会会長 水 野 保 子

稲敷医師会会長 宮 本 二 郎
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２１ 古河・坂東保健医療福祉協議会委員名簿
（平成３０年２月１日現在）

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県議会議員 石 塚 仁太郎

古河食品衛生協会会長 板 橋 孝 司

古河市医師会会長 太 田 正

古河薬剤師会理事 大 堀 久 雄

友愛記念病院院長 加 藤 奨 一

茨城西南医療センター病院院長 亀 � � 夫

木根淵外科胃腸科病院院長 木根淵 光 夫

きぬ医師会坂東支部長 許 斐 康 司

古河警察署長 斉 藤 直 樹

古河赤十字病院院長 篠 田 宗 次

猿島郡医師会会長 芝 田 佳 三

古河市社会福祉協議会副会長 鈴 木 �

老人保健施設平成園施設長 高 橋 勝 則

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長 中 山 道 夫

茨城西南歯科医師会会長 橋 本 正 一

古河市長 針 谷 力

茨城県看護協会古河坂東地区理事 宮 本 留美子

古河くらしの会会長 森 川 玲 子

茨城県議会議員 森 田 悦 男

古河保健所管内食生活改善推進団体連絡協議会会長 山 田 まさ子

資料編

３８７



２２ 茨城県総合がん対策推進会議委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城よろこびの会会長 飯 田 則 子

国立がん研究センターがん対策情報センター
がん統計・総合解析研究部 部長

片野田 耕 太

神戸大学医学部附属病院
緩和支持治療科 特命教授

木 澤 義 之

筑波大学理事・附属病院院長 松 村 明

筑波大学医学医療系教授 水 野 道 代

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕

厚生労働省 がん対策推進協議会 会長代理（第５期）
静岡県立静岡がんセンター総長

山 口 建 議長

患者代表 山 田 陽 子

茨城県立中央病院院長 吉 川 裕 之

資料編
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２３ 茨城県総合がん対策推進計画－第四次計画－検討委員会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

生きいき診療所・ゆうき院長 荒 井 康 之

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

茨城県医師会副会長 石 渡 勇 副委員長

国立研究開発法人 国立がん研究センター
社会と健康研究センター コホート連携研究部 部長

井 上 真奈美

国立病院機構水戸医療センター名誉院長 植 木 浜 一

茨城県立中央病院副院長兼がんセンター長 大 谷 幹 伸

�日立製作所日立総合病院院長 奥 村 稔

茨城県市町村保健師連絡協議会会長 小野村 順 子

茨城県立中央病院看護局長 角 田 直 枝

茨城県総合健診協会統括監 金 澤 秀 房

茨城よろこびの会 河 口 雅 弘

茨城県立医療大学看護学科教授 吉 良 淳 子

筑波大学 地域臨床教育センター教授
茨城県立中央病院副院長兼化学療法センター長

小 島 寛

茨城県理学療法士会会長 斉 藤 秀 之

茨城県生活協同組合連合会会長理事 佐 藤 洋 一

筑波メディカルセンター代表理事 志 真 泰 夫

茨城県看護協会専務理事 白 川 洋 子

茨城県薬剤師会副会長 杉 野 訓 男

茨城県立こども病院院長 須磨� 亮

筑波大学医学医療系臨床腫瘍学教授
筑波大学附属病院総合がん診療センター部長

関 根 郁 夫
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役 職 名 氏 名 備 考

筑波大学 地域臨床教育センター教授
茨城県立中央病院 放射線治療センター長

玉 木 義 雄

茨城県立こころの医療センター院長 土 井 永 史

茨城県地域医療・がん対策，医療教育担当顧問
茨城県立中央病院名誉院長

永 井 秀 雄 委員長

�茨城新聞社取締役 沼 田 安 広

筑波大学 医学医療系
臨床医学域精神医学准教授

根 本 清 貴

ピンクリボンクラブひたち 野 村 美代子

筑波大学医学医療系講師
筑波大学附属病院医療連携患者相談センター部長

浜 野 淳

�日立製作所日立健康管理センタ長 林 剛 司

茨城県立古河中等教育学校 廣 瀬 涼 子

ＮＰＯ法人つくばピンクリボンの会理事 山 田 陽 子

茨城県立中央病院院長 吉 川 裕 之

茨城県歯科医師会専務理事 渡 辺 進
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２４ 循環器疾患対策検討部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

茨城県保健所長会日立保健所長 入 江 ふじこ

鹿行広域事務組合消防本部参事兼警防課長 石 崎 秀 樹

茨城県医師会常任理事 海老原 次 男

日立市健康づくり推進課課長 大 森 美恵子

国立病院機構水戸医療センター
脳神経外科医長

加 藤 徳 之

茨城西南医療センター病院院長 亀 崎 � 夫

茨城県立医療大学付属病院
医科学センター（脳神経内科学）教授

河 野 豊

�日立製作所日立総合病院教授 小 松 洋 治

筑波メディカルセンター病院長 軸 屋 智 昭 部会長

茨城県立中央病院循環器センター長 武 安 法 之

土浦協同病院
なめがた地域医療センター名誉教授

田 畑 均

茨城県医師会理事 塚 田 篤 郎

神栖市健康増進課課長補佐 野 口 和 美

筑波大学医学医療系脳神経外科
脳卒中予防治療学講座教授

松 丸 祐 司

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
総合病院水戸協同病院教授

渡 辺 重 行
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２５ 糖尿病対策検討部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県保健所長会日立保健所長 入 江 ふじ子

水戸済生会総合病院副院長 海老原 至

茨城県市町村保健師連絡協議会幹事 太 田 雅 恵

茨城県医師会常任理事 大 場 正 二

那珂記念クリニック院長 遅野井 健 副部会長

茨城県歯科医師会理事 北 見 英 理

筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科准教授 鈴 木 浩 明

茨城県糖尿病療養指導士会理事 � 瀬 美津子

茨城県保険者協議会会長 田 中 豊 明

茨城県栄養士会会長 政 安 静 子

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕 部会長

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
茨城県厚生連総合病院水戸協同病院教授

野 牛 宏 晃

筑波大学医学医療系腎臓内科学教授 山 縣 邦 弘 副部会長

資料編
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２６ 茨城県精神疾患保健医療計画策定検討会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学教授 新 井 哲 明 座長

日立保健所長 入 江 ふじこ

精神保健福祉センター センター長 遠 藤 憲 一

茨城県精神神経科診療所協会理事長
（ルリア記念クリニック院長）

小 徳 勇 人

茨城県立中央病院医療局第三診療部長（兼）総合
診療科部長（兼）救急部長

関 義 元

茨城県精神科病院協会会長
（汐ヶ崎病院院長）

高 沢 彰 副座長

茨城県医師会常任理事
（丸山荘病院院長）

瀧 田 泰 彦

茨城県立こころの医療センター病院長 土 井 永 史

茨城県医師会理事
（�日立製作所ひたちなか総合病院 外科主任医長）

間 瀬 憲多朗

資料編
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２７ 茨城県精神保健福祉審議会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

東京医科歯科大学医学部付属病院特任教授 朝 田 隆

筑波大学医学医療系臨床医学域精神医学教授 新 井 哲 明

医療法人社団平仁会（下館病院）理事長 新 井 礼 子

茨城県精神保健協会会長（池田病院院長） 池 田 八 郎 委員長

水戸保護観察所所長 押 切 久 遠

茨城県看護協会
土浦訪問看護ステーション管理者

川 並 和 恵

茨城県医師会
（菊池整形外科医院院長）

菊 池 久 恵

�土浦市社会福祉協議会次長
地域福祉グループ，ふくしの相談グループ

木 村 富 秋

茨城県精神障害者福祉会連合会会長 古 池 源 造

茨城県精神神経科診療所協会理事長
（ルリア記念クリニック院長）

小 徳 勇 人

茨城県精神保健福祉士会会長
（社福）誠仁会 メイプルホームほこた施設長

小 橋 澄 江

茨城県精神科病院協会会長
（汐ヶ崎病院院長）

高 沢 彰

茨城県医師会常任理事
（丸山荘病院院長）

瀧 田 泰 彦 副委員長

（社福）創志会つくばライフサポートセンターかや
まる就労移行支援事業所主任相談員

津 梅 光 子

茨城県精神障害者支援事業者協会会長
（医療法人精光会事務長）

松 岡 大 介

特定非営利活動法人らぽーる朋
相談支援事業所ふれあい管理者

松 永 外 美

資料編
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２８ 茨城県医療対策協議会救急医療体制整備検討部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

筑波大学救急・集中治療部教授 井 上 貴 昭

�日立製作所日立総合病院院長 奥 村 稔

茨城西南医療センター病院院長 亀 � � 夫

土浦協同病院なめがた地域医療センター院長 亀 田 尚 徳

筑波メディカルセンター病院院長 軸 屋 智 昭 部会長

茨城県地域医療担当顧問 永 井 秀 雄

茨城県消防長会会長 根 本 一 夫

水戸済生会総合病院院長 村 田 実

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕

国立病院機構水戸医療センター院長 山 口 高 史

茨城県立中央病院院長 吉 川 裕 之

資料編
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２９ 茨城県ＤＭＡＴ連絡協議会名簿

区 分 役 職 名 氏 名 備考

医 師 会 茨城県医師会常任理事 塚 田 篤 郎

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
を
有
す
る
医
療
機
関

Ｄ Ｍ Ａ Ｔ
指定医療機関

筑波メディカルセンター病院診療部長 阿 竹 茂

茨城県立中央病院医療局第三診療部長兼
救急部長兼総合診療科部長

関 義 元

ＪＡとりで総合医療センター整形外科リ
ハビリテーション科

鈴 木 康 司

取手北相馬保健医療センター
医師会病院医師

横 井 直 幸

茨城西南医療センター病院麻酔科部長 藤 原 明

水戸済生会総合病院医師 須 田 高 之 会 長

総合病院土浦協同病院救急科科長 荒 木 祐 一

水戸医療センター医師 石 上 耕 司

筑波大学附属病院教授 高 橋 伸 二

土浦協同病院なめがた地域医療センター医師 藤 井 猛 雄

�日立製作所日立総合病院
循環器内科主任医長

鈴 木 章 弘

�日立製作所ひたちなか総合病院
医務局外科医師

中 野 順 隆

水戸赤十字病院医薬品情報係長 小 澤 智 一

水戸協同病院救急・集中治療科部長 長谷川 隆 一

県西総合病院内科医師 小久保 弘 晶

古河赤十字病院副院長 近 藤 泰 雄

筑波記念病院総務課 小 原 公 士

城西病院救急部長 村 田 智 史

ＤＭＡＴ指定
医療機関以外

鹿島労災病院総務課 吉 崎 一 代

東京医科大学茨城医療センター総務課 宮 本 秀 亮

日本赤十字社 日本赤十字社茨城県支部事業推進救護係長 寺 門 正 紀

消
防
機
関

消防長会
救急部会長

鹿行広域事務組合消防本部参事兼警防課長 石 崎 秀 樹

消防本部
代表

水戸市消防本部救急係長 軍 司 剛 志

日立市消防本部警防課長補佐 大 森 泰 弘

土浦市消防本部警防救急課係長 平 山 正 樹

県 関 係 課

茨城県保健福祉部厚生総務課長 石 浜 均

茨城県生活環境部消防安全課長 橋 本 好 美

茨城県生活環境部消防安全課長 篠 原 徳 史

【オブザーバー】

航空自衛隊 百里基地

陸上自衛隊 勝田駐屯地

資料編
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３０ 茨城県へき地保健医療対策協議会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

北茨城市民病院院長 植 草 義 史

城里町国保七会診療所長 上 井 雅 哉

常陸太田市長 大久保 太 一

日立市長 小 川 春 樹

高萩市長 小田木 真 代

城里町長 上遠野 修

常陸大宮済生会病院長 河 野 幹 彦

茨城県保健福祉部長 木 庭 愛 会長

常陸大宮市国保美和診療所所長 高 橋 健

茨城県常陸大宮保健所長 土 井 幹 雄

北茨城市長 豊 田 稔

常陸大宮市長 三 次 真一郎

茨城県医師会長 諸 岡 信 裕

茨城県立中央病院長 吉 川 裕 之

石岡第一病院長 吉 野 淨

大子町長 綿 引 久 男

資料編
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３１ 茨城県地域医療対策協議会周産期医療部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県看護協会会長 相 川 三保子

茨城県産婦人科医会会長 青 木 雅 弘

総合病院土浦協同病院院長 家 坂 義 人

茨城県医師会副会長 石 渡 勇

�日立製作所日立総合病院院長 奥 村 稔

茨城西南医療センター病院院長 亀 � � 夫

筑波大学産婦人科教授 佐 藤 豊 実 部会長

茨城県立こども病院院長 須磨� 亮

茨城県消防長会会長 根 本 一 夫

水戸赤十字病院院長 満 川 元 一

水戸済生会総合病院院長 村 田 実

茨城県医療改革担当顧問 山 口 巌

資料編
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３２ 茨城県地域医療対策協議会小児救急医療部会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県看護協会会長 相 川 三保子

茨城県病院事業管理者 五十嵐 徹也

茨城県立こども病院院長 須磨� 亮 部会長

筑波メディカルセンター病院院長 軸 屋 智 昭

神栖済生会病院院長 高 � 秀 明

茨城県医師会会長 諸 岡 信 裕

茨城県消防長会会長 根 本 一 夫

茨城県医療改革担当顧問 山 口 巖

茨城県小児科医会会長 渡 部 誠 一

資料編
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３３ 在宅医療の連携体制構築に関する検討委員会委員名簿

役 職 名 氏 名 備 考

茨城県ケアマネジャー協会会長 赤 荻 榮 一

茨城県潮来保健所所長 石 田 久美子

茨城県医師会副会長 海老原 次 男 副委員長

医療法人アスムス理事長 太 田 秀 樹 委員長

茨城県立健康プラザ管理者 大 田 仁 史 顧問

茨城県作業療法士会会長 大 場 耕 一

茨城県言語聴覚士会会長 草 野 義 尊

茨城県理学療法士会会長 斉 藤 秀 之

茨城県看護協会専務理事 白 川 洋 子

茨城県歯科医師会副会長 征 矢 亘

茨城県社会福祉士会会長 竹之内 章 代

筑波大学教授 田 宮 菜奈子

成島クリニック院長 成 島 淨

茨城県薬剤師会常務理事 根 本 ひろ美

まかべ内科院長 眞 壁 文 敏

茨城県栄養士会会長 政 安 静 子

松倉中央クリニック院長 松 倉 則 夫

ひたちなか市福祉部福祉事務所
高齢福祉課副技正兼在宅医療・介護連携推進室長

三 村 眞理子

北茨城市民病院副院長 村 田 昌 子

資料編
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